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国見町告示第３２号 

 

 

 

 

 

      令和４年第１回国見町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

 

         令和４年２月１５日 

 

 

 

 

 

                     国見町長 引地 真 

 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 

         １．期  日   令和４年３月３日 

 

         ２．場  所   国見町議会議場 
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応招不応招議員 

 

 

 ・応招議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・不応招議員 

   な し 

 



 
 
 

第  １  日 
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令和４年第１回国見町議会定例会議事日程（第１号） 

 

                    令和４年３月３日（木曜日）午前１０時開議 

 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 陳情の付託 

     陳情第１９号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳 

            情について 

 第 ５ 報告第 １号 その他の債権放棄について 

 第 ６ 報告第 ２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告に 

            ついて 

 第 ７ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

 第 ８ 議案第 １号 国見町まち・ひと・しごと創生推進基金条例 

 第 ９ 議案第 ２号 国見町石母田財産区管理会条例 

 第１０ 議案第 ３号 国見町石母田財産区施設条例 

 第１１ 議案第 ４号 国見町石母田財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関す 

            る条例 

 第１２ 議案第 ５号 国見町地区集会所条例の一部を改正する条例 

 第１３ 議案第 ６号 国見町観月台文化センター条例等の一部を改正する条例 

 第１４ 議案第 ７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 第１５ 議案第 ８号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例 

 第１６ 議案第 ９号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 第１７ 議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 第１８ 議案第１１号 国見町特別会計条例の一部を改正する条例 
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 第２０ 議案第１３号 国見町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 第２１ 議案第１４号 国見町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

            条例の一部を改正する条例 

 第２２ 議案第１５号 国見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

            する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 第２３ 議案第１６号 国見町水道条例の一部を改正する条例 

 第２４ 議案第１７号 国見町保健施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を 

            廃止する条例 

 第２５ 議案第１８号 福島市と国見町とのふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携 

            協約の締結に関する協議について 
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 第２６ 議案第１９号 町道路線の認定について 

 第２７ 議案第２０号 令和３年度国見町一般会計補正予算（第８号） 

 第２８ 議案第２１号 令和３年度国見町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 第２９ 議案第２２号 令和３年度国見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 第３０ 議案第２３号 令和３年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 第３１ 議案第２４号 令和３年度国見町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
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 第３９ 議案第３１号 令和４年度国見町公共下水道事業特別会計予算 
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 第４３ 議案第３５号 令和４年度国見町土地開発事業特別会計予算 

 第４４ 議案第３６号 令和４年度国見町渇水対策施設特別会計予算 

 第４５ 議案第３７号 令和４年度国見町水道事業会計予算 
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 ・出席議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 

企画調整課長 大 勝 宏 二 君 税 務 課 長 吉 田 義 勝 君 

住民防災課長 澁 谷 康 弘 君 ほ け ん 課 長 安 藤 充 輝 君 

福 祉 課 長 武 田 正 裕 君 産業振興課長 佐 藤 智 昭 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 実 沢 隆 之 君 建 設 課 長 村 上 幸 平 君 

上下水道課長 宍 戸 浩 寿 君 
会計管理者兼 
会 計 課 長 阿 部 善 徳 君 

教 育 次 長 兼 
学校教育課長 羽 根 洋 一 君 幼児教育課長 東海林八重子君 

生涯学習課長 佐 藤 光 男 君 農業委員会会長 渋 谷 福 重 君 

代表監査委員 佐 藤 徳 正 君 
  

 ・本会議に職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 松 浦 昭 一 君 書 記 中 條 伸 喜 君 

書 記 榊  英 則 君 書 記 八 島  章 君 

書 記 赤 坂 育 美 君   
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◇開会の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。 

   ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、これより令和４年

第１回国見町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） 直ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

◇会議録署名議員の指名 

議長（東海林一樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１２番浅野富男君及び

１３番八島博正君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

◇会期の決定 

議長（東海林一樹君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

   おはかりいたします。 

   本定例会の会期は、本日から３月１７日までの１５日間といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は本日から３月１７日までの１５日間と決定いたしました。 

   なお、本定例会にあたり、町長、農業委員会会長、監査委員及び関係職員に対し、

説明のため、あらかじめ出席を求めておりますので、ご了承願います。 

◇          ◇          ◇ 

◇諸般の報告 

議長（東海林一樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   初めに、議会関係について事務局長から報告させます。議会事務局長。 

議会事務局長（松浦昭一君） 議会関係についてご報告いたします。 

   令和３年第８回議会定例会以降、現在までの議会活動は、お手許に配付の議員活動

報告書のとおりであります。 

   また、第８回議会定例会で可決いたしました「住民税非課税世帯への灯油代等暖房

費緊急支援に関する意見書」につきましては、１２月１３日に内閣総理大臣ほか関係

機関に送付いたしました。 

   本定例会に、町長より別紙議案提出書のとおり報告２件、承認１件、条例１７件、

一般議案２件、補正予算７件、新年度予算１１件が提出され、受理いたしました。 

   本定例会までに受理した請願・陳情は、陳情１件であります。 
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   一般質問の通告は６議員で、お手許に配付の一般質問通告一覧表のとおりでありま

す。 

   例月出納検査の結果について監査委員から報告があり、その写しを配付しておりま

す。 

   以上、ご報告いたします。 

議長（東海林一樹君） 次に、一部事務組合関係について。 

   私より本席から、福島地方水道用水供給企業団議会について報告をいたします。 

   令和４年２月２２日午後２時より、水企業団事務所会議室で定例会が開催されまし

た。提出議案については２件であります。 

   議案第１号、令和３年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計補正予

算、議案第２号、令和４年度福島地方水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算

について提出があり、いずれも原案のとおり可決、承認をされました。 

   詳細につきましては、お手許に配付した資料をご覧いただきたいと思います。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇陳情の付託 

議長（東海林一樹君） 日程第４、陳情の付託について。 

   本日までに受理した請願・陳情は、陳情１件であり、お手許に配付した陳情文書表

のとおり、陳情第１９号は産業建設常任委員会に付託いたしますので、報告いたしま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案の上程（報告第１号～議案第３７号） 

議長（東海林一樹君） この際、日程第５、報告第１号から日程第４５、議案第３７号ま

での報告２件、承認１件及び議案３７件を一括上程いたします。 

   なお、この４０件については、本日提案理由の説明を受け、うち報告第１号から議

案第２６号までの２９件については、８日に議案説明、質疑、採決を行い、議案第

２７号から議案第３７号までの各新年度予算については、最終日の１７日に議案説明、

質疑、採決を行いますので、ご了承願います。 

   書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

◇          ◇          ◇ 

◇町長施政方針並びに提案理由の説明 

議長（東海林一樹君） 町長より施政方針並びに提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） 令和４年第１回国見町議会定例会を招集したところ、議員の皆様に

はご壮健で出席をいただいたことに感謝いたします。ありがとうございます。 

   本定例会には、令和４年度一般会計予算や特別会計予算をはじめ、当面する緊急で

重要な議案を提案いたしました。 

   それでは、令和４年度の施政方針とその所信を申し上げます。 
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   初めに、国見町の過疎指定についてです。 

   国見町は、４月１日から過疎指定の町となります。全国の約半数に近い市町村がこ

の指定を受けているという視点に立てば、国見町は潔くこの現実を受け止め、その上

で今後の積極的で進歩的、そして、大胆な政策構築とその実現に取り組めば良いもの

との思いを強くします。 

   そのためには、新たな事業の新設と採択、起債に向けた計画策定が必須になります。 

   その計画の根幹となるのは第６次総合計画です。６次総計を基に現状と課題の整理、

事業の洗い出しと併せ、公共施設の在り方をも考えながら、過疎地域持続的発展計画

案を作成し、これを９月議会定例会に議案として提出することとします。 

   国見町の新たなフェーズとなる過疎指定ですが、これにかかわらず、令和３年度に

引き続き町の行政運営の根本、「命を大切に、誰もが幸せに暮らせる国見町」を基本

理念に、まちづくりの６つの目標の実現と直面する４つの課題解決に取り組むことと

します。 

   １つ目は、「健康と医療の連携強化。健やかに暮らせる国見町」です。 

   公立藤田総合病院では、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、通院や

入院の患者にご迷惑をおかけしました。今後は、より強固な安全管理体制の構築を図

ることはもとより、安定した経営継続のため、健康づくりの中核機関としての役割強

化を図るとともに、町民の健康維持に向けた対策に取り組むこととします。 

   また、新型感染症のワクチン接種は、国のワクチン供給に合わせて対処します。 

   さらに、健康の維持増進を図るべく、運動と健診の体制強化も進めることとします。 

   ２つ目は、「命を守る。安全・安心、優しい国見町」です。 

   東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から間もなく１１年です。こ

の間、町民をはじめ、国・県などの関係機関の努力と協力、町議会の理解で、町の復

旧・復興・再生は、他の自治体よりも格段に進みましたが、昨年発生した福島県沖地

震のようなことは今後もあるものと考えるべきです。公助としての機能確保は当然で

すが、これと併せて、地域防災のさらなる進化を図るための共助、自助意識を醸成す

ること、指定避難所の見直しやコンパクト化など、防災計画を見直し、防災対策の強

化に取り組んでいきます。 

   さらに、危険な道路や水路の維持管理や改良、憩いの空間である各公園の維持管理、

藤田駅前の再整備、公共交通の充実、そして、脱炭素社会に向けた取組の推進など、

ＳＤＧｓの理念を踏まえながら、弱い立場の人たちに寄り添った、優しいまちづくり

にも取り組みます。 

   ３つ目は、「子育て、人づくり、教育環境の再構築。未来へつながる国見町」です。 

   本年度から実施した学校給食の無償化を新年度も継続します。 

   また、ＩＣＴなどの先端技術を駆使した教育の推進、地域学校協働本部と連携した

地域に根差した教育、新型コロナウイルス感染防止に配慮した学習環境の整備、放課

後塾ハルによる学習支援や探求授業の充実、認定こども園の開設や国見学園構想の具

体化、いじめや障がいのある児童生徒への支援、奨学金制度の拡充に取り組みます。 
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   あわせて、老朽化した体育施設の維持管理や統廃合、受益者負担の在り方なども検

討していきます。 

   ４つ目は、「恵まれた資源の再確認。そして活かしきる国見町」です。 

   国見町は農業が基幹産業ですから、そのプラットフォームを安定させることが必須

です。このため、ＪＡふくしま未来と伊達果実の２つの農協、県や大学の知恵を借り

ながらさらに強化して、くにみ農業ビジネス訓練所での農業後継者の育成を強化しま

す。 

   また、様々な機関との連携を図り、加工施設の有効な活用による６次化事業の支援

を進めるとともに、農業従事者の減少を補うためのスマート農業の具現化に向けた対

応を図ります。 

   さらに、引き続き町の農産物のＰＲを行い、風評被害の払拭、産品交流から始める

交流人口の増加の取組も進めます。 

   また、意欲的な商工業者を母体として、農商工連携による起業支援や開発支援も引

き続き行います。 

   ５つ目は、「町民・町・議会の新しい連携。相互理解と共感の国見町」です。 

   町民・町・議会の３者が自由に参加し、直接対話する少人数によるタウンミーティ

ングを引き続き開催し、草の根の意見を踏まえた事業の展開を図ります。 

   さらに、財源確保の一つとして、ふるさと納税事業を充実させ、産品だけではなく、

町の魅力を発信できるラインナップの拡充、自治体版コーポレートアイデンティティ

ー事業による町のブランドイメージの確立を目指します。 

   また、町職員の課題解決能力や資質を向上させる研修の実施など、次代を担う職員

育成と意識改革も強化します。 

   ６つ目は、「未来への持続。町として生きる国見町」です。 

   国見町は自律し、合併はしません。 

   また、過疎指定の現実を戦略的に活用する施策構築を進めることとします。空き家

の利活用による子育て世代や就農を目指す若者の移住促進と、二地域居住や交流人口

の拡大を視野にした公営住宅の有機的再利用を図り、負の資産と見られがちな町の財

産を新たな価値につなげる取組も推進します。 

   さらに、連携中枢都市圏への参画を機に、相互補完による資源の有効活用と受益者

負担の適正化の議論を進めます。 

   加えて、地方創生事業を深化させ、官民連携コンソーシアムによる新産業の創造を

進めることとします。 

   以上、令和４年度の施政方針の所信の一端とします。 

   次に、本定例会に提案した各議案について説明します。 

   本定例会には、報告２件、専決処分の承認１件、条例制定や改正などの議案１７件、

一般議案２件、補正予算の議案７件、当初予算の議案１１件の計４０件の当面する緊

急で重要な案件を提案しました。 

   それでは、令和４年度一般会計当初予算の概要について申し上げます。 
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   国見町の新年度予算は、新型感染症による不安定な経済状況の中でも、第６次国見

町総合計画に掲げた「命を大切に、誰もが幸せに暮らすまち、くにみ」の基本理念の

下、まちづくりの６つの目標の具現化に向け、国・県の補助事業などを十分に調査・

研究し、編成しました。また、厳しい状況にあっても、積極果敢に一歩前に踏み出す

予算として、総額は復興創生分、地方創生分を含め５４億円としました。 

   歳入は、原発災害対策事業補助金の減少はあるものの、税収の増、ふるさと納税の

増を見込みました。 

   一方、歳出は、第６次国見町総合計画の実現に向けた政策に重点配分するなど、ま

ちづくりの６つの目標の早期達成のための経費を計上しました。 

   １つ目は、「健やかに暮らせるまちづくり」予算です。 

   新型コロナウイルスワクチン接種事業はもとより、町民の健康づくりのための運動

教室や減塩料理教室の開催、介護予防対策としての生きがいデイサービス、いきいき

サロン、通いの場、そして、高齢者の居場所づくりなどの事業、集団健診事業の拡充

や障害者自立支援事業などの経費を計上しました。 

   ２つ目は、「安全・安心な優しいまちづくり」予算です。 

   利用しやすい地域公共交通の実現、国道４号拡幅に関連する町道改良工事、仮置場

の原状回復工事の最終年度としての事業継続、歴史公園など憩いの空間の有効的な活

用、防災対策、脱炭素社会実現へ向けたＳＤＧｓ事業の推進、自治協議会事業、ふく

しま森林再生事業などの経費を計上しました。 

   ３つ目は、「未来につながるまちづくり」予算です。 

   子どもの誕生に合わせて支給する、すくすくももサポ祝金事業、幼小中給食費無償

化事業や特定不妊治療費助成などの継続事業のほか、認定こども園の設置と国見学園

構想の具体化に向けた検討、子育て支援事業の継続と放課後塾ハルや地域学校協働本

部事業などの地域と連携した教育の推進、ＩＣＴ教育事業のさらなる拡充などの経費

を計上しました。 

   ４つ目は、「恵まれた資源を活かしたまちづくり」予算です。 

   国見町の基幹産業の農業を持続・発展させるための農業経営基盤強化促進事業、く

にみ農業ビジネス訓練所事業、農産物ＰＲ事業、農商工連携事業などの経費を計上し

ました。 

   ５つ目は、「相互理解と共感のあるまちづくり」予算です。 

   タウンミーティングの継続実施や広報くにみの発行、ＬＩＮＥによるプッシュ型の

情報発信などの広報公聴事業の拡充、ふるさと納税事業の一層の推進、自治体版コー

ポレートアイデンティティー戦略などの経費を計上しました。 

   ６つ目は、「町として生きるまちづくり」予算です。 

   地域おこし協力隊活動事業の拡充、官民連携新産業創造プロジェクト、交流人口・

関係人口の増加を図るための義経まつりやビッグツリー事業、そして、その延長にあ

る移住・定住につなげるためのリノベーションプロジェクト、東京くにみ会設立など

の経費を計上しました。 
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   以上、これらの取組を展開して、一層の住民福祉の向上と交流連携の推進を図るた

め、一歩前に踏み出す予算としました。 

   続いて、令和３年第８回国見町議会定例会以降の町政執行等の主なものについて申

し上げます。 

   １つ目は、「健やかに暮らせるまちづくり」についてです。 

   まず、新型コロナウイルス感染症対策についてです。 

   福島県が発令したまん延防止等重点措置と県独自の緊急事態宣言で、町としても各

種イベントの中止や延期、会議の書面開催の対応、公共施設の利用制限や休館、小学

校の一時的な学年閉鎖、役場業務のサテライトやテレワークの実施などによる自助的

な感染拡大防止に取り組みながら、併せて感染対策の徹底を呼びかける広報活動を進

めました。 

   また、町内での新規感染者は、オミクロン株による第６波で２６名の感染があり、

自宅療養となった感染者には、県との協定に基づく療養支援と併せて独自に備蓄ゼリ

ーの配布を行いました。 

   次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてです。 

   ３回目のワクチン接種は、エッセンシャルワーカーや高齢者福祉施設から始め、

２月４日からは集団接種を再開し、現時点の予約率は約８割です。また、５歳から

１１歳までの接種は、公立藤田総合病院での個別接種と連携した福島圏域での接種の

２体制としました。 

   次に、国のコロナ経済対策による臨時特別給付金についてです。 

   １８歳未満の児童１人につき１０万円の子育て世帯臨時特別給付金と住民税非課税

世帯への１０万円の非課税世帯臨時特別給付金は、専決処分による補正予算でそれぞ

れ対象者に支給しました。 

   次に、福祉灯油券の配布についてです。 

   灯油価格の高騰に伴う対策として、住民税非課税世帯に１世帯５,０００円分の福

祉灯油券を配布し、負担軽減を図りました。 

   ２つ目は、「安全・安心な優しいまちづくり」についてです。 

   まず、福島県沖地震への対応についてです。 

   災害廃棄物処理事業による家屋などの解体は、発注を全て完了し、受注業者による

作業が続けられています。また、公共施設は、現在、観月台文化センター・タワー塔

の工事が進められていますが、今月中には完了します。これで全ての公共施設の修繕

が完了します。 

   次に、除染対策事業についてです。 

   仮置場小坂方部１号、２号、藤田方部２号、３号、大木戸方部２号の計５か所の仮

置場の原状回復工事の完了によって、今年度内の返地が完了します。 

   次に、大雪対策に関する要望活動についてです。 

   今冬の大雪による除雪経費への財政支援を求めるため、福島県と連名で２月３日に

総務省、２月１８日に財務省へ、福島県を通じそれぞれ要望書を提出しました。 
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   次に、滝川、滑川の改修工事についてです。 

   福島県による河川改修工事は、滝川築堤と滑川築堤に伴う町道橋の架け替えなど、

順調に進捗しているとの報告を受けています。 

   次に、国道４号伊達拡幅についてです。 

   国土交通省による国道４号伊達拡幅は、１月に役場前から本格的な工事が始められ、

県北中学校付近までの４車線化工事は、令和５年度中の完了を予定しているとの報告

を受けています。 

   次に、水道事業ビジョン策定についてです。 

   見直しを進めていた国見町水道事業ビジョンは、水道事業経営審議会での審議を経

て、１２月１７日に町へ答申されました。町は、この答申に基づきビジョンを策定し、

１０年後の水道事業が目指すありようの実現に向けて取組を進めます。 

   次に、県北浄化センターの復旧についてです。 

   令和元年台風１９号で被災した県北浄化センターは、昨年１２月末に全ての施設の

復旧が完了し、被災前の処理能力に回復したこと、また、使用が停止されていた多目

的グラウンドなどは、今年４月の使用再開に向けて準備を進めていることを確認して

います。 

   ３つ目は、「未来につながるまちづくり」についてです。 

   まず、特定不妊治療への支援についてです。 

   この事業は、子どもに恵まれない夫婦が行う不妊治療のうち、医療保険適用外の体

外受精や顕微授精に要する高額な治療費の一部を助成するもので、これまで２組に助

成しました。また、２月２６日には、経済産業省が実施する妊活セミナーを開催しま

した。 

   次に、すくすくももさぽ祝金についてです。 

   １２月以降、男児４件、女児１件に支給し、今年度は計２２件の支給になっていま

す。 

   次に、令和４年成人式についてです。 

   １月９日、抗原検査を実施した上で２年ぶりに開催しました。出席した７０名の新

成人は、再会を喜び、旧交を温めていました。 

   次に、青少年健全育成についてです。 

   １２月１９日の第２２回青少年健全育成推進町民大会は、県北中学校の阿部校長の

講演と、「ルールを守ることは大事なこと」をテーマとしたパネルディスカッション

を行い、青少年を地域全体で育んでいく意義を再確認しました。 

   次に、読書活動推進フォーラムについてです。 

   １２月１２日の子どもの読書活動推進フォーラムは、絵本作家の講演や子ども司書

の朗読などを行い、約２５０名の参加者は読書の大切さを共有しました。 

   次に、国見ホイスコーレについてです。 

   これまでに９回実施しているエリアデザインラボは、まちづくりの考え方とデッサ

ンやデザイン・イラストの技術、映像編集技術の講座を展開しています。 
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   ４つ目は、「恵まれた資源を活かしたまちづくり」についてです。 

   まず、新規就農者の確保についてです。 

   今年度のくにみ農業ビジネス訓練所の長期研修生６名のうち２名が、４月に国見町

内の空き家に移住・定住し、就農します。町は、就農後も彼らをしっかりサポートす

るため、長期研修生のＯＢ会を設立することとしました。なお、次年度の長期研修生

は５名程度を予定しています。 

   次に、農地等利用最適化推進施策改善の意見書に係る対応についてです。 

   １２月２１日、原油価格高騰に伴う農業対策など、農業委員会から意見書が提出さ

れました。町は、認定農業者を対象に独自の緊急支援策を講じました。 

   次に、令和４年産米の作付についてです。 

   福島県から示された生産数量の目安に基づき、２月１０日付で各生産者に一律配分

しました。 

   次に、種子生産組合に関する要望活動についてです。 

   １２月２０日、福島県農林水産部に種子生産組合の設備更新の支援策を要望しまし

た。 

   次に、福島県指導農業士の認定についてです。 

   １月１８日、石母田の佐藤武さんに県知事から福島県指導農業士の認定証が交付さ

れました。 

   次に、あんぽ柿のトップセールスについてです。 

   １２月１６日、伊達地域農業振興協議会が主催するあんぽ柿トップセールスが、東

京都大田市場などで実施されました。市場関係者に高単価での買入れを要請していま

す。また、あんぽ柿の放射能検査は順調に進み、３月１５日に終了予定です。 

   次に、木育の推進についてです。 

   １月１５日、木工技術を学ぶ大人向けのＤＩＹ教室、さらに、親子向けの木工セミ

ナーをそれぞれ開催しました。木と触れ合い、木に学び、木と生きることの大切さを

身近に感じる木育事業として実施をしました。 

   次に、石母田財産区についてです。 

   石母田財産区議会の議決を受けて、４月に石母田財産区が管理会制に移行すること

から、本定例会に関連する条例と予算を提案しています。 

   次に、全国顕彰「人づくり部門」についてです。 

   １２月７日、国見町商工会青年部の齋藤仁志さんが、商工会青年部主張発表大会で

全国顕彰「人づくり部門」を受賞しました。 

   次に、プレミアム商品券についてです。 

   昨年１２月に販売を開始し、販売率は８６.５％でした。残冊分は１月に希望者へ

抽選で販売しました。現在、商工会で精算作業中です。 

   次に、歴史を活かしたまちづくりについてです。 

   ２月８日、貝田の松田家住宅について、国登録有形文化財への申請を行っています。 

   ５つ目は、「相互理解と共感のあるまちづくり」についてです。 
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   まず、タウンミーティングについてです。 

   １月２０日、宮東集会所で開催し、１７名が参加しました。新型感染症が終息しな

い中ですが、機会を見つけては開催していくこととします。 

   次に、特別職報酬等審議会についてです。 

   この審議会は、町長等の給与と議員や特別職の期末手当を見直すため、１月２６日

に開催され、答申されました。本定例会に答申に沿った内容の議案を提案しています。 

   ６つ目は、「町として生きるまちづくり」についてです。 

   まず、第６次総合計画の推進についてです。 

   ２月１８日、第６次総合計画に基づく実施計画となる令和４年度当初予算の概要を

総合計画審議会で説明しました。あわせて、過疎地域指定に関する国見町過疎地域持

続的発展計画の策定についても確認しました。 

   次に、福島圏域連携中枢都市圏の形成についてです。 

   圏域首長会議で確認された、ふくしま田園中枢都市圏ビジョンと同連携協約を総合

計画審議会で説明し、確認をしています。なお、協約締結は本定例会に議案として提

出しています。 

   次に、マイナンバーカードの交付状況についてです。 

   １月末現在で３,８２３枚を交付し、人口に対する交付枚数率は４４.５％です。な

お、申請勧奨のため、申告会場に臨時窓口を設置しています。 

   次に、所得税・町県民税等申告相談についてです。 

   所得税と町県民税の申告相談は、新型感染症対策を行いながら、３月１５日まで観

月台文化センターで実施しています。 

   次に、あつかし山ビッグツリー点灯式についてです。 

   １２月１９日、２９回目となった、あつかし山ビッグツリーの点灯式が行われまし

た。当日は、商工会青年部がクリスマスプレゼントを子どもたちに配っています。 

   次に、板橋南子育て住宅についてです。 

   移住定住を目的に建設中の板橋南子育て住宅は、入居者募集を行っています。１月

１７日には、内堀知事が建築中の現地を訪問し、新しい取組だと感想を述べています。 

   それでは、本定例会に提案した各議案について、その概要を申し上げます。 

   報告第１号「その他の債権の放棄について」と報告第２号「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価報告について」は、条例と法令の規定に基づき、議

会へ報告するものです。 

   承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」は、住民税非課税世帯と子育

て世帯への臨時特別給付金の支給に急施を要したため、専決で一般会計予算を補正し

たことについて、地方自治法の規定に基づき、議会の承認を求めるものです。 

   議案第１号「国見町まち・ひと・しごと創生推進基金条例」は、地方創生推進のた

めの企業版ふるさと納税額を新たに基金として積み立てるため、関係する条例を制定

するものです。 

  議案第２号「国見町石母田財産区管理会条例」から議案第４号「国見町石母田財産区
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財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例」までの議案は、石母田財産区の管

理会移行に伴い、地方自治法の規定に基づき、条例を制定するものです。 

   議案第５号「国見町地区集会所条例の一部を改正する条例」から議案第１７号「国

見町保健施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例」までの議

案は、根拠法令などの改正に伴う条例改正、または、現状に即した改正及び廃止をす

るものです。 

   議案第１８号「福島市及び国見町におけるふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連

携協約の締結に関する協議について」は、県北地方４市３町２村による連携中枢都市

圏協約を締結するための協議について、議会の議決を得るものです。 

   議案第１９号「町道路線の認定について」は、県から移管を受ける１路線と寄附採

納による１路線を新たに町道に認定するものです。 

   議案第２０号「令和３年度国見町一般会計補正予算（第８号）」から議案第２６号

「令和３年度国見町水道事業会計補正予算（第３号）」までの議案は、いずれも実績

を踏まえた予算の整理が主なものです。 

   なお、一般会計はじめ各特別会計は、いずれも黒字となる見込みです。 

   議案第２７号「令和４年度国見町一般会計予算」は、予算の概要で申し上げたとお

りです。 

   議案第２８号「令和４年度国見町大木戸財産区特別会計予算」から議案第３７号

「令和４年度国見町水道事業会計予算」までの議案は、それぞれの設置目的による事

務事業を推進するため、一般会計の予算編成方針に準じて、効率的な執行と採算性の

維持、経営の健全化など、これらを念頭に、一層の経費節減と効率化を図ることを旨

とし、所要の経費を計上しています。 

   また、特別会計のうち、管理会や審議会、運営協議会が設置されているものは、補

正予算も含め、それぞれに同意を得ています。 

   以上、本定例会に提出した各議案について、一括して提案理由の趣旨を申し上げま

したが、各議案の内容、計数等については、審議に先立ち、関係課長がそれぞれ説明

しますので、慎重審議の上、速やかな議決を賜るようお願いし、提案理由の説明とし

ます。 

   なお、追加議案として人事案件の提出を予定していますので、ご承知ください。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

議長（東海林一樹君） 以上で町長施政方針並びに提案理由の説明は終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

◇協議会関係の報告 

議長（東海林一樹君） 続いて、協議会関係について、担当課長の報告を求めます。 

   伊達市桑折町国見町火葬場協議会について、住民防災課長から報告を求めます。住

民防災課長。 

住民防災課長（澁谷康弘君） 伊達市桑折町国見町火葬場協議会について、ご報告いたし

ます。 
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   去る２月１７日、桑折町役場会議室におきまして、令和４年第１回伊達市桑折町国

見町火葬場協議会が開催されました。 

   提出されました案件は１件、議案第１号、令和４年度伊達市桑折町国見町火葬場協

議会会計予算についてです。 

   歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８７４万９０００円と定めるものです。 

   歳入の主なものは、分担金及び負担金の１５４３万９０００円でありまして、その

うち国見町分は、負担率２８.５％の４４０万円となるものです。 

   歳出の主なものは、火葬場施設費における需用費の６３６万４０００円と委託料の

９６１万１０００円です。需用費の内訳は、燃料費の２８８万円、修繕料の２３０万

３０００円などであります。 

   なお、令和４年度の主な修繕は、耐火台車上部交換、火葬炉内制御盤修繕となって

おります。 

   また、委託料の内訳は、火葬場施設管理委託料２２１万円、火葬業務委託料

７０１万円などとなっております。 

   以上、提出された議案１件は、原案のとおり可決されております。 

   なお、詳細につきましては、配付されております写しをご覧をいただきたいと思い

ます。 

   以上、伊達市桑折町国見町火葬場協議会の報告といたします。 

議長（東海林一樹君） 以上で協議会関係の報告は終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   明日は、午前１０時から本会議を開きます。 

   なお、午前１１時５分より総務文教常任委員会を中会議室北側で、産業建設常任委

員会を委員会室でそれぞれ開催しますので、ご参集願います。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   本日はご苦労さまでした。 

（午前１０時５５分） 

 



 
 
 

第  ２  日 
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 ・出席議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 

企画調整課長 大 勝 宏 二 君 税 務 課 長 吉 田 義 勝 君 

住民防災課長 澁 谷 康 弘 君 ほ け ん 課 長 安 藤 充 輝 君 

福 祉 課 長 武 田 正 裕 君 産業振興課長 佐 藤 智 昭 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 実 沢 隆 之 君 建 設 課 長 村 上 幸 平 君 

上下水道課長 宍 戸 浩 寿 君 
会計管理者兼 
会 計 課 長 阿 部 善 徳 君 

教 育 次 長 兼 
学校教育課長 羽 根 洋 一 君 幼児教育課長 東海林八重子君 

生涯学習課長 佐 藤 光 男 君 農業委員会会長 渋 谷 福 重 君 

代表監査委員 佐 藤 徳 正 君   

 ・本会議に職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 松 浦 昭 一 君 書 記 中 條 伸 喜 君 

書 記 榊  英 則 君 書 記 八 島  章 君 

書 記 赤 坂 育 美 君   
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇一般質問 

議長（東海林一樹君） 日程第１、一般質問を行います。 

   通告順に発言を許します。質問及び答弁は、簡潔かつ要領よく発言願います。 

   なお、この際申し上げます。 

   各議員の発言は、答弁も含めて60分までは認めることといたします。 

   最初に、５番山崎健吉君。 

   山崎健吉君。 

（５番山崎健吉君 登壇） 

５番（山崎健吉君） 初めに、昨年の２月１３日の深夜に発生した震度６強の地震につい

ては、まだ復旧されない箇所もあり、再度お見舞いを申し上げるとともに、行政に、

さらなる復旧活動について早期の復帰をお願いしたいと思っております。 

   また、昨年、町長から１２月定例会最後の日に、議員に対して激励のお言葉を頂き

ました。本日はそれを励みに質問したいと思っていますので、町民にも分かるように

答弁をお願いしたいと思います。 

   それでは、職員の「働き方改革」について伺います。 

   国見町職員の子育て支援対策並びに女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動

計画が平成２８年から令和６年までの９年間とし、行動計画は令和２年までの５年間

として作成しております。今年度、新たに令和３年から令和６年までの４年間の事業

主計画が示されております。平成２８年から令和２年、昨年度までの行動計画と引き

続いていることから、この間についての取組と職員についての周知徹底をどのように

しているか、お伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） ５番山崎健吉議員のご質問にお答えいたします。 

   議員のご指摘のとおり、平成２８年度から行動計画を実施しており、昨年度までの

実績については既に町のホームページで公表しているとおりですが、改めて申し上げ

ます。 

   まず、女性職員の採用割合です。平成２８年度が３人中３人、平成２９年度が８人

中４人、平成３０年度が６人中５人、令和元年度が７人中４人、令和２年度が６人中

３人となっています。延べ３０人中１９人、６３.３％の採用となっています。 

   次に、女性職員の割合ですが、平成２８年度が３９.３％、平成２９年度が

４１.７％、平成３０年度が４３.７％、令和元年度が４３.２％、令和２年度が

４４.５％となっています。 

   次に、役職段階の男女別職員数ですが、平成２８年度、管理職１３.３％、係長
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３０.３％、合わせて２５％。平成２９年度が管理職１３.３％、係長２６.５％、合

わせて２２.４％。平成３０年度が管理職１３.３％、係長２６.５％、合わせて

２２.４％。令和元年度が管理職が１３.３％、係長２４.２％、合わせて２０.８％。

令和２年度が管理職６.７％、係長２２.９％、合わせて１８％となっています。 

   次に、１人当たりの超過勤務の状況です。公表データが月平均となっていますので、

それでお答えしますが、平成２８年度が２５.５１時間、平成２９年度が２６.２７時

間、平成３０年度が２６.２８時間、令和元年度が２４.７８時間、令和２年度が

１９.３時間となっています。 

   次に、年次有給休暇の取得状況ですが、平成２８年度が４.２日、平成２９年度も

４.２日、平成３０年度が４.９日、令和元年度が５.０日となっています。 

   次に、育児休業の取得状況ですが、平成２８年度が２人中２人、平成２９年度が

６人中６人、平成３０年度が３人中３人、令和元年度が３人中２人となっており、男

性職員の取得はありません。 

   次に、配偶者出産休暇の取得状況ですが、平成２８年度が３人中３人で２.５日、

平成２９年度が４人中３人で３.５日、平成３０年度が２人中２人で３.５日、令和元

年度が３人中１人で３.０日となっています。 

   なお、職員に対しては庁議を通じて周知徹底を図っているところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 状況については大枠そのとおりかと思いますけれども、お聞きした

いのは、特に取組内容の中で超過勤務の減縮、それから年次有給休暇の促進、このよ

うに去年度まで書かれていました。今言ったように、数値目標については大体達成し

ているんですけれども、職員の超過勤務が本当に１０％減になったのか、その辺をお

聞きしたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 超過勤務については１０％縮減、目標は目標としてはいますけ

れども、年次年次においての業務の状況、あとはご承知のとおり令和元年度台風災害

とか昨年の地震とか、コロナによるそういった対応とか、様々な諸条件が重なること

もありますので、一概に一気に減らせる状況にあるかというと、なかなか難しいとこ

ろもありますが、町といたしましては、庁議を通じて、各管理職から職員に対して超

過勤務の縮減、あとは業務の効率化、そういったものを含めて周知徹底を図っている

ということで対応しているところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 女性の管理職員の数値目標が２０％以上と、このように前のに書か

れています。平成２８年から平成３１年までは２名で約１１％で、現在は多分１名だ

けということになっています。この辺についてはクリアはしているんですか、してい

ないんですか。２０％と言いながらまだ１０％そこそこだと思うんですけれども、い
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かがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 目標としては２０％ということですが、これは人事ですので、

私から答弁するわけにもいかないと思っています。ですので、そこは人事として登用

される部分かと考えていますので、ご了承願います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 女性の職員の管理職登用についてですけれども、目標は今お話しを

いただいているとおりです。ただ、人事権を持つ者としてお話しをさせていただきま

すけれども、管理職への登用あるいは係長への登用、そういったことに関しては、男

性、女性関わりなく能力を重視して登用したいと考えています。たまたま現時点では

それに適した者がいないとお考えいただければと思います。 

   来年度の人事に関しても、既にもう固まっています。それについても能力主義、こ

れをもって管理職への登用をするつもりですので、ご承知おきいただきたいと思いま

す。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ２番目に行きますと、令和３年４月から、今年度開始した行動計画

の取組について伺います。 

   今、町長からお話がありましたけれども、令和２年度までは管理職の目標が２０％

以上だと書かれているんですけれども、今回の改正では係長以上が２５％と書いてあ

るんです。当然、今町長がお話ししたように能力主義だから男も女もないよと言われ

ればそれまでなんですけれども、この管理職の数値目標を係長というふうに変えてき

た目的は何だか教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   課長だけではなくて、人材育成を含めて係長のうちから女性を登用して、課長にな

り得る人材を育て上げていくという意識の下に係長以上と設定をして、目標としては

２５％と掲げているということでご理解いただければと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 分かりました。 

   では次に、今の続きですけれども、超過勤務の削減の取組についてお伺いしたいん

ですけれども、特に働き方改革に関する目標、その中に超過勤務が年間２４０時間以

内、あと月は２０時間以内を目指すと。そして、年休については１０日を目指すと書

いてありますけれども、この取組目標については、今後も推奨していくんでしょうけ

れども、この結果が本当にそのようになるのかどうか、我々も見守っていきたいんで

すけれども、それらについてお伺いします。 



 

‐22‐ 

 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 年間２４０時間、月２０時間という目標値でありますが、決し

て無理な数字ではないと認識をしています。１０年前ですとその数字をはるかに下回

る数字にもなっていましたし、ただ震災があって、この１０年間はやはり復旧・復興

の期間があったということで、それはやっぱり特殊な事情もあるのかなと認識をして

いるところです。 

   その中にあっても、当然、議員おっしゃるように超過勤務の縮減、なるべく休みを

取り入れる状況は確保しなければなりませんので、そこにつきましては機構改革の委

員会なり庁議等でも周知しながら、あとは代休取得も含め、なるべく休めるようにし

ていきたいなと常々指示をしているところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 分かりました。 

   あと、取組の欄にあるんですけれども、現状の超過勤務ありきの状況を改善し、超

過勤務は特別に行うことだと意識づくりを進めると、こういうようなくだりの文句が

あるんです。これは何かちょっと人ごとなんですけれども、そもそも超過勤務をやる

場合は上司に許可を得て、そしてこういう事情によってやるんですよと、約１時間と

か２時間とか、こういう申請をするんですけれども、はっきり言って本人任せではな

いかなと思っているんです。 

   ２０１９年の労働協約の中には、限定時間を超えて労働させる場合は通常予見する

ことができない業務の大幅な増加、それから臨時的に限定時間を超えて労働させる必

要がある場合、これをできる限り具体的に定めなさいと書かれているんです。 

   ですから、今お話ししたように業務の都合、必要な場合とか業務上やむを得ない場

合はなかなか厳しいんではないかなと、それに当たらないんでないかなと。この辺お

伺いしたいんですけれども。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） なかなか難しい判断なのかなとは思いますが、ただ、役所の仕

事上、時期的なものもあります。今ですと申告期間中とか、あとは年度末や年度初め

に町民が多く役場に来て、いろんな業務をなさなければならないような状況もありま

すから、その部分につきましては各セクションにおいて管理職が判断をして、その状

況を見ながら業務割をしていると私は判断しています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） これも厚生労働省、労働基準監督署のアンケートの中から拾ってき

たんですけれども、４７都道府県でこういうこと書いているんです。超過勤務を命ず

る場合、職員から申告がありますかと言ったら、４７の都道府県では２２しかないん

です、申告があったというのは。半分以下です。そして、あと職員の申告が紙、ペー

パーとかそういう形で、私がやりますよと上司に通告しているのが４１件中９件しか
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ないんです。これが実態だということを取りあえず参考にさせていただきたいと思い

ます。 

   次に行きます。 

   令和元年度並びに令和２年度の１人当たりの年間平均超過勤務の時間をお伺いした

いと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 先ほど最初の質問でお答えをしたとおりですので、よろしくお

願いします。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） それで、私、今国見町の超過勤務だけいろいろお聞きしたんですけ

れども、国見町の職員数というのは令和２年度１１９名なんです。そうすると、１人

当たり、ご存じのように毎年９月に人事行政の運営等の状況というのを各都道府県、

各市町村全部が出すように決まっているんです。だから、それをずっと参考に見てき

ましたらば、国見町は今の職員数の中で５７万９２１５円なんです、令和２年度は。

令和２年度だけなんです。年間、さっき言ったように２３１.７時間。たまたま桑折

町は１３０名で１人当たり２２万９８６９円なんです。年間９１時間くらいなんです。

国見町は桑折町の２.５倍の超過勤務時間をいただいていると、こういうようになり

ます。ちなみに川俣町は１３２名の職員で３２万５７５７円です。国見町は川俣町の

１.７倍となります。参考までに、福島市は幾らかと言うと４９万８０００円、

１９９.２時間です。福島県でさえ５６万１０００円、２２４.４時間。国見町だけが

すごく多いという数字をお話ししましたが、何かその辺、感ずるところはありません

か。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 要因はいろいろあろうかと思います。仕事があるのか、能力が

低いのか、もしくは超過勤務としてカウントしていないのかとか。あとは、管理職手

当で代替しているのかといった状況も他市町村にあるのかなというふうに思っていま

す。国見町はそういったことは一切していないので、ちゃんとした数字が出ているの

かもしれない。これはあくまでも想定の中ですけれども、そういったこともあるので

はないかと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今数字上だけの話で、課長からも、少しだけでは計り知れないんだ

というような答弁をいただきました。それはそうかもしれませんけれども、ただ、や

はり大分量が多いなと。私考えるには、今言ったのは伊達郡３町なんです。だから、

伊達郡だけで比較してみたんです。 

   ちなみに、国見町は３６平方キロメートルぐらいなんです、面積にすると。川俣町

はこの３倍あります。桑折町は国見町の１.２倍くらいの広さです。広さで人数をは
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かるのはいろいろあるんでしょうけれども、いずれそういうことがあるんで、取りあ

えず参考までにどういうふうに今後していったらいいか、教えていただきたいなと思

っております。 

   では、次に入らせていただきます。 

   私のほうでプリントミスしましたんで、令和元年及び令和２年度で年間１００時間

と書いていましたけれども、すみませんがこれ月間の間違いでしたので訂正させてい

ただきます。 

   質問に入ります。 

   今、令和元年度並びに令和２年度で月間１００時間を超える職員は何人いるかお答

え願いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   令和元年が１３人で延べ３０人、複数回あったという方も含めて、令和２年が

１５人で延べ３２人となっています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 大分１００時間を超える人がいるなということをここでまた再度思

っております。これ、私も前の議事録調べてみたんです。令和元年９月の定例会で、

前の議員の佐藤孝さんの質問に対して、平成３０年度においては月間１００時間を超

える人数が延べ１８人いると答弁しています。また、当時の町長は、内容としてはど

ういうことかと聞かれたときに、東日本大震災の様々な事業の推進、あるいは元気活

力事業等のため仕方がなかったと、こういう答弁なんです。 

   また、年間１，０００時間を超えている方も１人あったということなんです。そう

いうことがありましたけれども、これを知らなかったという当時の町長もいかがかと

思うんですけれども、各課の責任者についても大変重い罪かなと私個人は思っており

ます。 

   私もこの当時、まだ議員になる前でしたから各議会を見て回りました。そのとき私

も傍聴したんですけれども、私自身も会社時代に労務関係の仕事を長い間しておりま

したんで、当町の労務管理は大変残念だというか、疑問を持った次第であります。当

時の町長は、今後このようなことがないように改善すると議会で答弁したことを覚え

ております。 

   現在はこのような状態が、さっき言ったように１００時間以上が１８人もあるよう

なことになっていますけれども、これ本当に再確認したいんですけれども、今後この

１８０時間というのは、死ぬ前の状態というか、労働基準監督署ではそういうふうに

捉えているんですよね。極力それについては解消してくださいと。会社ではそうなん

でしょうけれども、役場とか県庁とか官庁ではやっぱり急に何かがあるということは、

これは致し方ないことだと思いますけれども、それにしても、それらの対応をぜひお

願いして、これらないようによろしくお願いしたいと思います。 
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   ５番に当たりますけれども、令和元年度並びに令和２年度の年休の取得日数につい

て伺いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 令和元年度につきましては、先ほどの公表データのとおり

５.０日となっています。昨年度につきましては６.０日となっています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） これも、先ほどから言っているように、伊達郡３町を私ずっと比べ

て今質問しているんです。それで、桑折町は令和２年度は６.４日なんです。令和元

年度は６.３、平成３０年度は７.５と、こういう数字です。川俣町は８.９、令和元

年度は９.９と、平成３０年度は９.２です。参考までに、福島市は９.７、福島県は

１１.５と、こういうふうな数字なんです。 

   私は、国見町の職員は優秀な職員が多いと思っているんです。採用時には国見町の

職員になりたいと、こういう希望がそちこちからあるんです。なぜだということにつ

いては、皆さんがお分かりのとおりと思います。 

   ６番に入ります。 

   労働基準法では年休取得についての年間計画がありますけれども、町は年休の取得

を促すために計画年休を積極的に具体的に進める考えがあるか、ないか、伺いたいと

思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   議員ご指摘のとおり、平成３１年の４月１日から労基法第３９条第７項及び第８項

において「使用者は、年次有給休暇の日数が１０日以上の労働者に対して、５日以上

について時季を指定して取得させなければならない」と規定をされています。 

   ただ、公務員についてはそのまま適用されないということになっています。しかし

ながら、国家公務員、地方公務員も含めて同様に取り扱うようにということで総務省

から技術的助言が来ていることもあり、町としては努力義務であると考えています。 

   町としては、令和元年８月に庁議さらには令和２年の庁議でも計画的に取得するよ

うに周知を図って、年休取得が５日未満の職員について、年次有給休暇の取得計画の

提出をさせまして、それぞれの所管において取得の勧奨について行っているところで

す。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ７番目の質問に入ります。 

   現在、コロナ禍における職員のテレワークの実績並びに基本的な考えを伺いたいと

思います。現在、報道によると、コロナ禍では職員のテレワーク率を上げて感染リス

クを下げるように言われております。当町のテレワークは、新型コロナが発生してか

ら、令和元年から現在まで、延べ何人くらいの職員が在宅職員や会議室でのテレワー
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クで会議を行ったか、伺いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 冒頭、先ほどのご提言については厳粛に受け止めさせていただ

いて、労働組合とも協議しながら進めていきたいと考えていますので、よろしくお願

いします。 

   コロナ禍における職員のテレワークの実績ですが、令和元年からの部分につきまし

ては試行でしたので、数字的に現在持ち合わせておりません。約２００名程度の実績

だったと認識をしております。 

   今回のコロナ禍における部分につきましては、業務継続を図るため、町では基本的

な実施要項、細則に基づきまして、この期間中実施をしてきました。２月１日から

１８日までの第１期、前半分です。庁舎ではこの３階の議場をお借りしまして、ただ

いま教育委員会では観月台文化センター会議室をサテライトオフィスとして延べ

２７５人がリモート。あと、自宅でのテレワークにつきましては延べ４３人、合計

３１８人が実施をしたところです。 

   さらに、延長後の２月２１日から本日までですが、サテライトが延べ１３８人、テ

レワークが延べ２４人、合計１６２人となっており、合わせて４８０人が実施をした

ところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今いろいろ趣旨お話ししてきましたけれども、伊達郡の３町で国見

町の超過勤務が格段に多い、年休の消化率が下回っている。これについては、再々に

なりますけれども、何が原因なんですか。行政は、私がこんなことを言うのもあれな

んですけれども、３町は３割自治だと思うんですけれども、ほとんど金を国・県から

頂いている補助金でやっていると。それの仕事が本当多いんでしょうけれども、それ

にプラスして独自の町の仕事なんでしょうけれども、その独自の仕事がいっぱい多い

のか、その辺を具体的にお答え願いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 超過勤務が多い理由がどこにあるのかというのは、多分なかな

か突き詰めても分からない部分が多々あるんだろうと思います。１つは、言いたくな

いですけれども、職員のスキルの差がある部分、あるだろうと。あと、もともと人が

足りないのかもしれない。そういった部分が具体的な要因としてある。あとは、仕事

の差配です。やり方をどうしているのかという部分が各セクトによって多分違う部分

があるのかなというふうに、総務当局のほうでそうは言っても、皆さんにはそれぞれ

の考え方があって、やり方はその管理職に任されている部分もありますから、そこの

整理はそこできちんとなされるべきだろうと思っているところでもございます。なの

で、そこをどうするか。 

   あとは、町長いますけれども、政策的な部分あると思います。政策的にこれをやる

となったときに、やっぱりそこに力が入れば仕事の量が増えてくるということになる
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ので、それはそのときの政治家の政策によっては変わってくる部分あるんだろうなと

考えているところです。ですので、できれば総務当局としてはその辺を平準化して、

全体の中でやり方を含めてやっていこうと考えているんですけれども、その一つの一

端としては、システムをもうちょっと使いやすいシステムに変えていくとか、電子決

裁にしていくとか、紙を減らすとか、そういった細かい業務を減らしていくことも大

事だし、そういったものを含めて今後検討していきたいと考えてます。 

   あとは、休みの部分ですが、確かに他町に比べて年休取得が少ないというのは分か

っています。ただ、逆に、国見町の場合は休暇制度がかなり充実をしている町だなと

考えています。昔は、子どもの参観日とか、病気になったとき、そういうところには

年休でないと休めなかったんですけれども、その代わり今は子どもを持つ親御さん、

母性保護の観点から、子ども看護休暇というのも入れていますし、リフレッシュ休暇、

夏季休暇も法定よりも多い５日に設定をしておりますし、あとは職務専念義務の免除

なんかも充実しているという状況もございますから、その辺も含めて、トータルの休

暇を足せば、他町にはもう引けを取らないぐらいの休暇数にはなっているのではない

かと。 

   ただ、年休だけ捉まえてみれば、確かに桑折町から１日少ないとか、川俣町からは

３日、４日少ないとかというようになっているのかもしれませんが、そういったこと

も考えれば、私個人としてはそんなに休ませていないという感覚はないということで

ご理解をいただきたいなと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 重ねて答弁しますが、超過勤務の件です。これは、確かに引地も町

職員でした。管理職になったのが震災の年でした。それから今日までのことを考えま

すと、町民からの要望にきちんと応えようとすればするほど仕事は増えます。確かに

総務課長が言うように職員一人一人のスキルもありますが、総じてそれほど差はない

ものだと思っています、スキルに関しては。ただ、仕事の仕方を知らない職員はいま

す。その差が超過勤務に現れているのかどうなのかというのはまた別のことなのかも

しれませんけれども、町職員、今ここにいる管理職もそうなんですが、まずは町民の

暮らしをよくしたい、町をよくしたい、そういった根本にあるもの、これに忠実に自

分なりに従おうとしたときに業務は増えます。 

   仕事ができると評価をされている職員にしてみると、自分で仕事を見つけるんです。

それは、故意に増やしているのではなくて、洞察力があるので、これをやったらこれ

もこうだろう、ああだろう。では、これいったらそちらもそうだろうという、言い方

悪いのかもしれませんけれども、自分で仕事を増やしてしまう。そして、それを町民

にフィードバックする。町民が少しでもよくなるようにしたいと思ってしまう。そう

いったところは当然、公務員としてはあるんだと思います。 

   一般企業であれば、そこはもっとドライだと思います。会社が潰れなければいいと

いう、そこに軸足があるように思いますから、案外きちんと労務管理やら何やらでき
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るのかもしれませんけれども、公務員の特性として、特にこの国見町の職員の特性と

して、震災後の１０年間でやれることはみんなやろうという意気込みで来ましたから、

今もやはりその気質は残っているんだと思います。そこをちょっと考えていただきた

い。超過勤務イコール全てが悪だというふうに引地は捉えていません。町民のニーズ

に応えようとすればするほど業務が増える。業務が増えれば当然勤務時間も増えてし

まう。そこはご理解いただきたい。 

   ただ、今の状況が本当に労働者にとっていいのか、職員にとっていいのかと言われ

れば、それはまた違うよなという思いは当然あります。ただ、いつになったらこの公

務員の仕事が平準化されるんだろうという思いもやっぱりあります。震災があって、

地震があって、そして今コロナです。この次何が来るんだろうという、そのときに、

では労働時間減らすために超過勤務しなくていいよ、するなという命令をしたとして

も、その結果が町民に対してマイナスのことが出てしまったんでは、我々はここにい

る意味がないのかなと思います。その点、ご理解をいただきたいと思います。 

   あと、年次有給休暇については、今総務課長がお話しをしたとおりです。国見町の

特別休暇というものがあるんですが、それは本当に充実しています。それをまず消化

してしまうと、年次有給休暇を消化しなくても間に合ってしまうという場合もあるん

です。ただ単に年次有給休暇の取得率が国見町は低いという指摘をするのではなくて、

それに代わる職員の福利厚生がしっかりしているということも議員は知るべきだと思

います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今、町長からの、いろいろ町民の要望に応えるためには、これは必

要だということについては当然分かっております。それで、これについては我々今ま

での会社員と地方公務員、それとの差というのは当然仕事の内容が違うというのも理

解しておりますので、ただ、先ほど町長が言った特別休暇、福利厚生が多いというの

は、さっき言ったように、県も含めてほとんど同じなんです。夏休みはあり、いろん

な福利厚生というのはほとんど同じなんです。国見町だけが福利厚生でいろいろプラ

スアルファがあるというのはあまりないと思うんですけれども、その辺はどうなんで

すか。桑折町と川俣町に比べてここが多いんだという点があったら教えてください。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 内容としてはさほど変わらないのかなというふうに思いますけ

れども、取り方がもしかすると違うのかもしれないということです。特別休暇を使う

までもなく年休で取らせているかもしれないし、この辺が市町村によって分かりませ

んので、そういったことも含めると一概に比較もできないということでご理解いただ

きたいと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 次に、福島県の認知症施策推進行動計画「チームオレンジ」につい
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て伺いたいと思います。 

   認知症患者になった方の支援策としてチームオレンジがあります。チームオレンジ

は、認知症サポーターが中心になり、認知症の方やその家族が安心して暮らしていけ

る具体的な支援行動を言いますが、支援体制の設置状況は現在、郡山市と白河市のみ

との報道があります。県は令和７年度までに全市町村に設置を目標としております。

当町の高齢化率は令和２年度で４１％と県北で最下位の数字であります。特に認知症

になる確率は全国で５人に１人が該当すると言われております。福島県、これは平成

２９年度の統計ですけれども、１０月現在で８万４０００人の認知症高齢者、それか

ら７万３０００人以上が軽度認知障害、こういう数字が出ております。当町でも

８５歳以上の人は４人に１人が認知症だと言われています。 

   そこで、当町の第８期国見町介護保険事業及び第６次国見町総合計画の中でも高齢

者支援について記載されております。当町の対応は現在、地域包括支援センターが対

応していると思われますが、県が打ち出しているチームオレンジの設置と当町の取組

について伺いたいと思います。 

   それで、当町の認知症と思われる高齢者は今現在幾らいるか、教えていただきたい

と思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えいたします。 

   町内の認知症高齢者の正確な人数は把握できていないというのが実情でございます。

そこで、要介護認定者のうち認知症と判断される高齢者の人数についてお答えいたし

ます。令和３年３月末で要介護認定を受けている５７２人のうち２０７人が認知症ま

たは認知症を併発している状況でございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 次に、認知症サポーターという登録制度があるんですけれども、実

態活動と実態の人数は幾らほどいるか教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えいたします。 

   認知症サポーター養成講座については平成２１年度に開講しまして、これまで

１，２２５人が受講し、サポーターとして登録をしております。そのうち町職員の登

録者は６８人となってございます。活動についてですが、具体的には、地域で近所に

気になる人がいればさりげなく見守る、認知症の人と暮らす家族の話し相手になるこ

となどで、また、窓口などで認知症が疑われる人に接するときに適切な対応を取ると

いったことでございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ありがとうございました。 

   ３番に入ります。 
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   国見版の認知症高齢者ＳＯＳネットワークの構築を行うとありますが、現在の進行

状況についてお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えいたします。 

   町は、認知症高齢者が徘徊などで行方不明になったときの早期発見と保護を充実さ

せるため、認知症高齢者ＳＯＳネットワークの整備を進めてまいりましたが、新型感

染症の蔓延で中断をしているところです。現在、令和４年度の運用開始を目指しまし

て、地域包括支援センターと連携して、行方不明になる可能性が高い高齢者の事前登

録、また行方不明になったときの捜索や保護を支援する認知症サポーターと関係機関

の取りまとめを行っているところでございます。さらに、地域全体で見守る体制をつ

くるために徘徊模擬訓練、これは地域住民による認知症の人への声がけ訓練ですが、

こうした訓練を行い、ネットワークの構築を進めることとしているところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今お話し伺いました。大分人が要るなという感じなんですけれども、

それから最後に、第８期国見町介護保険事業計画の調査にニーズ調査というのがある

んですけれども、その中で一般高齢者、６５歳以上です、この人が何が今心配だとい

うところで、認知症にいつになるか心配だと。これは３８.６％あるんだそうです。

在宅要介護者、これも同じように認知症にいつになるか心配だと、この人が

３１.６％なんです。だから、ここにいる人は６５歳以上の人はほとんどいませんか

ら、こちらは別です。ですから、あまり心配しないのでしょうけれども、現実問題と

して、本当に３人に１人くらいこういう問題を抱えていると。多分コロナ禍にも、家

族の中にもそういう人がいるかもしれませんので、そういう対策をぜひお願いしたい

なと。 

   それで、提案だったらいいということで、提案にしたいんですけれども…… 

議長（東海林一樹君） 提案なしで質問だけしてください。 

５番（山崎健吉君） たまたま毎日私の近所で郵便局員さんとか宅配屋さんがいるんです。

その人たちを連絡員としてやってもらったらいかがかなと思うんですけれども、その

辺はどういうふうに考えているんですか。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えいたします。 

   民間事業者との連携というようなことかと思いますが、町は民間事業所と高齢者の

見守りについて連携をしてございまして、ＪＡふくしま未来、セブンイレブン、あと

みやぎ生協、それからヤマト運輸、そして郵便局などと地域見守り協定を結んでおり

まして、そういった業者が配達などで高齢者宅を訪問した際に異変に気づいた場合に

ついては、通報される仕組みとなってございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 
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５番（山崎健吉君） 私もこの間、観月台文化センターに地域包括支援センターが奥のほ

うにあるというのが初めて分かりました。私もあの辺の近くの町内なんですけれども、

２階に行って初めてあそこに地域包括支援センターがあるというのが分かりました。

そういう人が３人に１人くらいずつあるということですので、せっかくですのでぜひ

もっと見えるところに置いて、ＰＲ方をお願いして、私の質問とします。 

   以上です。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） １１時まで休議いたします。 

（午前１０時５２分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 一般質問を続けます。 

   次に、３番宍戸武志君。 

   宍戸武志君。 

（３番宍戸武志君 登壇） 

３番（宍戸武志君） それでは、通告に従いまして質問させていただきたいと思います。 

   まず、過疎の指定を受け、町の基本的な考え方という形で町長の施政方針演説のい

うのがあったんですけれども、その中で、過疎についても触れられた部分があります。

令和２年度の国勢調査の結果、人口減少率の要件等満たしまして、４月１日付で国見

町は全域過疎という形の指定を受けました。過疎法というのは、人口減少率や財政力

を基に対象地域を指定しまして、その中で受けた地域については過疎債など手厚い財

政支援策、国・県等からその分補助が出るというものなんです。だから、それはそれ

で私はいいと思うんです。 

   それと、指定された市町村は議員の議決も受けて、必ず過疎地域持続的発展計画、

これを定めなきゃならないということです。こんなこと、町民は分かりません。本町

が過疎地域に指定されたというのは、私、議員であっても驚いたんです。何で国見町

がということなんです。 

   ちょっとショッキングな話しますと、２０１４年度増田レポートということで地方

の消滅、消える市町村という形で、その中で、これ産経新聞なんですけれども、１月

１５日あたりか。人口減止まらぬ消滅可能都市ということで、これを出した思いとい

うのは、これは大変な問題ですよということで、自治体が、スルーすると大変なこと

になると。 

   ただし、国見町もこれについては計画等練ってきたと思うんです。長期、短期計画

です。でも、これ指定されたということで、指定されたというのはやっぱり我々政治、
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行政、この辺の責任もあるんではないかなと。政治、行政は、やっぱり結果責任なん

です。本当に努力したと言っても結果責任。これは免れない事実だと思います。 

   まず、１点目です。本町が過疎地域に指定された経過をお聞きしたいと。令和２年

度の国勢調査が基になっているということは承知しております。人口減少率、高齢化

比率、若年者の割合、財政指数等が考えられます。財政指数、これは残念ながら国見

町、大きな企業等ありません。だから、これ必然的にこうなっちゃうなと思うんです

けれども、この辺お聞きしたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） ３番議員のご質問にお答えします。 

   今回の過疎指定の理由については、議員がおっしゃったとおりです。過疎地域の指

定は、令和２年度までの国勢調査の結果を基に算出した指数が過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法の要件に合致したということです。国見町がどの要件に該

当したのかは非公開です。ただ、国の要件と町が独自に試算した数値をお知らせしま

す。 

   過去４０年間の人口減少率が２５％以上、これが国の基準ですが、町は２８.３％。

６５歳以上の人口比率が３８％以上、これが４２.１５％。１５歳以上３０歳未満の

人口比率が１１％、これが１０.４９％。過去２５年間の人口減少率が２３％以上、

これが２６.３８％。そして、直近の財政力指数が０.５１以下、これが０.３３。こ

ういった指数値に合致したものと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） では、２番目に移らせていただきます。 

   本町の過疎指定で何が変化があるのか。多分、私、何にも変化ないと思うんです。

皆さんも感じていると思うんですけれども、これ、時間軸でいきますとやっぱり５年、

１０年たって変化はあると思うんですけれども、この辺、何か変化があるのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。これも議員お見込みのとおりです。すぐに変化とい

うものは出てきません。町に組織の行政運営であったり町民の暮らし、これに直ちに

変化が出てくるとは思っていません。また、すぐに不利益が現れるということもない

と思っています。 

   昨日の行政報告のとおり、町の喫緊の業務、これは出てきます。過疎地域持続的発

展計画、これを町は策定しなければなりません。この業務が新たに加わります。また、

この発展計画に関しては過日、総合計画審議会、これにおいて業務の内容であったり、

あるいはスケジュール、これについては説明をしています。そして、この計画、これ

が承認された後に認められる財政上の特別措置であったり国税の特例、地方税の減収

補塡措置とか、あるいは一番興味のある過疎対策事業債、こういったものをこの計画

では網羅的、重層的に最大限活用して今後の国見町をつくっていくことになります。 
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   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 次、３番に移らせていただきます。 

   過疎対策事業債等の発行が可能になるということで、手厚く保護を受けると。国・

県の介入指導が強化されるのかどうか。または、金を出す、口を出す、人を出す。こ

れはいいとは思うんですけれども、あまり出されても自治の独立が脅かされる危険も

あると思うんですけれども、この辺の考え方はどうなんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   今質問にあったような、何をもって介入指導なのか。介入指導という発言をなさっ

た意味をはかりかねますので答弁できません。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 次、４番に移ります。 

   全国で少子高齢化が進んでいるということで、本町も同様に考えていると思います。

少子高齢化の発端は、１９６６年の地域経済学会の地方部会でもって取り上げられた

のが始めだと思います。この間、国見町は、難しいと思うんですけれども、どんな施

策を打ってきたのか、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   先ほど、今回の過疎地域指定に関わる要件をお話ししました。その中で、過去

４０年間の人口減少率という、そういった項目もございましたので、国見町が誕生し

てから、昭和５０年代からこの町が取り組んできた事業についてお話しをします。 

   町は、若い世代の移住・定住策として、山崎耕谷、日向、宮舘、板橋、小林、そし

て国見ニュータウンの造成、雇用促進住宅の誘致、滝山団地、板橋南団地の建設。産

業振興策として、伊達西部、小坂、貝田地区の圃場整備事業、工業団地造成と企業誘

致。子どもの教育環境整備策として、藤田、森江野幼稚園の設置、改築、そしてその

後の統合、小坂、藤田、森江野、大木戸、大枝の各小学校の改築、そしてその後の統

合、県北中学校の改築。そして子育て支援策、これについては町立保育所の改築、延

長保育、ゼロ歳児保育の実施、給食費無償化。続いて、福祉医療策として、公立藤田

総合病院の設立、移転と改築、社会福祉協議会の法人化、デイサービスセンター建設。

そしてまた、文化芸術・社会教育・社会体育の充実策として、町民福祉センターの建

設、その後観月台文化センターの建設、上野台運動公園の設置。こういったハード、

ソフト両面の施策を展開してきました。 

   昭和２９年３月に国見町が誕生してから、その時々の執行部、彼らは住民福祉の向

上と国見町の維持発展を第一義に、必要と思われる最大公約数の施策を決定し、実行

してきました。今の国見町もその延長線上にあります。 

   なお、今述べた施策はほんの一例です。これまでの町の歩みと施策決定までの議論

の過程や詳細、これは議会事務局が保管する議事録、各世帯に既に配布されている広
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報縮刷版や総務課が保管する広報紙をご覧ください。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 次に、５番目行きます。 

   このままでは人口減少が進む。統計的に見ても進むと思います。ここから多くの住

民の移住等がないと、住むのはいいんですけれども、最小限に食い止めるということ

しかないかなと思います。 

   それと、昨年の質問で、町に魅力がないと人は来ないと申し上げました。未来や展

望のある町にすべきと考えます。若者も、出ていくのはしようがないと思うんですけ

れども、戻ってきたいなと思う若者も結構多いんです。そうすると、やっぱり魅力が

ないと戻ってこないということで、この辺も具体的な施策、あったら教えていただき

たいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   平成２７年度に国見町の人口ビジョンを策定しています。この国見町の人口ビジョ

ンは、全国の多くの地方公共団体と同様に人口減少を想定しています。ただ、当然こ

れも質問の中にあったように、その減少度合いを緩やかにするための施策構築と実現

に向けた取組をこの町は進めています。また、現時の施策展開の根幹は第６次総合計

画です。６つのまちづくりを実現するための１３の政策、４１の施策、これをもって

実施計画とする事業予算を確実に遂行し、まちづくりを進めることとしています。具

体的な施策実行は、第６次総合計画の実施計画となっている令和３年度の各会計当初

予算、補正予算、令和４年度の各会計の当初予算をご覧ください。 

   再度申し上げますが、過疎指定に伴って策定する過疎地域持続的発展計画というの

は、この第６次総合計画に付随します。さらに付け加えれば、地域の魅力は、この地

に住む私たちにとっては当たり前過ぎて気づかないことが多いこと、私たちの当たり

前が、逆によその人たちにとっては、国見ならではのとても魅力的な宝物だというこ

とをこの１０年の取組で知っています。この取組に協力してくれる町民と一緒に、当

たり前の再発見と発信をこの１０年間続けてきました。 

   地域に魅力がないと人が来ないとの発言ですが、この町に魅力はあります。この町

には魅力がないと言うのであれば、その人には目の前の宝物が見えていないか、この

町への愛着が薄いか、そのいずれかだと思います。否定からは何も生まれません。私

たち自身がこの町を否定するのではなく、長い間培われた風土的な生活文化や農産物

をはじめ、全ての国見町の事象がその良さを再確認すること、これが大事だと思って

います。地域の魅力発信は、まず私たちが私たち自身を肯定することから始まると思

います。これまでの事業を核として、それと併せて常に新しい流れを見ながら、国見

町の魅力発信をブラッシュアップしていくと、そういうことを考えて今、町政に臨ん

でいます。 

   以上、答弁とします。 
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議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 誤解のないように、私は、国見町には魅力がないと言っておりませ

んので、この辺十分お察しいただきたいなと思います。 

   次に移ります。 

   私、過疎地域指定の脱却を考えるべきであるということで、国見町、交通等のアク

セスもいいんです。仙台は近いし、福島、郡山、ちょっと行けば東京。医療機関もあ

るということで、中山間地というか、言ってみれば会津とか、言い方ちょっとあれな

んですけれども、阿武隈高原とかというよりも条件的にはいいと思うんです。 

   過疎地指定のでも何ら構わないと言う人もいるんですけれども、手厚い保護が受け

られるからということなんですけれども、この不名誉な指定ということ、これは一般

町民から見ますと、何だ、国見町はみんなに任せているのに過疎指定になったんでな

いかという声が多いんです。これは住民なんです。だから、あえて私は不名誉なと言

うことで、何も行政、政治、我々、多分一生懸命やってきたと思うんです。 

   だけれども、先ほど言ったように行政は結果責任なので、即脱却すべきと考えます。

すぐにでも脱却計画を作成すべきと考えますが、この辺どう考えているか、教えてい

ただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 答弁する前に、過疎指定を不名誉な指定だとの発言、これは町民が

言っているということではありますが、この場で発言をされているのはあなたです。

この発言はこの場でいかがなものか。なぜなら、１町４村が合併して国見町となって

以来、この町が真摯に取り組んできた施策についてはさきに述べています。それを聞

いた上でもなおくだんの発言をするということは、歴代の町長、議会議員、町職員、

そしてまちづくりに協力した多くの町民の努力に対して、敬意もなく、評価もせず、

全否定する発言と受け止めざるを得ません。 

   かつ、この本会議の様子はインターネットを通じて全国に発信されていることを知

りながら、なおかつこの発言をすることは、全国の過疎地域と指定されている地方公

共団体に対しても非礼極まりないもの。発言の釈明と謝罪、その上での訂正または、

削除を求めます。これがない場合は、かの議員の発言を肯定することになるため、こ

れ以後、これに関連する質問への答弁はいたしません。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私は、この発言については撤回するつもりはございません。この件

について、もう終わりますですけれども、一つのやっぱり大きなきっかけだと思いま

す。今後、行政、政治もちろん、町民の人々も参加していただいて、オール国見でこ

れに対応しないと、またずるずると行く恐れがありますので、この辺もよくご承知を

お願いしたいと思います。私や議員もこの辺については頑張っていきたいと思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 次の質問に入ってください。 

   宍戸武志君。 
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３番（宍戸武志君） 次は、ＮＨＫ大河ドラマを生かした本町の活性化ということで、

１番目はちょっと暗い話題なんですけれども、２番目はこれ、明るい話題ということ

で、鎌倉時代を背景にしたＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」の放映が始まりまし

た、テレビなんですけれども。この時代、１１８９年、藤原泰衡が源頼朝と奥州合戦、

この地で行ったんです。そして、阿津賀志山防塁を築きました。今、主役の北条義時

も身辺警護で奥州合戦に付き従ったんです。この辺で多分、くにみの日、義経まつり、

昨年７月にあつかし千年公園をオープンしました。 

   ひもとくと、１９９０年、当町では奥州合戦８００年祭ということで大々的なイベ

ントが行われたんです。このときに日本三大合戦の一つ、関ヶ原の戦い、戊辰の役、

そして奥州合戦という形で大々的にイベントが行われました。大変盛り上がったと聞

いております。このことも含めまして、大河ドラマを利用しまして全国にＰＲをして

はどうかと。元気のない町には人は集まりません。小規模な町なので、その件も含め

まして絶好なチャンスとして捉えて、町としての今後の対応をどうするか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

   まず第１、大河ドラマの件でＮＨＫ、マスコミ等から問合せ、依頼等があったと伺

う。どのような対応をされたのかを聞きたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   昨年６月にＮＨＫ大河ドラマの制作関係者が来町し、阿津賀志山防塁など現地を視

察してございます。直近では、詳細は未定となっておりますが、鎌倉市内でのＰＲ事

業への参加について、ＮＨＫ側から情報提供がありました。前向きに対処してまいり

たいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 次に、自治体には大河ドラマを誘致して地域の活性化につなげよう

と努力しているところは多々あるんです。今、情報発信の時代です。ＰＲの時代です。

ＳＮＳの時代でもあります。これ、自治体、しのぎを削っているんです。大河ドラマ

は地域住民と観光双方の利益の実感が町民にも共感できる、得られるということで、

この辺もどう考えているのか、お聞きしたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   ドラマの視聴者が、このドラマに関係する地域に赴いていることは承知しておりま

す。また、一時的、局所的ですが、経済効果があったことも知っています。一方で、

放映の年に増加した観光入込者数がその翌年以降に激減する事例がほとんどというこ

とも事実です。私たちは、ドラマ放映によるＰＲ効果は大きいですが、一過性の傾向

が強いということをしっかり認識しなければなりません。 

   国見町は、持続的な取組が見込めるコンテンツが示されれば、それを吟味して町の

考えを示し、相手側がこれを了承してくれるのであれば、参画する意思は十分にあり
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ます。一方の主張ばかりが通る関係であったり、単なる一過性の可能性が大きかった

りした場合は、多寡に関わらず公費支出はすべきでないと考えております。 

   東日本大震災と原発事故からの復旧の過程で、国見町が選択した観光分野への基本

的な考え方というのはさきに答弁したとおりですが、国見町ならではの宝物を町民自

らが自覚して、これを発信するということです。これを実現した代表的な事例が歴史

まちづくり計画の策定であったり、農業を核にした体験型の食や生活文化を観光資源

と捉えるローカルファースト的なくにみしゅらんなどの事業です。地道で、地に足を

つけた堅実な観光資源の活用だと思っています。 

   新型感染症以前のような観光事業の展開は難しいかもしれません。この町ならでは

の歴史、質の高い農産物、美しい空気感など、国見町が誇れる地域資源とお裾分けを

はじめとした町民の温かさ、これを肌で感じてもらう着地型の観光事業、これを継続

していきたいと思っています。 

   令和４年度当初予算では、歴史公園、これの利活用、義経まつり、歴史ウォーク、

歴史シンポジウム、音声ガイドで町内の歴史スポットを巡る音旅、さらには東京銀座、

歌舞伎座でのふくしま国見物産展などの事業費を計上しています。これらの事業を展

開して、継続的に国見町を応援してくれる人たちを増やしていきたいと考えています。 

   大河ドラマを否定するわけではありませんが、使えるものは使う。ただ、町の姿勢

に合わないこと、これはこの町は無理してやらない。地に足をつけた堅実な観光施策

を継続し、発展させる。その考え方を堅持したいと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私はこの発言、ちょっと疑問を持ちます。ということは、これ、内

向きなんです。自分たちに納得をするような形の発言だと思います。それでは全国に

やっぱりＰＲできないです。国見町、全国に打って出ていくことできません、そうい

う考えであれば。 

   それともう一つ。私ずっと町外に住んでいました。見ていますと、やっぱり応援し

たいという気持ちあるんです。だから、大河ドラマ、これ一過性か分からないけれど

も、これを起爆剤としてやっぱりＰＲすべきだと思います。 

   それと、町内に住んでいる人にも、これＰＲすると必ず人が集まりますんで、この

辺もよく含めて、内向きな対策という形ではなくて、もうちょっとＰＲをしまして、

こういう人たち、町外、町内にいる人たちのバックアップをしていただきたいなと思

います。 

   では、次移ります。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 今の発言に対してお答えします。 

   決して内向きではありません。これはさきの答弁のとおり、まず町の人が納得をし

ない事業をしても継続しないんです。それはこの８年間、いろんな元気活力事業をや

ってきた、その結果なんです。そのときよければいいかということでやる事業は、町
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の人のためにはなりません。あなたがおっしゃるような発信、これは町はしています。

していないわけではない。そこのところを誤解なさらないように。 

   昨年、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説、福島が舞台でしたね。あの後の惨状をあなた

はご覧になっていますか。残ったのは薄汚れたのぼり旗と色のあせたポスターです。

それはどうなんだろうと私は思います。ただ、先ほど私が申し上げたとおり、相手側

とうまく話がついて、やれるものは町はやるつもりであります。そこのところもご理

解いただきたい。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） それでは、この大河ドラマについても利用してＰＲするということ

でよろしいですか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 再度申し上げます。利用できるコンテンツがあれば利用します。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私は、負の側面ばかり言っちゃうと、これ前向きな取組できないと

思うんです。これ、前向きな取組して、失敗して、いいと思うんです。後ろ向きだっ

たら何も発展しませんので、この辺もよろしくお願いしたいと思います。 

   次、移ります。 

   ４番目、大河ドラマに関連したイベントやグッズなどを企画、ありとあらゆる宣伝

媒体を使って情報発信してはどうか。この辺を質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   これまでの例を見ますと、やはり一過性の現象になる可能性が見て取れるというこ

とです。他方、他者との関係で利用できることは利用しながらも、町独自の一貫した

取組を継続するということは再三申し上げたとおりです。納得なさっていないようで

すが、それが町の考え方です。 

   質問のような取組、イベントやグッズ、これについても、民間の方々が行うことは、

これはいいことだと思っています。ただ、町として殊更に軽々しく新たなイベントを

開催したり、グッズを企画し、販売したりすることは、町のブランディングの観点か

ら見てもいかがなものかと思います。これまで国見町は、歩みはゆっくりかもしれま

せんけれども、地道に地に足をつけた堅実な取組を観光分野についてもしてきました。

これからもそれを継続していきます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 今の答弁聞いていますと、後ろ向きなんです。これ、イベントのマ

イナスあります、ネットで調べますと。だけれども、結果的にはプラスなんです、こ

れ。だから、住民も大いに期待しているんです、この大河ドラマについては、国見と
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の関係においても。この辺再度、認識を新たにしていただきたいと思います。それは

あなたの考え方です。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 町として、やれることはやります。ただ、町の考え方に沿わない、

このドラマに関係した観光事業というのは、それはできないという話をしているので

す。誤解のなさらないように。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私、全然分かりません、その内容。 

   では、次に進みます。 

   次、ＮＨＫの朝ドラ「おかえりモネ」ということで、これ登米で、ちょっと大河ド

ラマとは違うんですけれども、ふるさと納税が３倍に増えたということで、メディア

上手に利用しまして、町を盛り上げ元気にしています。町の重要な役割と私は考える

んです。やっぱり国見は地味です。この辺、お聞かせ願いたいなと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   これも先ほど来答弁をしていることが中心になります。それに加えて、ふるさと納

税でございます。これについては、ふるさと納税は外的な要因、ドラマの放映であっ

たり、そういったことも確かにあろうかと思います。ただ、その因果関係は確かでは

ないと思っています。ですから、ドラマ放映とは切り離して、このふるさと納税制度

が存続する限り、持続的、恒久的にふるさと納税が確保されるような堅実な取組をし

たいと思っています。令和に入って、国見町のふるさと納税は増加傾向にあります。

これは国見町の農産物が高品質なことに加えて、事務方が申込みサイトを増やしたこ

と、これが大きな要因です。 

   また、これとは別に、チャンネルの一つとして考えられるものが、年間１３０万を

超す人が訪れる道の駅国見あつかしの郷の活用です。この道の駅を訪れた人が容易に

国見町へのふるさと納税ができる仕組み、これを構築することも有効な手段の一つだ

と考えています。その中で、あなたがおっしゃるような外的な要因との関連、これが

できるのであれば、当然町はします。そういった、できることはやる。ただ、無理に

虚勢を張ってまでやる必要のないことに関しては、町はなかなか難しいという判断を

するということです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 私は、ちょっと言っている意味が分かりません。消極的なんです。

何でもかんでも否定しちゃう。否定していないところもあるんですけれども。これ、

やってみないと分からないです。まずはやりましょうよ、これ。 

   ということで、これ最後になりますけれども、みんなで国見町町民が町を盛り上げ

ないといけないんです。おみこし系でないといけないんです。我々、政治、行政、そ

れと町民なんです。この方をどう動かしていくか。それが元気な町になるもとだと思
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います。もうちょっと前向きでお願いしたいと思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 最後にお話をします。 

   町の観光イベント、これについての見直しも当然、このドラマの放映を視野に入れ

て考えています。現在ある歴史的なイベント、義経まつりにしてもそうですが、先ほ

ど来年度予算で予算計上した事業、これについても当然、ドラマの放映、これを念頭

において構築をするという立場でいます。 

   ですから、新たな事業ではなく、これまで継続をしてきた事業に色を加える、そう

いったことを考えていることをお知らせしておきます。 

議長（東海林一樹君） 宍戸武志君。 

３番（宍戸武志君） 積極的に、前向きで何事にも取り組んでいただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 次に、８番佐藤定男君。 

   佐藤定男君。 

（８番佐藤定男君 登壇） 

８番（佐藤定男君） さきに通告した内容に従い、一般質問を行います。 

   まず、大雪に対する除雪の態勢についてお伺いいたします。 

   今年は年明け早々大雪に見舞われました。主要道路は除雪なしでは車での走行が困

難な状況でした。除雪に当たられた業者の方々には深く感謝の意を表します。 

   さて、除雪の態勢はそのときの天候に左右され、状況に応じた対応が求められます

が、基本的な方針と想定外の積雪時の対応についてお伺いいたします。 

   まず１番目ですが、業者が除雪車で除雪する基準、例えば何センチ積もったら、あ

るいは何時から除雪を始めると、そういう基準があればお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ８番佐藤定男議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、除雪開始基準としましては、道路上の積雪でございますが、おおむね１５セ

ンチから、開始時間につきましては、状況によりますが、早朝午前４時を目安として

各業者に指示を出して除雪作業を行ってございます。なお、降雪状況にもよりますが、

夜間の除雪作業を行う場合もございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 除雪する道路の順番といいますか、あとは担当区域とか、それはあ

らかじめ業者の間で決まってはいると思いますが、その実態についてお伺いします。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   除雪につきましては、町内全域を１０の区域に分けまして、地元の建設業者９社で

担当区域の町道の除雪の作業を行ってございます。除雪作業の優先順位でございます
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が、交通量の多い幹線道路、また積雪量の多い山間部の生活道路などでございます。

また、子どもたちの通学に支障を来すことが見込まれる場合におきましては、歩道も

含めて対応しているところでございます。加えて、除雪作業のほかに、町内各所に凍

結防止のため融雪剤の散布も行ってございます。さらに、個別の除雪要請があった場

合につきましては、優先する道路の除雪作業の状況を見極めながら対応しているとこ

ろでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 今年は特に雪が多かったわけですが、今回の除雪にかかる費用は幾

らになっていますか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、昨年度でございますが、決算ベースで申し上げますと、除雪作業と融雪剤散

布作業を合わせまして９７１万３０００円でございました。これに対して、今年度の

見込額としましては、現時点におきましては２１００万円を見込んでございます。 

   なお、過去１０年を見ますと、最多が平成２９年度の１２９５万７０００円でござ

いました。最少を申し上げますと、令和元年度の１８万５０００円でございまして、

平均しますと５３４万８０００円というような数字でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ただいま費用をお聞きしましたが、ここ数年では最高の費用額にな

っております。積雪、解けないまま日陰となっているところ、踏み固まって雪が凍っ

てしまっていつまでも解けないという状況のところがあります。私も公営団地、２月

の中旬にどうなっているのかなという感じで見ましたら、まだその時点でもう道路も

数十メートルにわたって凍った状態のところがあって、通行に支障を来しているとこ

ろがありました。このような場合、なかなか個人では取り除くことが容易ではないと。

そういうときに、町のほうに取り除きを要請すれば対応してもらえるのか、お伺いし

ます。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、ちょっと基本的なことを申し上げさせていただきたいと思います。団地内道

路につきましては、除雪作業を行ったときに寄せられた雪がちょっと門口に積もって

車庫から車が出せないとか、また逆に入れないとか、そういった悪化する状況がある

んです。そういったこともありますので、積雪の多い団地もございます。そういった

場所を除いて、除雪というのは基本的に行っていないんです。そのため、町内会から

の要請で融雪剤の配布を行うなど、地域住民のご協力をいただいている状況でござい

ます。 

   しかし、積雪量、これが増えて、圧雪凍結で路面状況がシビアになってわだちとか
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できたり、車の走行に支障が出るような場合は、状況に応じて除雪というもので対応

したいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 今のような場合とちょっと関連しますけれども、今年度について、

ぜひ除雪してもらいたいと、そういうような状況は今回ありましたか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） 場所によっては、個別の除雪要請というのはございました。全

般的なお話ですけれども、どことは言いませんけれども、要請はございました。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 本当に今回は何年かに一度の大雪ということで、取り残された雪が

なかなか個人では取り除くことができないという場合、お年寄りの方のそういう家庭

も今は多いわけですので、その辺はぜひ要請に応じて弾力的に対応していただければ

と思います。 

   時間があれば次の質問に移りますが。 

議長（東海林一樹君） 次の質問は１時からにしていただきたいと思いますが、よろしい

ですか。 

８番（佐藤定男君） では、大雪に対する質問はこれで終わります。ありがとうございま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 午後１時まで休議いたします。 

（午前１１時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 一般質問を続けます。 

   佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ヤングケアラー問題の実態調査の結果についてお聞きいたします。 

   私、６月定例議会でヤングケアラーの問題について一般質問をいたしました。 

   今般、実態調査を終了したとお聞きいたしましたので、その調査の結果、内容及び

今後の方針についてお伺いします。 

   まず、実態調査の対象者についてお聞きします。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） ８番佐藤議員の質問にお答えいたします。 
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   この実態調査につきましては、県北中学校の全校生１９８名を対象に実施しており

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） この実施時期については、いつ行われましたか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   昨年９月に、ヤングケアラーがどういうものかという啓発と予備調査を実施いたし

ました。次に、１０月から１１月にかけて、予備調査で「世話をしている家族がいる」

と回答しました生徒を対象に、担当教諭が聞き取り、インタビュー方式により、本調

査を行ったということでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 調査結果の内容についてお聞きいたします。 

   いわゆるヤングケアラーと思われる生徒の存在について、該当者と思われる生徒は

実際に存在いたしましたか。お願いします。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   ただいま、予備調査をまず実施したとお答えしましたけれども、その中で「世話を

している家族がいる」と回答したのは５人という結果でした。 

   この５人のうち４名につきましては、高齢のおじいちゃん、おばあさんの高齢家族

の世話や、弟、妹の面倒を見たりしているというのが内容でございました。５人のう

ちのこの４人についてはこのようなことで、この４人について、聞き取り調査と資料

調査としまして、介護の関係等の調査を進めたところ、世話をしている高齢者につき

ましては福祉サービスを定期的に利用したり、妹や弟の面倒を見たりしていても、そ

の時間がそんなに長くない、極端に短いということから、それぞれの支援を必要とす

るヤングケアラーには該当しないということで判断をしました。 

   また、５人のうち１人は、ヤングケアラーとは異なる理由で、学校教育課・県北中

学校、そして福祉課で支援の必要な生徒として見守りの対象とされており、これにつ

きましては、要保護児童対策地域協議会の当該生徒に登録されていることから、継続

的に複数の支援機関が関わって支援しておりますので、ヤングケアラーとしての支援

には該当しないと、以上のようなことで判断をしております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 今、ちょっと人数をお聞きして、もう一度確認したいんですけれど

も、最後のほうにおっしゃった人につきましては、１人の方が、これは以前からの継

続で対応していくと。そのほかの４名の方ですか、聞き取りなどを行って、いわゆる

ヤングケアラーには該当しないと判断されたということでよろしいんですか。 
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議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） 弟の世話、さらには老人の世話ということで、ケアラーと

してはケアをしていますが、それが極めて短い時間で、それが学業ですとかいろいろ

やりたいことについて大きく支障になっているということではありませんので、ケア

ラーでありますが、支援の対象には当たらないという判断でございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ちょっと言葉の使い方なので、ケアラーではなくて、ケアラーとし

ての支援対象者ではないとそういうことですね。 

   そうしますと、このいわゆる該当と思われる５人の方については、調査の結果を見

て、今までと特に変わった対応は必要ないという判断ということですか。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） そのように考えております。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 全国の再度の抽出調査で、昨年、結果を新聞報道ありましたけれど

も、そのときは各クラス１名から２名の該当者ということで報道されていたように思

いますが、今回、国見町内のいわゆる中学生においては、そこまで深刻な問題とは、

そこまでは行っていないという判断ということと今お聞きしました。 

   ただ、やはりこういう、現状においてはそうでも、やはり今後状況が変わっていく

とか、そういうことも当然考えられると思うんですが、ヤングケアラーの支援はしな

いということですが、それに代わる継続的な支援、例えば相談窓口の設置とか、そう

いう特化した設置とか、そういうことは特に考えていないということですか。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えをいたします。 

   ヤングケアラーの件につきましては、今ほど次長が答弁をしたとおりでありますが、

まず一つ、ヤングケアラーという概念、定義について、実は厚生労働省も、あるいは

報道機関もまだ定まったものはないというふうに理解をしていただいてよろしいでし

ょうか。ケアをしている人、若い人をヤングケアラーと捉えているところもあります

し、ＮＨＫの報道だと、あくまでも自分が犠牲になるというようなことを含めてヤン

グケアラーだとしているところもありますので、少しまだ定義があやふやなところが

あるということで、そこはご理解をください。 

   今お話のありました部分についてですが、ヤングケアラーがこれから出てくる可能

性は、これは十分あると思っています。 

   では、そのときにどんな対応をするのかですが、今お話がありましたように、総合

の窓口をとのお話がありましたが、実はヤングケアラーの特徴として、ケアをしてい

る子どもたちがどこに相談していいか分からないとか、自分がヤングケアラーとして

不利な立場にいることそのものを認知できないといった特徴があります。これは、子

どもたちが悪いのではなくて、その情報がやっぱり子どもたちに伝わらないというこ
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とが特徴としてあるかなと考えています。 

   そのことを考えると、窓口をつくるということも一つの手段ではありますが、教育

委員会あるいは福祉サイド、さらに言うと、実際に介護の現場で働いているヘルパー

さんあるいはケアマネジャーさん、そういった方々が、実際にその方のお家で子ども

がどう関係をしているとか、そういう情報を集めるというところで対応していくとい

うことが実は一番確かなところかなというところもございますので、これは、教育委

員会だけではなくて、福祉サイドとも十分な連携を図ってまずは取り組んでいきたい

と。まずは、ヤングケアラーを発見するということが一番大事かと思っていますので、

そのところを考えてございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ヤングケアラーという個人に特定をしないで、教育、福祉関係、そ

ういう関連するところの中で情報を収集して、それらを総合的に判断して対応してい

きたいというお話と理解いたしました。ひとつよろしくお願いいたします。 

   以上で私の質問を終わります。 

議長（東海林一樹君） 次に、１０番渡辺勝弘君。 

   渡辺勝弘君。 

（１０番渡辺勝弘君 登壇） 

１０番（渡辺勝弘君） 令和４年第１回国見町議会定例会にあたり、さきに通告しており

ました質問をさせていただきます。 

   先ほど同僚、佐藤議員から除雪のことで関連の質問がありましたけれども、違った

観点で質問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   内容は、除雪の現況と今後の課題についてであります。 

   まず初めに、連日の大雪で昼夜を問わず除雪作業を行っていただいた業者の皆さん

と様々な対応に追われた職員の皆様に、この場をお借りしまして感謝申し上げます。 

   記録的な大雪で除雪作業がいつもの年のように進まず、町民の不満や体力的に限界

があったようです。また、財政負担も今年度は多額になると考えられることから、次

の点について質問させていただきます。 

   まず、除雪機械が動かされる町道あるいは県道などは一定程度の除雪作業が行われ

ておりましたが、除雪機械が入る事ができない、作業ができなかった町道や生活道路

についてはどのような対策を講じたのかお尋ねいたします。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） １０番渡辺勝弘議員のご質問にお答えいたします。 

   町におきましては、積雪が多く住宅が点在しております山間部の道路につきまして

は、一般車両のほか、救急や消防の緊急車両走行確保のため、小型除雪機などを使用

し、除雪作業を行っております。 

   一方で、比較的積雪量が少なく、通行に支障がない市街地の狭い道路などは、町内

会の要請を受けまして融雪剤を配布するなどの対策を取っているところでございます。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今の答弁で、狭い道路での、場所によっては除雪作業を行い、し

かしやりたくてもできない状況にあったということは理解しました。さらに、やはり

融雪剤ということで、町内会を通して融雪剤を配布していただいたことも分かりまし

た。 

   私も、除雪は行政だけでやることではなく、地域住民の協力が絶対必要であること

は常々思っております。 

   しかし、除雪作業で道路の脇に寄せられて、大きな塊になって解けずに残っていた。

しかし、それに対して町はどのような対策を行っていたのかお尋ねをいたします。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   町では、除雪により道路両側に積み上がった雪の排除というのは基本的には行って

おりません。 

   しかし、小学校周辺の通学路につきましては、児童の安全確保のために雪の排除を

行っているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長の答弁で今の状況が大変分かりました。 

   やはり、全ての雪を排除することは困難だと思っております。 

   また、児童の安心確保ということで、道路を確保するということが重要だと思って

おります。 

   しかし、雪は生活に大きな影響を及ぼしております。町民の安心・安全のために、

今後ともきめ細やかな除雪をよろしくお願いいたします。 

   では、次の質問に移らせていただきます。 

   到底自宅の除雪作業ができない高齢者世帯や身体的に障害がある世帯の除雪作業は

どのように対応していたのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えします。 

   町は、高齢者福祉サービスの軽度生活援助事業といたしまして、虚弱な高齢者の自

立支援のために除雪支援を行っております。 

   対象者は在宅の７５歳以上の独り暮らしと８０歳以上の高齢者のみの世帯で、あら

かじめ申請し、登録する必要がございます。 

   除雪作業につきましては、シルバー人材センターに委託をしまして、おおむね

１０センチ以上の積雪の場合に、玄関から自宅前の道路まで人が通ることができる幅

を除雪するものです。１回あたり２時間未満で５００円の負担となります。 

   １月末の登録者数は、独り暮らし２８人、高齢者のみの世帯が９世帯の計３７世帯

となっております。この冬は特に雪が多かったために、１月末までに延べ２０３件の
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除雪を実施したところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） ただいまの答弁から、やはり素早い対応をしていたということが

分かりました。やはり高齢者のためにしていたんだなと思っております。 

   しかし、その中で、登録をなされている方ということで対応したということになり

ますけれども、突然のことで登録はしていなかったと、登録をしていなかったけれど

もやっていただきたいという世帯の方に対してはどのような対応を行っていたのかお

尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えします。 

   大雪の場合にすぐに除雪作業が開始できるように、事前に登録者の除雪場所の確認

を行っておりますので、前もっての登録をお願いしているところです。 

   また、シルバー人材の作業員も不足しておりますので、登録していない方の対応は

できない状況になっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今、課長の答弁で多少理解するというか、そういうのは分かりま

すけれども、やはり様々な要望に応えるためにどのような方法で、登録している方は

内容が分かっていらっしゃると思うのですが、それに登録しなかったのではなくて、

することを分からなかったというような方に対してどのような方法で、今後の場合の

ことも考えますけれども、どのようにその方々に情報を提供するのかお尋ねしたい。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えします。 

   この事業の町民の皆さんへの周知については、広報等でお知らせをしているところ

です。 

   また、民生児童委員が、サービスを必要とすると思われる高齢者の皆さんには直接

声がけするなどしてお知らせしているところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 情報を発信するということは大変大切なことでありますけれども、

やはりその情報が相手方に伝わっていない。理解できないんだろうと言われれば終わ

っちゃうんですけれども、やはり高齢者ですから、私たちが言うことは相手に

１００％通じているのだろうと思ってしゃべっても、理解できていない高齢者も確か

にいると思います。 

   ですから、やはり健全者同士でしゃべる、あるいは情報発信するのは、当たり前に

会話をして、当たり前に情報共有できると思うんですけれども、どうしても高齢者、

高齢者全てではないですけれども、今のように障害を持っている方にすると、やはり
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不安のほうが先に立ってしまう。やはりそういうこともありますので、情報発信する

ことも大切ですが、これから様々な情報を利用して、小まめな情報共有をやっていた

だきたいと思っております。 

   では、次の質問にさせていただきます。 

   急速に進む高齢化の中で、自力による除雪作業が困難な世帯が増える一方で、除雪

作業の担い手不足の現況が考えられます。この課題に対応するために、豪雪地域では、

地域コミュニティーによる共助の力を利用した地域除雪活動を図ることも必要と考え

られますが、当町においてはどのように考えているのか、その点についてお尋ねした

いと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えします。 

   町では、除雪に限らず、支援が必要な高齢者などを地域で支え合う仕組みづくりに

向けて、協議体、くにみささえ愛を組織して、それぞれ話合いをしているところです。

この助け合いとは、例えば買物やごみ出し、草むしり、そして除雪などを行うことが

困難になった高齢者を近所のボランティアや元気な高齢者が支えるといった活動でご

ざいます。 

   現在、地域の居場所や通いの場の代表者を中心に、社会福祉協議会や地域包括支援

センターと連携して、毎月くにみささえ愛の話合いを行ったり、広報紙等によるＰＲ、

各地区での勉強会を実施したりしているところです。 

   さらに、今年度は生活支援コーディネーターを新たに配置しましたので、地域で支

え合う取組をより具体的に進めてまいりたいと考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 課長から大変良い言葉を聞きまして、やはり豪雪地帯というか、

今回は、私どもの地域はこのようなことになりましたけれども、豪雪地帯の地域は、

もう積極的にそのような活動、あるいはそのような動きというものは常にやっている

わけです。 

   やはり同町には多少なじまない点もございます。ですけれども、やはり今回の大雪

で、当然除雪作業が進まない状況であると同時に、地域コミュニティーというのが大

切で重要だということを感じております。 

   そのためにも、やはりこのような地域コミュニティーをもっと大きく進めるために

何か方法があるのか。今までのとおりは、やっているのは分かりますけれども、それ

以上にコミュニティーを広くするための方法は、何かあるのかお聞きしたいと思いま

す。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） お答えします。 

   先ほど申し上げました高齢者の支え合いの活動を進めるために、まず地域でお年寄

りの顔が見える関係を築くことが大事だというふうに思っております。これを進める
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ために、お年寄りの居場所とか通いの場を多くの地域に広めていくことが大事だとい

うことで考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） ありがとうございます。 

   以前ですけれども、一般質問の中で住民防災課長から自主防災と、地域コミュニテ

ィーと多少似ているとは思うんですけれども、自主防災会は地区により温度差がある

と、やはり考えを一体化するためには、ふだんからの話合いを意識して進めることだ

と答弁をいただきました。 

   そのためには、地域のコミュニティーと重要性と必要性、先ほども言いましたけれ

ども、地域住民と共通問題意識を話合い、やはり自分だけじゃなくて、みんな同じ問

題なんですよということを一町民で、私を含めてですけれども、やはり地元の職員、

あるいは地元の職員も巻き込んだ郷土の力、共助の力ということを形成するべきでは

ないかなと思いますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） 地域での、先ほど申し上げました支え合いの活動を広げるため

には、町内会長はじめとする地域の方々が話し合う場を設け、活動のきっかけをつく

ることが大事というふうに考えております。 

   昨年１２月に、地域での話合いの場ということで、支え合い勉強会について各町内

会長にご案内いたしました。森江野地区で希望がございまして、先月、２月に開催す

る予定でしたが、コロナ禍で延期したところでございます。 

   今後、町内各地区でこういった勉強会を行いたいと思いますので、職員はもちろん、

議員の皆さんにもぜひご参加いただき、支え合う地域づくりについてご尽力いただけ

ればというふうに思っております。よろしくお願いします。 

   以上で答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） いやいや、町をつくる上で、行政というか、行政がこういうこと

をやりましょう、やりましょうと言うと、逆に言うと、強制的にやらされているとい

うような感触になっちゃえば、どうしてもすぐ限界が来てしまいます。そうすると持

続性がありません。と私は思っております。 

   やはり皆さん仕事を持って、皆さんいろんな状態にあるという中で、各自がやれる

ことがあって、それを持続することが大切ではないかなと。だから、みんなが全部同

じことをやりなさいと、みんなが同じ仕事をやりなさいではなく、私はこれしかでき

ません。では、その分を誰かが手伝います。私はこれが今日はできなかったけれども、

この次のときは私がやります。そんなふうに、一人一人のやれる範囲をみんな持って

いると思うんです。その考えを皆さんが持つ。 

   議員という私も一町民ですから、私もできる範囲のことはやれると思うんです。そ

のことを十二分に考えて私もやっていきたいと思いますので、その辺を十二分に今後
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とも進めていただければ幸いかなと思っております。 

   では、次の質問に移らせていただきます。 

   先ほどの話と多少戻りますけれども、全国的に除雪機械のオペレーターの高齢化、

やはり道路をきれいにしていただいけるというのはそれなりの技術を持っているとい

うことですから、その技術者の高齢化や技術の向上が、今後は当然高齢化ということ

で、辞めてしまうんじゃないかという傾向があるということで問題視されているとい

うことがありますけれども、そのようなことに対しての対策は投じているのか、その

辺についてお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   重機オペレーターが抱える課題への具体的な対応につきましては、建設業者に委ね

られるべきものと考えております。また、行政が直接的に対応すべきものではないと

も考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 確かに、建設業界だけのことになってしまいますけれども、オペ

レーターの育成はそれぞれ業者が行う、業者のほうで考えるべきだということは多少

分かりますけれども、行政として何らかに何かできることはあるのか、その点につい

てお尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   強いて言うならば、行政は適正な公共工事を発注することで、担い手の確保と技術

の継承というのが図られ、これによりまして、結果的に除雪能力の維持と向上につな

がるものと思料しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） そうしますと、私の方からは申しませんけれども、やはりいろん

な意見を聞いていただきたいと思っております。 

   最後に移ります。 

   地域の除雪作業を行っている地元の業者は、除雪機械を利用して、機械の保有のコ

ストや除雪委託料の変動、今回の場合は極端に多いと、でも極端に少ない年もあった

ということを先ほどの答弁でお聞きしましたが、そうすると除雪作業から撤退すると

いうことが懸念されると思いますけれども、そのようなことは考えているのかお尋ね

したいと思います。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   町は、除雪委託作業に対して適正な単価で支払いを行ってございます。一定の降雪

がある豪雪地帯と異なり、除雪委託費は毎年大きく変動します。 
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   そうしたことから、除雪業者は土木工事をなりわいとしていることを踏まえまして、

町としては、適正な公共工事の発注を行い、事業の継続を図っていただきたいと考え

ております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 最後になりますけれども、やはり当町における除雪の丁寧さ、先

ほども申しましたけれども、すばらしいものがあると思います。やはりほかの町と比

べるというのは大変失礼なんですけれども、ほかの町に比べれば、当町に残っている

雪の量はないぐらいきれいにやっております。そのぐらい業者の皆さんが一生懸命や

ってきたということがおのずと分かると思います。 

   やはりその技術の高さを持続させるためには、新しいオペレーターを育てること、

あるいは技術を向上させることが急務でないかなと思っております。 

   また、そういうことによって、先ほど建設課長が申しましたように、生活道路、あ

るいは子どもたちの安全のための除雪をしっかり行うと、しっかり行えるということ

がやはりこういうことの積み重ねに変わるのではないかなと思います。 

   やはり、昼夜を問わず天候を気にしながらの生活は大変厳しいものがあります。業

務とはいえ、地域の安全のために懸命に除雪作業に取り組んでいる姿を見ていて、私

も大変だなと思っております。 

   近年にない大雪でしたが、今後もあり得ることであります。先ほど申しましたけれ

ども、自助、共助、公助の考えを徹底いたして、町長が唱える「命を大切に、誰もが

幸せに暮らせる国見町」を基本理念に、住みやすい町、安心な町をつくるために、微

力ながら、一町民である私もできるために進みたいと思っております。ぜひ建設業者

の育成とともに改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただいきます。あり

がとうございました。 

議長（東海林一樹君） 次に、１２番浅野富男君。 

   浅野富男君。 

（１２番浅野富男君 登壇） 

１２番（浅野富男君） 令和４年第１回定例会にあたりましての一般質問であります。 

   連携中枢都市圏構想についてお尋ねをしてまいります。 

   連携中枢都市圏構想推進要綱という説明資料が配付になりました。総務省より出さ

れたものと受け止めておりますけれども、これに沿って福島市を中枢都市とした連携

都市圏形成に向けた取組が進められているものと思っております。このことについて

尋ねてまいります。 

   まず初めに、この構想について、趣旨として人口減少問題について触れられており

ますけれども、そもそもの要因については解析していないのではないかという受け止

め方であります。この人口減の現象について、町としてはどのような認識で受け止め

ていらっしゃるんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 
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町長（引地 真君） １２番浅野富男議員のご質問にお答えします。 

   人口減少の要因は、少子高齢化による自然減と、都市部への人口流出による社会減

によるものと受け止めています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 自然減もあるかもしれませんけれども、むしろ、これまでに続い

ております人口減少というのは、まさにこれまで行ってきた国の政治のせいにあるの

ではないかと考えるべきではないかなというふうに思っております。 

   したがって、この趣旨の部分について、その部分について全く触れていないのがこ

の構想推進にあたっての要綱の趣旨として載っているのではないかというふうに思っ

ております。 

   そうした観点で捉えていくべきことになりますと、この連携中枢都市構想というも

のについては、どのようなことを指して言っているのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   まず、今後の答弁をする上で、ちょっとその言葉の整理をしたいと思いますがよろ

しいでしょうか。まず構想、これは、国が定める推進要綱、これに基づく考え方を指

しております。また、これから出てまいりますが、ビジョンという言葉、これはふく

しま田園中枢都市圏ビジョンでございますけれども、これに記載がある内容、これを

指すものというふうに整理をさせていただきたいと思いますがよろしゅうございます

か。 

   では、まず、国が定める構想の背景というのは、先ほど答弁したとおり、少子高齢

化、これが一番の原因だというふうに捉えています。 

   また、その構想の目的、これを簡単に言えば、今回の中枢都市圏の話でいきますと、

福島市のような中核都市とその周辺の市町村が協力し合いながら、その地域に住む人

たちの暮らし、これの安全・安心な暮らしを担保するということでございます。 

   また、そのために、地域全体の経済成長を牽引する、都市機能の集積だったり強化

を図る、そしてもう一つが生活関連機能サービスの向上を進める、この３つについて、

それぞれの市町村が連携を図りながら取り組むというものになっています 。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 安心・安全、そして経済、集積の強化ということと、もう一つ、

生活関連というふうな答弁の中身かと理解したところであります。 

   この生活関連については後ほど質問に上げておりますので、次の質問ということで

進めてまいります。 

   この構想にあっては、近隣市町村の位置づけとなる国見町に不利益はないのかとい

うことであります。中枢都市があって、その近隣市町村という形が今回の田園都市と

いうことで進められているものと思いますので、そうした角度からの不利益はないの
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かという内容であります。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   このビジョンについてでございますけれども、圏域全体の活性化につなげるもので

ありますから、国見町にとっても不利益はないと考えております。 

   確かに、この圏域の面的なところでいえば、国見町はちょっと外れのほうにありま

すけれども、そういった地理的なことを考えてもなお不利益というのはないと思って

おります。 

   ただ、これは仮定のこととしてお話をしますけれども、もし国見町の自律、これが

協約締結によって侵されそうな場合、町民に不利益なことが起こる、あるいはその不

利益を回避できないようなことが強く予想される場合には、今回、協約締結をしたと

しても、この後でそれ相応の手順を踏んで、この連携協約の中から離脱ということも、

当然それは自由なことなんだと思います。それは各自治体の裁量権の中に当然入って

くると。いろいろ手続は面倒になるかもしれませんけれども、それは可能なことだろ

うと思っています。 

   当面は不利益はないと捉えていただいて構いません。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） この件に関してもう一つなんですけれども、中枢都市、いわゆる

今回の場合の計画だと、国見町が入っております福島市が中枢都市という位置づけに

なると思うんですけれども、例えば交付税措置など、説明の資料によりますと、中枢

都市と市町村では全然この金額が違うような交付というふうなことが説明されており

ますけれども、このあたりでの考え方とはどういうことになるんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   確かに、交付税の関係でいいますと、福島と国見町とで比べますと、国見が

１８００万円だったでしょうかね。１８００万円ですね。福島市は幾らかというと、

とんでもない額です。 

   ただ、この中枢都市圏という考え方をしたときに、核になる自治体、そこがしっか

りしないとうまくいかないだろうという国の考え方も当然あると思うんです。ですか

ら、中心的な役割を担う福島市については、それ相応の規模もありますし、人口もあ

る程度いますから、それ相応のお金を国が出すと。 

   ただ、その周辺で連携協約に参加をする市町村については、ある程度、事務的なと

ころは福島市に任せるのだから、ちょっと金額は抑えめになっているのかなと捉えて

います。 

   どっちも対等な協約締結ではありますけれども、ちょっと役割分担的なところで、

当然、国見町から福島市にいろんな話をお願いしていますけれども、まずはしっかり

と福島市がリーダーシップを取って、今回の連携協約についてはリードをしてくださ
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いということは市長に直接お話しているところでもありますので、その役割分担的な

ところでの金額の差が出ているのだろうなと捉えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 順序良く進めてまいりたいと思います。 

   ４番目になりますけれども、この構想ではコンパクト化とネットワーク化が求めら

れております。具体的にはどのようなものが対象とされることになるのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   このビジョンでは、コンパクト化の対象、これについては福島駅東口地区の再開発

と交流拠点の整備です。ネットワーク化の対象は圏域内の公共交通と広域道路網の整

備になります。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 駅東口の再開発と、それから公共交通、道路網ということであり

ました。 

   それでは、５番目、公共施設等は身近にあってこそ行き届いた行政サービスとなる

と考えております。そのようなことはこの連携都市で担保できることになるのでしょ

うか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   このビジョンでは、それぞれの市町村が設置をした公共施設の広域的な統廃合、こ

れは定めていません。 

   これも仮定の話として申し上げれば、今お話しいただいたような質問の内容、こう

いったことを協議するようなことになれば、そのとき、国見町についてはある程度の

拒否をしたいと考えています。 

   ただし、この協約とは別に、町独自に公共施設の新設や統廃合の協議というのは進

めたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 町独自のもので進めるという場合には、また議論が別になると思

いますので、公共施設の統廃合は考えていないということで今、答弁いただきました

けれども、今、私が一番心配したところはそうしたところでありますので、これはな

いということで受け止めておきたいと思います。 

   そして、６番目であります。 

   連携協約では生活関連機能についての分野が盛り込まれております。これこそが身

近な存在として機能させる事柄と考えておりますけれども、いかがなものでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 
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町長（引地 真君） お答えします。 

   連携協約に盛り込まれる生活関連機能の分野、これは一番重いところなのだと思っ

ています。これは、今後も町が主体的に取り組むこととします。 

   その上で、医療機関の輪番制の拡大であったり、病後児保育、出産、心身障害福祉

など、これまで単独の市町村が行おうとしたときに数的な課題で解決できなかった事

業、一部、現在も実施はしていますが、相互利用などをして連携することで解決をし

たり、充実するメリットは出てくるものと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 医療、そして介護、福祉という部分については、本当にこれは身

近なものというふうなことでありますので、遠くにこの施設等、あるいは運営主体が

遠くに行くという場合には、住民サービスが低下するというようなことが発生すると

いうふうに思いますので、そのあたりについては、きちんとそうならないように進め

る必要があるのではないかと思っております。 

   今の答弁ですと、新たなそういう施設については、具体性はまだないですけれども、

そういうことも発生するということの答弁でしたので、そのあたりについては本当に

大変重要な協議の場になるかというふうに思いますので、今、自律を掲げております

町長におかれましては慎重な対応が必要かと思っております。 

   次の質問にまいります。 

   それから、コンパクト化、集約が進めば、これまでの単独での施策、事業が、自治

体の相互依存によりまして、自前での判断、すなわち自治は、表現がどうかというふ

うには思いますけれども、半人前になるのではないかと考えられます。そのようなこ

とは発生することはないのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   この協約を締結した市町村は、今までどおり、それぞれの住民の福祉向上を第一義

に考え、独自の事業や施策に取り組みます。自治の後退はありません。 

   この圏域でこのビジョンを作成したことの目的の一つに、それぞれの自治体が持つ

都市機能の強みであったり、特徴、これを生かして、それを逆にブラッシュアップを

していくと、共にブラッシュアップをしていくという、その先に圏域内に住む人々の

福祉の向上を図っていくということがございますので、どうぞご理解いただきたいと

思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 重複することになるかもしれませんけれども、一番心配なことは、

まだ具体的な計画はないということなので、これも仮定になるかもしれませんけれど

も、何か連携していくものを造ったという場合において、そこをどう運営していくか、

そういった形での意見というのはどこまで通るのかというところが一番心配されると
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ころではないかと思っております。そのあたりでのこの協約上の取決めといいますか、

そのあたりではどのような形で進められることになるのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   実際に、これは、圏域ですと、福島市と国見町ではありますけれども、同じように、

福島市と桑折町、福島市と伊達市、いろいろ自治体がございます。その自治体で抱え

る課題というのは、地理的なところはあるのかもしれませんけれども、根幹は同じだ

と思っています。国見だけが駄目でよそが良いという、そういった課題というのは多

分ないのではないかと思います。 

   であればなおさら、当然、国見は伊達地方町村会に属していますし、桑折町、川俣

町、そしてオブザーバーとして伊達市も入りますので、その辺と意見を交換しながら、

福島市に対峙をしていくということになろうかと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 仮定の話で申し訳ないのですけれども、例えば、同じようなこと

になるかもしれませんけれども、物を建てる、あるいは造った場合に、共有という言

葉で表現される部分が出てくるのではないかと考えられるわけですけれども、例えば

２町、あるいは３町、いろいろ出てくるのかなと思いますが、そういった場合につい

ての心配なのであります。そのあたりでは、どんな形でものを決定していくという段

取りが進められるのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   新たにハードを整備するという、そういう協議はこの中には入っていないんです。

今ある公共施設、それをうまく活用する。例えば相互利用であったり、そういった使

い方は逆にしましょうという話はありますが、新たに何か公共施設を造る、ハード面

での整備をするという、それはないですから、ご理解いただきたいと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） それでは、次の質問に入ります。 

   ８番目になります。 

   広域事務は、一部事務組合や広域連合でこれまでずっと対応して進めてまいりまし

た。今回、連携という形になりますと、いろんな事務を進めていく上で連携と合併の

違いと、このやり方はどのような違いが発生してくるんでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   連携協約については、自治体が１対１で締結をしながら、自立した施策や事業を行

うと。そして、必要と考えられる施策については連携をして、基本的な方針であった

り役割分担を決めて事務を処理するということになります。 
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   合併につきましては、２つ以上の地方公共団体が一緒になって新しい地方公共団体

をつくる、あるいは他の地方公共団体へ編入されるといったことですから、連携と合

併は全く違うものというふうに捉えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 確かに、連携と合併は違うというふうなことになります。 

   国の政策でありますので、国の話になりますけれども、合併は、今回、平成の大合

併というふうなことで進められてきました。それが行き詰まったといいますか、人口

減少に絡めて、国のほうではより強固な合併を進めたいと考えていらっしゃるのでは

ないかというところがいろんな文面で見受けられる部分があります。例えば、「もは

や全ての市町村にフルセットの生活機能を整備することが困難である」といった発言

をした方もいらっしゃいます。これが今回の連携の目的かということになりますと、

ただこの連携をそのまま受け入れるということについては本当に慎重にしなければな

らないというのが私の考えであります。 

   合併は確かに自治体の持っている全てのことについて一つにするということであり

ますけれども、連携はそこまでやらなくても同じ政策が展開できるというような利点

があると。したがって連携を進めているというのが国の政策ではないかというふうに

考えるところであります。 

   次の問題に入ります。 

   食料の生産拠点でもあります農村部については、過疎化にあると言わざるを得ない

というのが私の承知しているところでありますけれども、この構想において、農村部

について特にどのような形で改善がなされることになるのか、あるいは現状と変わら

ない、そういったことなのか、今後の見通しについてご答弁願いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   町が進めています農業基盤整備であったり、担い手育成、あとは新規就農者の確保

など、これは、連携することで相乗効果が見込めるものと考えています。 

   協約締結した市町村に国見町の農業ビジネス訓練所の周知であったり、多少、募集

をする対象範囲が広がる、あるいは町外から担い手が、あるいは新規就農者がこのビ

ジネス訓練所に来るということも可能になってくるのかなと思っています。現に、今

年度も、ビジネス訓練所の研修生、長期研修生というのは、町内在住というよりも町

外在住者のほうが多い。この４月に町外在住者が町内に転居して就農することになっ

ていますから、そういったことが逆に深まるのではないかと思っています。 

   また、農業委員であったり、農家、空き家、あるいは農地の連携、こういったこと

も、農業の大規模化を考えている農家にとっては、国見町だけにとらわれない、その

視野を広げるということも可能になってくるのかなと思っています。 

   これは、当然、農村部に農地が集中していますから、農村部の過疎化、確かに藤田

地区に比べれば、その周りの地区の人口の減り方は著しいものがあるかと思いますけ
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れども、であればこそこの連携協約をうまく使って、国見に、国見の基幹産業である

農業、これをしっかりとこの地域で支えてくれる人を引っ張り込むというのもこの協

約のうまい使い方なのかなとは思っています。 

   協約締結の有無にかかわらずに、町が独自で今まで実践をしてきたこと、これを逆

に進めやすくなると考えているところでもありますから、ご理解いただきたいと思い

ます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） その辺、確認になりますけれども、農業委員については町独自で

の組織というようなことは変わりないものと思いますから、そのあたりちょっと答弁

お願いします。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 失礼しました。 

   農業委員については当然、国見町単独です。この連携協約によって一緒になるとい

うことはまずありません。 

   ただ、農業委員同士の密な連携というのもこの連携協約によって図られるという意

味で、先ほど申し上げました。 

   実際に、農業委員会の会長を中心とした近隣の市町村の農業委員との交流というの

はもうずっと継続をされていますから、それがまた密になっていく、より密になって

いくものと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 町長の答弁の中では、相乗効果があるというようなことからお話

が展開されました。これについては、連携ということがなくても、これまでどおりの

形で進められることが可能なことばかりではないかと思うんですけれども、そのあた

りはどうなんですか。新たな分野が開けるというようなところがあるのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   ご指摘はもっともなんです。今まで連携していろんなことをやってきたのに、何を

今さらという、それは、我々行政側も確かにそういう思いはありますが、ただ、そう

は言っても、今回、この福島市を中心とした連携協約について、かなり細かい具体的

な施策について、連携しますか、しませんかという、そういった話合いをずっとして

きました。 

   であれば、そこで、国見にとって有利なものについては連携をしますが、そうじゃ

ないものについては連携をしないという意思をしっかりと提示をしていますから、よ

り、逆に、ぼやっとした連携からもうちょっとシャープな連携に進むことができるの

ではないかというふうに思っています。 

   町にとってというか、町民にとって良しとするものについては連携協約を結んで、
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よそとうまくやると。ただ、そうじゃない、町にとって関係のないような事項につい

ては協約を結ばないという、そういった個別の政策をもうちょっと明確化して、これ

までの連携よりももっとクリアにした、シャープにしたという、そういうふうにお考

えいただければと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 次の質問にまいります。 

   全国町村会、それから町村議会は道州制にも反対しているものと承知しております

けれども、こうした町村会、議長会、そうした地方の団体の意見との違い、こういう

ことでは、この連携政策を進めることに問題はないのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   全国町村会は、この連携中枢都市圏構想、これに反対はしておりません。また、道

州制から始まって、市町村の合併という話にもなるのかもしれませんけれども、これ

については、国が定めるこの要綱で、「地方公共団体が柔軟に連携」をすること、そ

して「地域の実情に応じた行政サービスを提供する」ということがまず第一義で、

「市町村の合併を推進するものではない」というように明記されておりますので、懸

念されているような合併であったり道州制への布石となるものではないと理解をして

いるところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 矛盾をしないというようなことになります。自由な連携というこ

とについては、これまでもやってきました一部事務組合の市町村連携というふうなこ

とにこの条項は結びつく部分はあるのではないかと受け止めたところであります。と

にかく、町村議会が掲げている道州制への移行についてのお話とは矛盾はしないとい

うふうな答弁ということで受け止めておきたいと思います。 

   そして、１１番にまいります。 

   町長の今年の施政方針の中にありましたけれども、国見町は合併しない、自律とい

うふうなことで進めますということがありました。そうした中で、本町は、今ありま

した「合併を拒否した町」、そして、その意味がなくなるのではないかいうことが心

配といいますか、どうなのかというようなことにもなります。町長は、はっきりと自

律していくと表現しておりますけれども、この形での整合性といいますか、どういう

ふうな受け止め方をしたらよろしいのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   引地は、合併しないと施政方針でも言い切っています。 

   また、合併と今回の連携中枢都市圏構想、これは全く異なるものだと思っています

し、これは変わるものではありません。 
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   この構想については、地理的、歴史的に深いつながりがある圏域の市町村が、福島

市を中心に、お互いに必要と考える個別の施策について連携をして、圏域全体の住民

の福祉向上を図るというものです。これは、先ほど申し上げたとおりです。 

   通勤や通学などで、たくさんの町民が福島市をはじめとする圏域に移動をしており

ます。その現実がある中で、町民の安心な暮らしを守ること、あるいはそれを向上さ

せる一つの手段としてこの連携協約というものがあると考えています。 

   全ての項目を連携はしませんが、国見町民にとって益のある項目、これだけについ

てこの協約を締結するというものです。 

   よく考えてみれば、まちづくりの主役は町民だということ、これは、この連携協約

を締結したとしても、厳然たる事実として我々は胸に納めなければいけないことだと

思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 重複するかもしれませんけれども、１２番ということで、先ほど

も申し上げましたけれども、単独自治体のフルセット主義からの脱却も広域連携の意

義とされているというようなことが国の考え方ではないかというふうに思っています。 

   このことは、住民自治は認めなくてもいいという考え方につながるのではないかと

受け止められるような中身ではないかと考えられるのですけれども、住民自治、これ

らはこの連携の中でもきちんと位置づけられているという考え方でよろしいのでしょ

うか。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   これまで、それぞれの市町村が単独で、フルセットのいろんなハードを目指してや

ってきたところというのは、これはもう戦後ずっと日本がそういう状況だったという

ことです。国見町においてもそうです。 

   その中で、確かに市町村が整備をしたものはある。ただ、整備ができなかったもの

もあります。 

   現実、この連携協約を結ばなくとも、例えばプロ野球を国見町が呼べるかというと

呼べません。そのゲームを呼べるかというと呼べません。福島のあづま球場ですか、

ああいったところでしかなかなか呼べない。あるいは信夫ヶ丘なのかもしれませんけ

れども。では、国見の人たちはどうやって生の野球の試合を見たのかといえば、そこ

に行って見てきたというところもあります。 

   町にないものをよその施設を使っていろいろと学習をするということは今までにも

あったことです。 

   ただ、これ以上、国見町が施設を、新たなハード面を整備ができるかどうかという

のはまた別な話だと思っています。何かを整備をしながら、では、それに代わるもの

を造るということは当然自治体でもできることだと思っていますけれども、それとこ

の連携中枢都市圏構想にある住民自治の後退というのはまた別な話なのかなと思って
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います。 

   先ほどもお話をしましたけれども、連携をする項目についてクリアになってきた。

今までぼやっとしていたものが、一つ一つの項目についてきちんと相手側と話をして

連携協約を結ぶという、そういった話合いをしてきましたから、中身についてはかな

りクリアになってきている。 

   なおかつ、当然、合併ではないものですから、住民自治というのは担保されると考

えています。 

   当然、いろんな施設、先ほども申し上げましたけれども、国見にはないものを、よ

その施設を使って国見の町民は楽しんできましたし、逆によその自治体にないものを

国見は持っている場合もありましたから、それは相互に利用してきたという。 

   あとは、住民自治ということは、これは当然、合併しているわけではありませんか

ら、その市町村の自治権というのは担保されるというふうに考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 最後の質問になりますけれども、その地で生活できることのため

に行うのが地方自治、住民自治であるというのが私の承知しているところであります。

これがゆがめられるのではないかという心配があります。 

   住民自治というのは、地方自治体があっての住民自治というものもありますけれど

も、その地で、その地域で、その集落で、大きさにかかわらず、文化的といいますか、

歴史的なもの、そういうものの中で生きていくというような意味の住民自治であり、

そのようなことが壊されることはないものとは思いますけれども、このあたりについ

ての進め方についてお聞きいただければと思います。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   誰も望まない住民自治の後退は、国見町はしません。 

   人が減ることで、不便さと心細さを感じることは多くなりました。この不便さと心

細さを、町や社会福祉協議会、民生委員、町内会といった地域コミュニティーの力と

全国にいる専門知見の知恵と技を借りて、移住・定住、福祉をはじめとした様々な施

策を構築、実行して、この不安や心細さを軽減できないものかと考えています。 

   協約締結よりも、今の我々の関心事というのは、過疎地域指定を受ける国見町のま

ちづくりです。この過疎指定を逆に起爆に、これまでとは異なる行政運営を進めるそ

の準備、これに既に取りかかっています。 

   ですから、連携中枢都市圏構想と併せて、過疎地域指定、これに対する対応、そし

てその大本にある第６次総合計画の実現、こういったこと３つをセットに、いろいろ

と国見のこれからを考えて施策を実行していきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 以上で質問を終わりますけれども、国におかれては、やはり地方
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自治体が行う施策、そうした形への支援こそが本当に求められる国の在り方ではない

かというようなことを発言いたしまして、質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） ２時２５分まで休議いたします。 

（午後２時１７分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 一般質問を続けます。 

   最後に、６番小林聖治君。 

   小林聖治君。 

（６番小林聖治君 登壇） 

６番（小林聖治君） 今回の質問に先立ちまして、今回、ウクライナに対してロシアが力

で一方的な現状変更をなされたことを大変遺憾に私は思っております。 

   それでは、令和４年第１回定例会にあたりまして、さきに通告しておきました内容

について質問いたします。 

   新型コロナウイルス、オミクロン株の感染対策についてでありますが、今年１月か

らのオミクロン株の流行により、現在、国見町では第６波に見舞われ、町民の感染が

相次いでおります。そこで、国見町内での感染にはどんな特徴が見られるのか、町の

見解をお尋ねいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） ６番小林聖治議員のご質問にお答えいたします。 

   町では、昨年の９月７日以降、新規感染は確認されませんでしたが、１月２３日に

新規感染が発生すると、次々と新たな感染者が確認されました。その結果、２月には

月間最多となります２１人の新規感染が確認されたところでございます。現在までの

第６波での感染者の内訳は、男性１３人、女性１３人の計２６人であり、累計では

５４人となりました。実に、５４人中２６人が年明け以降の感染になっているという

状況でございます。 

   この第６波の感染の特徴ですが、７０代以上が４人に対して、２０代以下の若い世

代が１０人と、若年層の感染が相次いでおります。これは、若い世代が仕事や勉学の

ために町外に出る機会が多いため、必然的に感染リスクが高くなった結果であると考

えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 今ほど、第６波の感染の特徴についての答弁がありましたけれども、
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現在、様々なメディアにおいては、間もなく、オミクロン株の変異種であるステルス

オミクロン、ＢＡ.２株というものでございますけれども、それに置き換わると言わ

れておりますが、町内での感染状況は把握しておるのかお尋ねをいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   オミクロン株の亜種でありますＢＡ.２でございますが、従来型のオミクロン株と

比較しまして高い感染力を持って、大都市で急速に置き換わりが進んでいるという報

道は承知しております。 

   しかしながら、福島県におきましては、それぞれの感染者がどういったウイルス株

に感染したかという情報は公開しておりませんので、また町への情報提供もございま

せんので、残念ながら、町内に関するデータは今持ち合わせていないということでご

ざいます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 私は、ステルスオミクロン、ＢＡ.２株に置き換わることで感染第

７波も想定していかなければならないと思っております。そこで、第７波の備えにつ

いてもし考えがあればお示しください。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   現在、第６波の真っただ中でございまして、感染者数も高止まりしており、収束時

期が見通せない状況ですので、現段階で第７波の時期を見通すことや対策について見

通すことは困難でございますが、既に政府では、第７波に備えまして、専門家会議の

中で、ワクチン・検査パッケージに代わる感染対策と経済対策の両立について議論を

開始しているところでございます。 

   町としては、引き続き国の検討状況を注視しまして、県や保健所などと連携しなが

ら適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 私は、ウイルスが蔓延する前に様々な準備をしておくことが重要で

あると考えております。ぜひ万全なる準備をよろしくお願いいたします。 

   では、次の質問に移ります。 

   先日、地域の中核病院である公立藤田総合病院でクラスターが発生したと報道され

ましたが、町での接種体制にどのような影響があるのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えをいたします。 

   既に報道されておりますとおり、公立藤田総合病院では、通常診療のほか、救急診

療や発熱外来も停止するなど、診療には大きな影響が出たところでございます。 

   しかしながら、ワクチン接種や乳幼児健診など、院外での活動につきましては引き
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続き実施するというご判断をいただきましたので、幸い、国見町のワクチン接種計画

は、大きな影響を受けることなく、予定どおり実施できることとなります。この間の

病院側のご努力とご英断に厚く感謝しているところでございました。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） そのようにクラスターを抑え込むことが蔓延を防止することに有効

だと思われますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

   では、次の質問に移ります。 

   追加接種については、８カ月から６カ月へと接種間隔の前倒しが進められておりま

すが、町ではどのような対策をしているのかお伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   町では、国の指針に基づきまして、医療従事者や高齢者施設等の入所者等の接種間

隔につきましては６か月で計画を策定しておりましたが、国がファイザー製ワクチン

の薬事承認を行った１１月の段階では、一般高齢者に対するワクチン接種の間隔は原

則８か月以上空けることが国の方針でございました。しかしながら、年明けの１月

１３日に、国は急遽、できる限り６か月と方針を転換したため、町では再度、接種計

画を見直しまして、一般の高齢者の方については６か月、その他の世代の方は７か月

と前倒しをしたところでございます。 

   なお、２月２４日からは、全ての世代の方々で接種間隔を６か月と計画を変更して

おり、ワクチン接種の加速化を進めているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 前倒しによる接種の加速化を進めているということは分かりました。 

   追加接種の予約では、モデルナ製のワクチンを敬遠していると報道されております

が、国見町の予約状況はどうなっているのかお尋ねをいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えをいたします。 

   現在、ワクチンの予約状況は約８０％程度で推移をしております。昨年の１、２回

目のときは９０％を超えていましたので、まだ様子見の方もいらっしゃるようです。

また、空いている予約枠は全てモデルナの予約枠でございますので、議員ご指摘の報

道にあるようなモデルナ製ワクチンを回避する風潮があるかもしれないという状況で

ございます。 

   しかしながら、ファイザー製のワクチンもモデルナ製のワクチンも同じｍＲＮＡワ

クチンという、作り方は同じでございますので、イメージでモデルナ製ワクチンを敬

遠していては、感染リスクが高まるばかりです。もしワクチンを選んでいる間にコロ

ナに感染して、重症化してしまえば、せっかく接種の前倒しを進めているという意味

がなくなってしまいますので、打つ順番が来ている方については、ぜひワクチンの種
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類にこだわらず接種をしていただくようにお勧めしたいと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） あと、もう一つお答えください。 

   今ほど、ワクチンの接種にこだわらず接種することを勧めているとのことですけれ

ども、そういった中で、４回目の接種については想定しているのかお尋ねをいたしま

す。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   現在、３回目の接種についての様々な調整を進めているところでございまして、ま

だ４回目の接種の部分については準備等を行っていない状況でございますが、海外で

は、イスラエルやスウェーデンをはじめ、４回目の接種を開始した国がもう既にござ

います。我が国も先行事例を見ながら判断していくことになるだろうというのが、こ

の間の事情を見ながらの推察でございます。 

   また、感染状況についてもまだまだ楽観できないと思いますので、議員ご指摘の

４回目の接種もあるかもしれないということを念頭に、まずは目の前の任務に当たっ

ていきたいと考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） 常に手探り状態で大変でしょうけれども、町民の安心・安全を守る

ためにもよろしくお願いをいたします。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   子どもの感染者が増加する一方、国は、１１歳以下のワクチン接種について努力義

務としない方針を示したが、町ではどのような対応で臨むこととしているのか見解を

お願いいたします。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   小児のワクチン接種は予防接種法上の努力義務ではございませんので、最終的には、

保護者の皆さんがご納得した上で接種の可否をご判断いただくということとなります。 

   しかし、これまでの第６波の中では、先ほども申しましたが、若い方の感染、特に

全国的に多くの子どもの感染が確認されております。 

   また、日本小児科学会では、海外で広くワクチン接種が進められていることや、基

礎疾患を持つ子どもの重症化予防にとってワクチンの接種は意義があると考えを発表

しております。 

   このため、町では、国の方針の下、公立藤田総合病院と併せまして、福島市との協

議を進めまして、公立藤田総合病院と福島市で行う共同接種の会場と２つの会場から

選べるような体制を取るという形で臨むこととしております。 

   町では既に、第１弾といたしまして、小学５年生と４年生に対して接種の案内を出
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しておりますほか、４月以降の第２弾では、小学３年生以下についても年齢順に、ワ

クチンが到着し次第、順次接種のほうを進めていきたいと、その準備をしているとこ

ろでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） もちろん、子どもの接種については、本人や保護者の納得の上で打

つのが当然であると思いますけれども、先日、保護者に意向調査をしたと聞いており

ます。そこで、要望する保護者の割合はどうだったのか、もし数字があればお示しく

ださい。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   小児のワクチン接種の実施にあたりましては、接種計画の規模感を把握するために、

保護者の皆様に意向調査をさせていただきました。５歳から１１歳の方のうち

３２７名に接種の意向をお伺いしまして、２２３件のご回答をいただきました。回答

率は６８.２％でございます。 

   これによりますと、「接種を希望する」方は５５％、「未定だ」と答えた方が

３３％、「希望しない」と答えた方が１２％でございました。つまり、未定も含めて

８割以上の保護者の皆さんが、接種に参加するという考えをお持ちのようでございま

す。 

   この意向調査の中では、様々な疑問等も寄せられております。ご心配事等も寄せら

れておりますので、接種の案内と一緒に、今のアンケートの結果を保護者の皆様にフ

ィードバックをしております。 

   今後も、保護者の皆様から寄せられた声をしっかり受け止めまして、接種に向けて

対応してまいりたいと考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 小林聖治君。 

６番（小林聖治君） ぜひとも保護者に対する丁寧な対応をお願いを申し上げまして、私

の質問を終わります。 

議長（東海林一樹君） これで一般質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

   ７日月曜日は、午前１０時より議案調査会を本議場で行いますので、ご参集くださ

い。 

   ８日は午前１０時から本会議を開きます。 

   なお、午後２時５０分より広報常任委員会を委員会室で開催しますので、ご参集願

います。 

   これで本日の会議を閉じます。 
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   皆様、長時間にわたりご苦労さまでした。 

（午後２時４１分） 

 



 
 
 

第  ３  日 
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりでありま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇報告第１号 その他の債権放棄について 

議長（東海林一樹君） 日程第１、報告第１号「その他の債権の放棄について」の件を議

題といたします。 

   本報告について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 報告第１号、その他の債権の放棄についてご説明申し上げ

ます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） ただいまの債権放棄の件で、件数、それから金額、それから水道

料金の場合は水道料金を納めないと水道を止めることもできるのですけれども、なる

べく債権放棄に至らないような処理をすべきではなかったかと思いますけれども、放

棄に至った経緯と件数、金額について質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） お答えいたします。 

   まず、納付件数でございますが、２件でございます。件数の理由でございますが、

１件目は、納付折衝を重ねてまいりましたが納付につながらず、今後も納付の見込み

がありませんでした。また、消滅時効に係ります時効期限も満了したことから欠損す

るということでございます。もう１点でございますが、法人の破産が確定したもので

ございます。 

   今後、欠損しないための対応でございますが、やはり納付交渉を重ねまして、さら

には最終的には給水停止ということになるかと思います。今後とも納付交渉を進めて

いきたいと思っております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   以上で報告第１号は終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇報告第２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告に 
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       ついて 

議長（東海林一樹君） 日程第２、報告第２号「教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価報告について」の件を議題といたします。 

   本報告について説明を求めます。学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） 報告第２号、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価報告についてについてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） この報告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

の規定により、報告のみにとどめます。 

◇          ◇          ◇ 

◇承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

議長（東海林一樹君） 日程第３、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」

の件を議題といたします。 

   本案件についての説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 承認第１号、専決処分の承認を求めることについてご説明いた

します。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） ただいま総務課長から説明ありましたけれども、福祉課長にお尋

ねしたいと思います。 

   今回の扶助費の中で、住民税非課税の世帯に対する臨時給付金と子育ての臨時特別

給付金ということになりますけれども、その内訳について、一人当たり１０万円とい

うことになっておりますけれども、人数と経費はどのような内訳になっているかお聞

きしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） 臨時特別給付金の今回の補正の内訳ということでお答えいたし

ます。 

   まず、社会福祉総務費の扶助費に計上しております住民税非課税世帯に対する臨時

特別給付金の内訳でございますが、非課税世帯分としまして、一人１０万円、これを

１,０００世帯分の計上、それから家計急変世帯分としまして、これも１０万円です

が５１０世帯分、合わせて１,５１０世帯分、１億５１００万円の計上をしたところ

でございます。 

   また、児童福祉総務費、２ポツでございますが、こちらは子育て世帯への臨時特別

給付金分でございまして、１８歳以下の児童一人１０万円の給付でございますが、そ

のうち先行給付分５万円につきましては、昨年１２月議会の補正で予算計上しており

ます。今回の補正につきましては追加給付分、当初、国からはクーポン給付というこ

とでしたが、こちらを国見町ではクーポンではなく現金の一括給付といたしまして、
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その追加給付５万円分の予算について専決補正をしたところでございます。 

   内訳といたしましては、中学生以下、これは児童手当受給者になりますが、

７４２名分、５万円ということになります。それから高校生について２２９名分、合

わせて９７１名分の５万円の追加給付分の予算計上をしたところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） そのほか質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから承認第１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、承認第１号は原案のとおり承認することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１号 国見町まち・ひと・しごと創生推進基金条例 

議長（東海林一樹君） 日程第４、議案第１号「国見町まち・ひと・しごと創生推進基金

条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） 議案第１号、国見町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

の制定について説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 新しく基金を設置すると受け止めたところでありますけれども、

その金額について、最初は３億５７００万円ということで計画されていると思います。

この基金の使い道といいますか、どのような事業に充てる計画なのでしょうか。具体

的なことでお願いしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） １２番浅野富男議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、この基金の条例につきましては、「第６次国見町総合計画」、また「国見町

まち・ひと・しごと総合戦略」に基づく事業についてのみ充当できるということにな

っております。具体的には、来年度以降、防災関係の事業及びそれに付随する事業、

こちらのほうについてはまだ明確な定めはございませんけれども、今のところ確定し

ているものにつきましては、防災事業についてこの事業を展開したいということで考

えているところでございます。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２号 国見町石母田財産区管理会条例 

議長（東海林一樹君） 日程第５、議案第２号「国見町石母田財産区管理会条例」の件を

議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 議案第２号、国見町石母田財産区管理会条例の制定につい

てご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） 議案第２号の石母田財産区の管理条例なのですけれども、これに

至った理由、なぜ今、石母田財産区、町で経営するような形になったのかどうか、そ

の理由について質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えいたします。 

   石母田財産区につきましては、令和２年１２月に公職選挙法の一部を改正する法律

が施行され、令和４年３月執行予定だった石母田財産区議会議員選挙から１５万円の

供託金の納付が発生することになりました。このため石母田財産区議会と町は昨年の

９月から対応を協議してまいりましたが、議員の成り手が不足する中、新たに１５万

円の供託金が発生すれば、今後、石母田財産区議会議員選挙のたびに８人の候補者を

選出することは極めて困難であり、議会制から管理会制に移行することはやむなしと

の結論に至りました。 

   その後、石母田の５つの町内会長との協議、さらには地元説明会を２回開催して、

経過と今後の対応を説明してまいりました。そして、本年２月１４日に開会しました

令和４年第１回国見町石母田財産区議会定例会において財産区議会設置条例を廃止す

る条例を全会一致で可決し、本年３月３１日をもって石母田財産区議会が廃止される
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ことが決定されたところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 八島博正君。 

１３番（八島博正君） さきの議案の説明で、入山財産区及び大木戸財産区の管理条例に

倣って今回の管理条例をつくったという形の説明がありましたけれども、この議案が

可決されれば、今までの入山財産区、あるいは大木戸財産区と同じような形の運営に

なるのでしょうか、まず１点質問したいと思います。 

   同時に、今度、公職選挙法が適用されるという場合に、委員が７人という形になり

ます。我々議員の場合は６分の１の欠員が生じた場合は補選ということがあるのです

けれども、７人になれば、１人、２人欠員になればそういう形になるのかどうか、そ

の内容について説明願いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えいたします。 

   まず管理については、入山財産区と大木戸財産区同様に、４月以降は、石母田財産

区も特別会計を設置して、管理者である町長が引き続き管理してまいります。 

   ２点目につきましては……すみません、２点目、もう一度よろしいでしょうか。す

みません。 

議長（東海林一樹君） 八島博正君。 

１３番（八島博正君） 第２条の２において、委員が７人という形になっております。説

明の中で、今まで委員になる人が少なくて、今回、総会でいろんな形で審議した結果、

相談した結果、こういう結果になっているのですけれども、７人にした場合、やはり

やる人が少なくなって、７人に満たない場合は６人、いわゆる公職選挙法適用になっ

て、我々議会の議員の欠員と同じく、６分の１を超えた場合には補欠選挙を必要とし

ます。やはりこの管理会条例の７人も同じ適用になるのでしょうか。お分かりですか、

質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 大変失礼しました。 

   ４月からは、議会制ではなく、管理会制になりますので、管理委員７名につきまし

ては、選挙ではなく、あくまで同意案件になりますので、地元から選出いただいた

７名を町の議会に人事案件、同意案件として提出させていただき、決定いただく形に

なります。 

   以上、答弁します。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 
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   これから議案第２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第３号 国見町石母田財産区施設条例 

議長（東海林一樹君） 日程第６、議案第３号「国見町石母田財産区施設条例」の件を議

題といたします。 

   本議案について説明を求めます。産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 議案第３号、国見町石母田財産区施設条例の制定について

ご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） 議案第３号の財産区の施設の条例、その前の議案で説明ありまし

た大木戸財産区及び入山財産区にはこういう施設はなかったのです。今度、議案第

３号の石母田の場合はあそこの事務所というか、２階建ての。それを含めて相当な広

い土地もあると思うのですけれども、施設の内容について、土地の面積、あるいは建

物の現在建っているものの数等々についてお分かりならばご説明願いたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えいたします。 

   石母田財産区として現時点で保有している財産につきましては、主なものとしまし

て、山林が約１３７ヘクタール、そして建物施設として５１０平米ほどの施設を保有

している形になってございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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◇議案第４号 国見町石母田財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関す 

       る条例 

議長（東海林一樹君） 日程第７、議案第４号「国見町石母田財産区財政調整基金の設置、

管理及び処分に関する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 議案第４号、国見町石母田財産財政調整基金の設置、管理

及び処分に関する条例の制定についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） 議案第４号について質問いたします。 

   基金の設置なのですけれども、現在、国見町では渇水対策施設特別会計予算という

渇水対策に係る基金の管理運営規程がございます。今回、石母田財産区の中で基金を

つくるわけですけれども、基金の予定金額というか、それはあるのでしょうかないの

でしょうか、質問いたします。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えします。 

   今回、石母田財産区として財政調整基金の設置条例の制定をお願いしてございます

が、現時点で石母田財産区議会において財政調整基金が約１７００万円ほどございま

すので、その全額を新たに設置する石母田財産区特別会計予算の財政調整基金に移す

ために、今回このような条例を制定させていただくものでございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第５号 国見町地区集会所条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第８、議案第５号「国見町地区集会所条例の一部を改正する

条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。生涯学習課長。 
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生涯学習課長（佐藤光男君） 議案第５号、国見町地区集会所条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 生涯学習課長にお尋ねしたいと思います。 

   第４条の規定の部分なのですけれども、管理の委託から指定管理者による管理とい

うことで今説明がありました。その管理者の相手というのは法人その他の団体であっ

てということになっておりますけれども、これをそのまま受け取ると民間に委託する

というような受け止め方もできるのですけれども、現時点で考えていることはどのよ

うな相手方に指定をお願いすることになるのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（佐藤光男君） 浅野議員のご質問にお答えいたします。 

   現状の各地区の中央集会所の管理におきましては、各地区の代表者の方に管理をお

願いしているところです。今回の改正規定におきましては、指定管理者の規定の部分

を改めて規定としてあげさせていただきましたが、今後の集会所の管理に関しまして

も各地区の皆様で運営していただくように、現状としては変えない方向で考えており

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６号 国見町観月台文化センター条例等の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第９、議案第６号「国見町観月台文化センター条例等の一部

を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長（佐藤光男君） 議案第６号、国見町観月台文化センター条例等の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 
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議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   村上 一君。 

７番（村上 一君） 国見町観月台文化センター条例第６条及び国見町体育施設条例第

３条に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に該当する組織についての規

程がありますが、町には学校関係施設も条例があると思うのですけれども、それに対

しての暴力団による不法行為の防止に関する条例というものは、適用されているのか

お聞きしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（佐藤光男君） 指定管理者に関する規定に関しましては、町の条例で国見

町暴力団排除条例というのがありまして、町、もしくは教育委員会が開設する施設に

関する規定として、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を条例の規定により、

当該公の施設の使用の許可または承認をしないことができるとする規定があるもので

すから、個別の条例でも規定をしているところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 村上 一君。 

７番（村上 一君） 学校関係でやっぱりこういう条例を設けているのだかお聞きしたい

と思うので、よろしくお願いします。 

議長（東海林一樹君） 学校教育課長。 

学校教育課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   今、町のほうで暴力団排除条例があるということでお答えしたと思いますが、学校

関係は基本的に使わせることをあまり想定していないことから、そこまで言及してい

ないと。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 法制担当のほうからということですが、一般的に使用貸借があ

るものについて、そこは条例で規定させていただくということで、暴力団排除条例が

できた以降、その都度、改正のたびに追加をさせていただいたということでございま

して、現時点で入っているものが、条例ですと、約款系は全て入っておりますけれど

も、あとは道の駅の条例、今回開設するものと、あと農産物加工施設条例、あと町営

住宅管理条例、定住促進住宅条例とか、使用貸借に係るもの、あと国見町町営の駐車

場、この辺には全て暴力団には貸さないよという要綱が記載されているということで

ございまして、あと今後、条例改正があるようなものについて、入っていないものに

ついてはその都度きちんと対処していく。ただ、大本の排除条例がありますから、必

ず明記しなければならないということでもないのですけれども、一応、排除条例のほ

かに、きちんとほかの条例で使用関係があるものについてはそこに明記をしていくと

いうような対応が必要かなというふうに考えているところでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 
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１０番（渡辺勝弘君） 生涯学習課長にお尋ねいたします。 

   今回の条例改正ということで、特に１１条の上野台運動公園、つまり体育施設の条

例を改正するということの部分についてお尋ねいたします。 

   第１１条にプールとあり、プールは多分上野台公園にありますけれども、運用がで

きないというような状態であります、この一部の条例についてでもまたプールがその

まま残っている。となると、逆にいえば、プールはまたやってもらえるのではないか

というような憶測に陥るとは思うのですけれども、これはあえてプールをそのまま残

す、条例を残すというのは何か理由があるのでしょうか。その点についてお尋ねしま

す。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（佐藤光男君） 渡辺議員のお質しにお答えいたします。 

   ご指摘のとおり、上野台のプールにおきましては、使えていない状況にあります。

本町の公共施設全般の整備について、国見町公共施設等総合管理計画及び個別施設計

画の見直しを全庁的に行っておりまして、国見町これからの自治体サービス等組織等

検討委員会で協議・検討しているところです。利用者や地域の方の声を聞いた上で、

コンセンサスを得て方向性がまとまった段階で改めて例規等に反映していきたいと考

えているところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今の課長の説明でいいますと、プールを今まで同僚議員がいろん

な質問をさせていただいていると思うのです。そうした場合に、プールという施設は、

皆さんの意見をある程度考えると、今の課長の答弁ですと、皆さん町民からの意見を

拝聴しながら再度考えることもあるということでよろしいのですか。 

議長（東海林一樹君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（佐藤光男君） 答弁させていただいたとおりなのですが、庁内の検討会等

で検討してまいるというところで、現時点におきましてプールの今後について答弁で

きるものではありません。ただし、プールを含めた全体的な施設の整備ということで

は、全ての施設の整備が図られる状態では、町の状態ではないということは議員もご

承知のとおりだと思います。プールの整備に関してもそういったことを含めた上での

判断となりますので、明確なお答えといたしましては差し控えたいと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） 改めまして私のほうから補足させていただきます。 

   今ご質問のありましたプールについてですが、６月の定例会におきましても議員か

らご質問いただいて、その中で、町長から、残さなくてはいけない施設と、あとは廃

止をしなくてはならない施設、そういう選別も少なからず必要になってくるというこ

とをお答えさせていただきました。 

   私どもは、施設について、きちんと残すべきものなのか、残さないのかというとこ
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ろについて、公共施設総合管理計画の中できちんと打ち出していくということが必要

だと思っています。今その管理計画について策定中でもあり、まずはプールについて

はそのまま載せさせていただいたというところです。なぜ載せたかということについ

ては、管理をしていくということで載せてあります。 

   ただし、先ほど言いましたが、公共施設等総合管理計画で、これについては、厳し

いということの結論になれば、そこでご説明申し上げて改めて削除するというような

手続になろうと考えています。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今の質問と同じになってしまうのですけれども、私も先ほど６月の

定例会でプール、平成２９年から止まっていますねと。それで、いつやるのですかと

いう質問をさせていただきました。そのとき町長の答弁によりますと、やはり別なも

のがやることがいっぱいあって、パークゴルフの話も出たのですけれども、そういう

ほうにまだ行っていないということで、私はこれは何を考えているのかと思ったらば、

後から出てくると思うのですけれども、広域連携を含めた場合に、別な例えば伊達と

か桑折とかそういうところにプールがあるのではないですかと、それも一つの案でな

いですかねというのを私はそのとき思ったのですけれども、そういうことも含めてこ

れは考えているのでしょうか。だからプールをそのまま残すというふうに考えたのか、

ちょっとお答えいただきたい。 

議長（東海林一樹君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） お答えいたします。 

   今回の提案につきましては、あくまでも、先ほど答弁いたしましたように、管理と

いう意味で残してあるということです。これ以上については現状ではございませんの

で、先ほど答弁のとおりでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 
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議長（東海林一樹君） １１時５分まで休議いたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１０、議案第７号「職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第７号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第８号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する条 

       例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１１、議案第８号「国見町議会議員の議員報酬・期末手当

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第８号、国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第８号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第９号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１２、議案第９号「国見町長等の給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第９号、国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 総務課長にお尋ねいたします。 

   附則の中で今度、寒冷地手当ということを支給するという明文化されるのですけれ

ども、そもそも地方公務員というか福島県では会津を除いて寒冷地手当は廃止された

はずなのですけれども、なぜわざわざここに寒冷地手当と書く必要があるかをお尋ね

したいと思います。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 今回の改正につきましては、もともと、昔、薪炭手当といった

ものが寒冷地手当に名前が変わっていた、そういった部分を修正するということで、

文言の修正となっております。寒冷地手当につきましては、確かに現在は支給されて

おりません。支給できないわけではなくて、支給地域になっていないという状況があ

りまして、ただし、国見町に勤務する者でなくて、国見町の身分を持ちながら他地域、

例えば北海道であるとか、そういったところに赴くような場合もありますので、手当

としては残っているけれども支給はしていないという考え方になります。 

   ただ、現在、温暖化と言っていますけれども、急に寒くなって支給が必要になると

考えれば可能性もありますし、手当としてなくなっているわけではないので、名前だ

け残っていくということでご理解いただければと思います。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１３、議案第１０号「職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第１０号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１０号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１１号 国見町特別会計条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１４、議案第１１号「国見町特別会計条例の一部を改正す

る条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第１１号、国見町特別会計条例の一部を改正する条例につ

いてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１２号 国見町防災会議条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１５、議案第１２号「国見町防災会議条例の一部を改正す

る条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。住民防災課長。 

住民防災課長（澁谷康弘君） 議案第１２号、国見町防災会議条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１３号 国見町消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１６、議案第１３号「国見町消防団設置等に関する条例の

一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。住民防災課長。 

住民防災課長（澁谷康弘君） 議案第１３号、国見町消防団設置等に関する条例の一部を

改正する条例についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 大変な活動ですので、報酬、それから費用弁償、上がることにつ

いては異論はありませんけれども、その逆に、地域へ出ますと、団員の成り手がなか
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なかいないということで苦慮しているのが現状ではないかと思っております。この辺

りについて、今後どのような形で展開していくことになるのかお伺いしたいと思いま

す。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（澁谷康弘君） 浅野議員のご質問にお答えいたします。 

   議員おっしゃるとおり、まさに消防団の成り手不足ということが今大変問題となっ

ておりまして、実はこの消防団の報酬等の基準の策定についてという消防庁長官の通

知が出るまでの過程の部分なのですけれども、こちらもやはり国の段階でも消防団員

の著しい減少が問題となっております。そのことから、まずは消防団員の処遇改善を

するべきというようなのが今回の消防庁長官通知の柱であると思っております。この

ことから、国見町では、この通知通りの改正をしようとしたものでございます。 

   ただ、実際の消防団員の確保に関しては、どうしてもやはり消防団での活動に頼ら

ざるを得ない、声をかけていただいたり、勧誘していただいたりという部分がどうし

てもメインになってきているのは事実かと思います。こういった部分には、県からも、

消防団員の確保について、企業を回ったりというようなことも一つ方法としてはござ

いますので、ここ一、二年、コロナ禍ということでなかなかよその団体とか会社に行

ったりという部分、行えてきておりませんが、団の幹部を中心に、もちろん事務局も

併せて、そういった企業に理解を求めたり、ＰＲのための広報活動を行ったりという

ようなことで、できるだけ団員の確保について努めてまいりたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 関連する質問なのですけれども、先ほどの質問の中で忘れました

ので。成り手がいないということで、当然、少ないとは思っているのですけれども、

法令で団員の確保に関するような数値があったかと思うのですけれども、これとの関

係では現在、国見町ではどうなっているのですか。クリアしているといいますか、大

丈夫なような状況になっているというような、どういう状況が今現実なのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 住民防災課長。 

住民防災課長（澁谷康弘君） お答えいたします。 

   法令という部分といいますより、町で条例定数というものがございます。現在、条

例上の定数は２６６名ということで決まっておりますが、現時点での実団員数の部分

でございますけれども、約２３０名というような状況でございます。当然、定数を割

っているというような状況でありまして、ただ、法令違反なのかという部分は、そう

は当たらないのかなということでございますけれども、いずれの自治体もそのような

部分で、団員の確保、それからいわゆる定員を満たすという部分では苦労している部

分かなと思っております。 

   今後でありますけれども、定数がこのままでいいのかどうかという部分も含めて、

ただ、災害時や火災等の活動を考えますと痛しかゆしの部分はあるのですけれども、

定数、このままでいいのかという部分もあると思いますので、今後、そこについては
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消防団のほうと十分協議して、どのような方向にしていくかというところについては

検討させていただきたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１４号 国見町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

        る条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１７、議案第１４号「国見町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。幼児教育課長。 

幼児教育課長（東海林八重子君） 議案第１４号、国見町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１５号 国見町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

        関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１８、議案第１５号「国見町特定教育・保育施設及び特定
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地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を議題

といたします。 

   本議案について説明を求めます。幼児教育課長。 

幼児教育課長（東海林八重子君） 議案第１５号、国見町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明い

たします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１６号 国見町水道条例の一部を改正する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第１９、議案第１６号「国見町水道条例の一部を改正する条

例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第１６号、国見町水道条例の一部を改正する条例につ

いてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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◇議案第１７号 国見町保健施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例 

        を廃止する条例 

議長（東海林一樹君） 日程第２０、議案第１７号「国見町保健施設整備基金の設置、管

理及び処分に関する条例を廃止する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） 議案第１７号、国見町保健施設整備基金の設置、管理及び処

分に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１７号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１８号 福島市と国見町とのふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連 

        携協約の締結に関する協議について 

議長（東海林一樹君） 日程第２１、議案第１８号「福島市及び国見町におけるふくしま

田園中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結に関する協議について」の件を議題とい

たします。 

   本議案について説明を求めます。企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） 議案第１８号、福島市及び国見町におけるふくしま田園中

枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 本議案に関連する質疑については一般質問で行いましたので、討

論のみを申し上げます。 

   議案第１８号は、福島市を中核都市とするふくしま田園中枢都市圏を形成するにあ

たって、福島市と国見町が連携するために結ばれる連携協約の協議を進めたいとの議
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案であります。このことについてはこれまでに何度か説明がありました。それによる

と、このような中枢都市圏の形成計画は全国で進められています。自治体同士が住民

の福祉のために協議して進められるものではなく、国の方針の下で中枢都市を指定し、

その周辺を連携都市として大きな構成体に形成し、広域的な自治組織に見立てようと

するものであります。 

   この計画は人口減少への対応が主旨とされていますが、人口減の要因については全

く触れられていません。自然減少も要因の一つではあるとも考えられますが、社会的

要因も小さくはないと思われます。ここをしっかりと見る必要があります。それぞれ

の自治体では住民の幸せを願い、その対応に努力しています。国は、大きな枠組みに

しての対応ではなく、それぞれの自治体に対して支援すべきことであります。もはや

全ての市町村にフルセットの生活機能を整備することは困難であるとの発想の下で進

めるのではなく、小さな自治体でも森林や水資源を維持し、食糧の供給を担っている

ではないかといった考え方で進めてもらう必要があります。 

   したがって、このような国の進め方について異議を申し上げますことにおいて反対

とするものであります。 

議長（東海林一樹君） ほかに討論ありませんか。 

   佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） ただいま浅野議員は反対という討論でよろしいかと思うのですが、

私はこの議案に賛成の立場で申し上げます。 

   このふくしま田園中枢都市圏の形成に係る連携を協約するという議案ですが、この

目的にありますように、甲及び乙、乙は福島市に隣接する、関係する、それぞれが乙

になるわけなのですけれども、その最後のほうにありますように、圏域全体の経済成

長を図り福島の復興を牽引することを目的とする。この目的の達成のためのまさに連

携中枢都市圏の形成だと思うのですけれども、もはや日本は人口減少はとどまらない

と思います。そうしますと、それぞれの市、町がいかにして人口減少に対して対応し

ていくか、これは一つの、いわゆる手段の一つにほかならないと思います。ぜひこの

都市圏の協約を結びまして、それぞれの特徴を生かして全体的に発展することが期待

できると思いますので、賛成いたします。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 討論を終了し、これから議案第１８号の採決を行います。この採

決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

議長（東海林一樹君） 起立多数です。 

   したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第１９号 町道路線の認定について 

議長（東海林一樹君） 日程第２２、議案第１９号「町道路線の認定について」の件を議
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題といたします。 

   本議案について説明を求めます。建設課長。 

建設課長（村上幸平君） 議案第１９号、町道路線の認定についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 午後１時まで休議いたします。 

（午前１１時４７分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２０号 令和３年度国見町一般会計補正予算（第８号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２３、議案第２０号「令和３年度国見町一般会計補正予算

（第８号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第２０号、令和３年度国見町一般会計補正予算（第８号）

についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 総務課長にご質問いたします。 

   概要でいきますと２ページ目、補正予算書でいきますと２８ページ目、２款１項

５目１７節備品購入費、公用車ドラレコ、アルコール検知器とありますが、そのうち

一つ、公用車については町長の説明から水素自動車と思われますが、水素自動車です

と７１０万円以上すると思われますが、予算では３３２万円とございます。どんな車
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種でしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） １番蒲倉議員のご質問にお答えいたします。 

   今回購入予定の水素自動車「ミライ」につきましては新型でございませんで、ご承

知のとおり、昨年、２０２０でしたけれども、２０２１に開催されましたオリンピッ

クにおけるトヨタのデモカーということで、それをラッピングを変えまして安く買う

ことができるということになりましたので、町といたしましても、ＳＤＧｓに準拠す

るためにそういった形で水素カーを導入したいということで予算に計上したというこ

とでご理解いただければと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。ラッピングはともかく、オリンピックで使用した車

ということですね。 

   では、インフラについて聞きたいのですけれども、私も詳しいものですから。福島

市では５か所しか充填できる施設はないと思われます。また、冬期間閉鎖する期間が

あると思いますので、まして週二、三回程度で予約制というインフラの中で、実は昨

年の令和３年度の第２回定例会で私、一般質問で充填設備の質問をさせていただいた

ときに副町長にお答えいただいておりますけれども、国土交通省と情報交換して判断

していきたいというご返答をいただいております。それで、これ、鶏が先なのか卵が

先なのかあれなのですけれども、インフラが先か車両が先かと思われるのですけれど

も、ちょっと時期尚早ではないかと思われるのですが、いかがでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   議員のご心配、ごもっともかなと思いますが、確かに鶏か卵かという議論なのです

が、ただ、ＳＤＧｓのことを考えれば、行政としても一定の方向性は出さなければな

らないのかなということで、確かに大笹生、住所は平野でございますけれども、そこ

に月・水・金、午前２時間、午後２時間ぐらいの時間で移動式２基の充填できる施設

あると聞いておりますが、その辺については状況を見ながら対応できる体制を組んで

いかなければならないし、あとは、先ほども申し上げましたが、「ミライ」が

３００万円台で買えるというのは多分もうないと思っていますから、ここはやっぱり

姿勢として、そういったお古をちゃんと使うのだよという姿勢も町としては見せなけ

ればならない。あとは福島市が今後、市役所の隣接地に検討するような状況もありま

すし、今後の展開次第では、民間の方にもよりますが、国見町にも再生可能エネルギ

ー普及が進み、設置できるような状況ができれば、取り組んでいく方向性は必要だと

思いますので、まずは隗より始めよではないですが、町としてもそういった姿勢を見

せていきたいということでご理解いただきたいと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 
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１番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   課長、ご存じだと思いますけれども、福島の大笹生の施設というのは、移動式とい

うのは多分ご存じだと思うのです。現在、福島と郡山、スケジュールで回っていらっ

しゃるみたいですけれども、さっきの話になるのでなかなか設置というわけにいかな

いと思いますが、こういった移動式の施設を逆に道の駅に連れてくるとか、そういっ

たことで町長がおっしゃっています脱炭素社会への転換とかいうのもＰＲができるの

ではないかと思われますので、ちょっと検討してください。 

   次に、アルコール検知器、アルコールチェッカーと書いてありますけれども、これ

もちょっと詳しいので。半導体タイプと燃料電池タイプと２種類があるのですが、今

回どんな機種を何台購入する予定でしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   アルコールチェッカーにつきましては、道路交通法の改正によりまして、４月１日

から施行と。あと１０月１日から義務化されるということで、町としても早めの対応

が必要だということで予算を計上させていただきました。タイプといたしましてはハ

ンディーではなくて据置き型で、各施設の車庫の近くに置いてやるということで、燃

料電池タイプで検討しています。その辺については追って詳細を詰めながら導入を図

っていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉 孝君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   次に、概要の５ページ、補正予算でいきますと４３ページ、７款１項４目１４節工

事請負費、つながる～む床改修工事費とありますが、今現在利用できたと思いますけ

れども、壊れていて子どもたちに利用させているのでしょうか、その辺をお聞きした

いです。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） １番蒲倉議員のご質問にお答えいたします。 

   今回３月補正予算で道の駅のつながる～むの床の改修工事費を計上させていただい

ております。つながる～むの床につきましては杉材を使っておりますが、やはり経年

劣化によるささくれ、あるいはゆがみによる隙間の発生などが生じていることから、

早急に対応が必要ということで、安全・安心を求めて当初予算ではなく３月補正予算

で少しでも早く計上させていただいて現場のほうを修繕、改修していきたいというこ

とで、今回計上させていただきました。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。そういうことであれば、改修のほうよろしくお願い

します。 

   次に、概要の６ページ、補正予算で４５ページ、８款５項１目１４節、こちらも工
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事請負費ですが、町営住宅の消火設備更新工事費となっております。これはどこの何

を更新工事するのかお教えください。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   主な修繕内容ということでございますが、まずは板橋南団地におきます非常警報器

の経年劣化によるバッテリーの交換、一部警報器本体の交換という内容でございます。

また、滝山団地と定住促進住宅については、消火器具の格納箱の本体交換というよう

な内容となっているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 蒲倉君。 

１番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   これもまたちょっと詳しいので聞きますが、実は２０１１年１月１日に消防法改正

で、１０年間の猶予期間を設けて、去年２０２１年１２月３１日に消火器のマークが

消防法改正で変更になっております。誰でも見た目、文字からイラストになっている

ので分かりやすいかと思いますけれども、そういった小さいところ、消火器、そうい

ったものも点検されているのかどうか。ただ、庁舎とか観月台とか大きい施設は業者

が入っていらっしゃると思うのですけれども、小さい例えば町営住宅、そういうとこ

ろは消火器の設備、失効になっているものとか、そういったのをチェックされている

のでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   設置してある消火器についてのお質しなのですけれども、まず集合住宅で定期点検

の義務のない集合住宅ございます。それについては、町のほうで維持管理に努めてお

るところでございまして、省令改正による新規格の表示式の消火器の更新をしている

のかということでありますと、全ての消火器については更新済みということでお答え

いたします。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ございませんか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 私のほうからは、ページで言いますと３８ページ、６目の１２委託

料、この中にＰＣＲ検査委託料１００万円が減額となっておりますけれども、そもそ

もこのＰＣＲ検査というのは、今までというか、何人ほど去年、今年度というのかな、

何人くらいを予想していたのか。実際今４６名ですか、コロナ感染にかかっている人

は。何名くらいを予想して何名くらいになったのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

議長（東海林一樹君） ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） お答えいたします。 

   こちらに載っておりますＰＣＲ検査委託料は、高齢者に限定いたしまして県の事業
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で実施するＰＣＲ検査事業でございました。実態としては、もう既にワクチン検査パ

ッケージに移っておりますので、そのワクチン検査パッケージが本格導入される前の

段階で実施したものでございます。今の段階では１名の実績がありましたけれども、

それ以降はワクチン検査パッケージ、薬局などでの検査に移っているものですから、

実績がなかったということでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 分かりました。 

   次は、５７ページの職員の超過勤務について。この間、一般質問の中で私、去年と

比べて今年度は幾らかなというのを質問しようと思ったのですけれども、今年度につ

いてはまだまとまっていないということで質問できなかったのですけれども、この補

正の中で５６１８万６０００円となっているのですけれども、これは何人を対象にし

て一人当たり幾らの金額になっているか教えてください。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 山崎議員のご質問にお答えいたします。 

   この表の下の段、アの表の職員数が１０９とございます。１０９のうち一般会計支

弁の管理職が１４人ございますので、実態としては９５人。９５人で割った金額とな

りますと、一人当たり１月約５万円という金額になっています。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 一人当たり５万円ということは、これに１２を掛ければ６０万円程

度になるということですよね。この間、私がお話して課長からも答弁をいただいたの

は、これはちょっと違うのでしょうけれども、町人事行政運営等の状況の公表に関す

る条例の中では、課長も言われたように一人当たり５７万９２１５円、時間にすると

２３７時間、こういうような答弁をしていたのですけれども、今のとリンクすると逆

に上がっているのではないですか。その辺はどうなのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   そちらの数字については一般会計以外の数字も入っており、特別会計支弁、水道会

計支弁も含めてのトータルでの数値となりますので、そちらの状況によっては差が生

まれると判断しています。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） そうすると、その数字を同じような数字に横並びにするといくらに

なるかちょっと教えてください。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 特会の部分まで含められるとちょっと困るのですが。特会は特

会でやってもらいたいのですけれども。 
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議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） では、その数字については後でお伺いしたいと思いますけれども、

いずれ、私、一般質問の中で、なんで国見町は超過勤務が高いのかという質問に対し

て、町長は町民に寄り添ったから桑折よりも川俣よりも高いのだというようなことの

発言がなされましたけれども、今まで、過去を私も見たのですけれども、四、五年間

は１０％くらいずつ減っているのです。それは大変いいことなのですけれども、今回

のことも多分それを精査すれば１０％くらいは減るのではなかろうかと思っているの

ですけれども、ぜひ超過勤務も、一般質問で言ったように、これが必ずやらなくては

ならないというような、去年は２００時間、２００万円多いのですけれども、これは

地震があったという理屈がつくのですけれども、今年になってからはコロナの関係で

接種ということも理屈がつくのですけれども、普通のときはそんななかなか突発的な

ことがないと思いますので、その辺ちょっとどういうことでこんなに高くなっている

のか、ほかの市町村と。もう一度答弁お願いしたいなと思っています。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 高くなっているということではないですよね。数字としては減

っているので、高くはなっていないので。実際、金額は別にして、時間数であれば昨

年比で約２割程度減ってきている。２月末現在で１万７０００ちょっとの時間なので、

３月分を入れても多分２万ちょっとぐらいにしかならないのかなと思っています。昨

年は地震もありましたが２万６０００を超える時間なので、２割以上は多分減ると考

えていますし、金額もそれなりに減ってはきている。特殊な事情があれば当然、災害、

あのような状況でやっていましたから当然増えましたけれども、そのようなことがな

ければ２万時間を切るぐらいの形では推移できるのかなと思っています。これは一般

質問でもお答えしましたけれども、常に庁議等で管理職を先頭にこういった業務の見

直しも含めて進めていくということでご理解いただきたいと思います。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 町長。 

町長（引地 真君） 重ねて答弁しますが、まず国見町の超過勤務が多い理由というのは、

一般質問の中で総務課長が答弁しております。それを繰り返しますが、まず、国見町

の超過勤務の支払いの仕方というのでしょうか、支払いと言えば変ですけれども、超

過勤務の仕方、それは当然、管理職にやってもいいですかという伺いを立てて、担当

管理職がそれを認める。その実績をシステムに入れるということなのですが、超過勤

務をした分についてはこの国見町はきちんと支払いをするという、そこをちょっとも

う一度確認いただきたい。よその町は管理職としての捉え方なんかも国見町と違う場

合があります。課長以外の職についても管理職手当という形で定額の手当を支給して、

超過勤務手当は支払わないといったような自治体もありますから、その辺の差もちょ

っと勘案いただきたいというのが一般質問に対しての答弁でした。 

   あとは、引地がお話ししたのは、当然、職員としての資質の問題もありますし、町

民からのいろんな要望がありますでしょう。その要望にきちんと応えようとすればす
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るほど業務が増えるというお話をしたので、その辺、よそがこうだから国見がこうで

はないのはおかしいのではないかというその論法は、我々はなかなか受け入れ難いと

ころがあります。そこのところご理解いただきたいと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 今、一般質問の中でお答えいただいたことを再度いただきましたけ

れども、いずれ、先ほど町長が言ったように、ある町というのが、桑折町は課長補佐

以上が管理職になっているから、逆に管理職手当の中に超勤というかその部分が合わ

さっているというのは分かりますけれども、結果的に町民にお話しするときに今の内

容というのはなかなか分かりづらいのです。ですから、我々も今年の１月、公表にな

った、それを見て随分超勤が高いねと、ほかの町はどうなのと、こういう質問したと

き、数字だけで羅列して並べて言うと。だから、今町長言ったように、それを分かり

やすくやっぱり町民にも我々もお知らせする義務があるので、ぜひ今後もその辺も含

めてお話していただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） ほかに質問。 

   渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） ページ数は２９ページになります。８款企画費の２４節、先ほど

の条例をつくるということで、企画調整課長だと思うのですけれども、金額的には

３億５７００万円という数字をあげており、補正増ということであげていますけれど

も、その中身については、先ほど浅野議員からも質問があったですけれども、その中

身についてもう一度お尋ねしたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） １０番渡辺議員のご質問にお答えします。 

   この企業版ふるさと納税につきましては、先ほど申しました「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に基づいた事業ということになっております。この事業に関しまして

賛同していただいた企業、またパートナーシップを構築した企業について、１社から

企業版ふるさと納税の寄附があったということでございます。 

   なお、寄附いただいた企業につきましては、匿名でお願いしたいというような申出

がありましたので、企業名については伏せさせていただきたいと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 今の企業の中身ですけれども、私としては、聞きたかったのは、

その事業内容です。基金をもらった方の動きではなく、どんな事業を考えているのか

ということを聞きたかったのですけれども、先ほどのことを覚えています、多少聞き

たいと思いますので、お願いいたします。 

   それで、先ほど課長が言われた中での今回の補正、３億５７００万円という補正を

しなくてはならない根本的な理由は何だったのでしょうか、それをお聞きしたいと思

います。 



 

‐99‐ 

 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   企業版ふるさと納税に係る寄附があったということで、基金を創設して事業を展開

するというような形になったということでございます。企業版ふるさと納税について

は、仕組みについてはここではちょっと答弁については避けさせていただきますけれ

ども、いわゆる企業側から寄附があったということで、町としてその寄附に基づき、

総合戦略の事業を展開するということで基金を創設し、来年度以降、事業を展開する

ということでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） 渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） では、最後になりますけれども、今ここではこのふるさと納税を

どういうふうに使うのはちょっと答弁できないということですよね。であれば、私と

すればそこを聞きたいのが本当なのですけれども、補正増は、こういうふうに寄附金

が集まったので、急を要するためにこのような基金をつくったと。条例もつくってこ

ういう形をとってやったのだということで理解してよろしいでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   今回の補正につきましては、基金に積み立てるために一般会計に補正予算を組んだ

ということでご理解いただきたいと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） ほかにありませんか。 

   浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 産業振興課長でよろしいかと思います。予算書は４１ページにな

ります。その中で、福島県営農再開支援事業ということの内容があります。金額的に

は２７００万円ほどで、かなり大きいなと思ったのですけれども、どういう事情で減

額補正という形になったのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） １２番浅野議員のご質問にお答えいたします。 

   予算書でいきますと４１ページ、福島県営農再開支援事業２７７１万２０００円の

減額になりますが、こちらの事業につきましては、果樹の改植事業になります。当初

予算で面積１９ヘクタール分を計上しましたが、ふくしま未来と伊達果実の２農協で

改植を行った実績が９．３ヘクタールとなったため、不用残を３月補正で減額させて

いただいた内容となってございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） そうしますと、この農家の方にしましたらば、そういった事業に

ついて、あまり必要なかったということとは違う話になるのでしょうか。どうなので

しょうか。どういうことで面積が、９．３だと何％になるか、少なくなったというと
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ころは、どういう事情があって注文がなかったのでしょうか。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えいたします。 

   こちらの福島県営農再開支援事業に伴う改植事業につきましては、もともと原発事

故に伴う風評対策で事業がスタートしてございます。それから長年この改植事業に取

り組んでまいりましたので、国見町内での改植率も大分上がってきているところで、

あくまで農家の希望している方の改植面積については全て今年度行わせていただいた

形になります。当初予算計上の面積が少し過大だったのかなというところはあるかと

思いますが、こちら１０分の１０の補助率になりますので、引き続き新年度以降も事

業継続の期間はＰＲをしながら改植事業に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２０号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２１号 令和３年度国見町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２４、議案第２１号「令和３年度国見町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第２１号、令和３年度国見町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 
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（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２２号 令和３年度国見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２５、議案第２２号「令和３年度国見町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） 議案第２２号、令和３年度国見町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）のご説明を申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２３号 令和３年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２６、議案第２３号「令和３年度国見町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（安藤充輝君） 議案第２３号、令和３年度国見町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）のご説明を申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 
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（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２４号 令和３年度国見町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２７、議案第２４号「令和３年度国見町介護保険特別会計

補正予算（第３号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。福祉課長。 

福祉課長（武田正裕君） 議案第２４号、令和３年度国見町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２５号 令和３年度国見町渇水対策施設特別会計補正予算（第１号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２８、議案第２５号「令和３年度国見町渇水対策施設特別

会計補正予算（第１号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第２５号、令和３年度国見町渇水対策施設特別会計補

正予算（第１号）についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 
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（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２６号 令和３年度国見町水道事業会計補正予算（第３号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２９、議案第２６号「令和３年度国見町水道事業会計補正

予算（第３号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第２６号、令和３年度国見町水道事業会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） 教えていただきたいのですけれども、３ページで水道事業収益、営

業外収益、この中で補正として６９６万１０００円、こういう数字上がっていて、こ

の中でさっきお話しされたのは、原発事故による補償、こういうふうに話したと思う

のですけれども、これは国見町水道としては毎年これくらい補償されているか、全体

で幾らくらいの補償が必要というか請求しているのか、ちょっと教えていただきたい。 

議長（東海林一樹君） 上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） お答えいたします。 

   営業外収益のその他の雑収益ということで６９６万１０００円、これは東京電力の

損害賠償金でございますが、これは水道料金の減収分に係る逸失利益ということで、

平成２１年度の使用料を基準に寄与率とかいろいろ補正率を掛けまして、東電のほう

で平成２１年の使用料を基準に２倍の補償金を支払うということで、この補償につい

てはここで終期とさせていただきたいということで、これを受けてこの金額になった

ところでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） 山崎健吉君。 

５番（山崎健吉君） ちょっと前のも見ていないので失礼なのですけれども、これは平成

２３年の原発事故が発生したときから、それに今までの分を２倍掛けてこの金額です

よと、こういうことで終了ということでいいのですか、見方は。 

議長（東海林一樹君） 上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 平成２１年度からの減収分、平成２１年度を基準にしまし

て、それから料金が下がった分について補償してきてもらっていた部分でございます。

さらに、先ほど説明が漏れましたが、水道水のモニタリングに係る運搬費用も加算さ

れております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第２６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 議案の追加がありますので、暫時休議いたします。 

（午後１時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午後２時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇追加日程の議決 

議長（東海林一樹君） ただいま配付いたしました追加日程表のとおり１件の追加があり

ますので、これを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、この１件は直ちに議題とすることに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇発議第１号 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に強く抗議し、完全撤退 

       と平和的手段による早期解決を求める決議 

議長（東海林一樹君） 日程第３０、発議第１号「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻

に強く抗議し、完全撤退と平和的手段による早期解決を求める決議」の件を議題とい

たします。 

   書記に議案及び決議文を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

議長（東海林一樹君） 提出者より説明を求めます。 

   １３番八島博正君。 

１３番（八島博正君） 発議第１号、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に強く抗議し、

完全撤退と平和的手段による早期解決を求める決議案について説明いたします。 
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   提案の理由は、この決議第１号の資料の方、提案理由に書いて、ただいま書記が朗

読したとおりでございます。速やかなるご審議の上、ご決定をお願いいたしまして、

提案理由の説明といたします。 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから、討論を省略して、発議第１号の採決を行います。この採決は起立によっ

て行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、発議第１号は原案のとおり可決いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   ９日水曜日は午前１０時より議案調査会を委員会室で開催いたします。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   長時間にわたりご苦労さまでした。 

（午後２時０５分） 

 

 



 
 
 

第  ４  日 
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令和４年第１回国見町議会定例会議事日程（第４号） 

 

                   令和４年３月１７日（木曜日）午前１０時開議 

 

 第 １ 議案第２７号 令和４年度国見町一般会計予算 

 第 ２ 議案第２８号 令和４年度国見町大木戸財産区特別会計予算 

 第 ３ 議案第２９号 令和４年度国見町入山財産区特別会計予算 

 第 ４ 議案第３０号 令和４年度国見町石母田財産区特別会計予算 

 第 ５ 議案第３１号 令和４年度国見町公共下水道事業特別会計予算 

 第 ６ 議案第３２号 令和４年度国見町後期高齢者医療特別会計予算 

 第 ７ 議案第３３号 令和４年度国見町国民健康保険特別会計予算 

 第 ８ 議案第３４号 令和４年度国見町介護保険特別会計予算 

 第 ９ 議案第３５号 令和４年度国見町土地開発事業特別会計予算 

 第１０ 議案第３６号 令和４年度国見町渇水対策施設特別会計予算 

 第１１ 議案第３７号 令和４年度国見町水道事業会計予算 

 第１２ 常任委員長報告 

     陳情第１９号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳 

            情について 

    （追加日程） 

 第１３ 会期の延長 

 第１４ 同意第 １号 国見町石母田財産区管理委員の選任につき同意を求めることに 

            ついて 

 第１５ 発議第 ２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 
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 ・出席議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 

福 祉 課 長 武 田 正 裕 君 産業振興課長 佐 藤 智 昭 君 

 ・本会議に職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 松 浦 昭 一 君 書 記 中 條 伸 喜 君 

書 記 八 島  章 君 書 記 赤 坂 育 美 君 
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第２７号 令和４年度国見町一般会計予算 

議長（東海林一樹君） 日程第１、議案第２７号「令和４年度国見町一般会計予算」につ

いての件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。 

   総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第２７号、令和４年度国見町一般会計予算についてご説明

いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。 

   質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を省略し、議案第２７号の採決を行います。この採決は起立によって

行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案の一括上程、採決（議案第２８号～第３７号） 

議長（東海林一樹君） この際、日程第２、議案第２８号から日程第１２、議案第３７号

までの各特別会計新年度予算について一括して議題とし、説明、質疑、討論を省略し、

一括して採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第２８号から議案第３７号までの１０件を一括提案、一括採決す

ることに決しました。 

   日程第２、議案第２８号「令和４年度国見町大木戸財産区特別会計予算」ほか９件

を議題といたします。 

   これから説明、質疑、討論を省略し、採決を行います。この採決は起立によって行
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います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第２８号ほか９議案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇常任委員長報告（陳情第１９号） 

議長（東海林一樹君） 日程第１２、「常任委員長報告」を行います。 

   産業建設常任委員会に付託されました陳情第１９号の審査結果について、産業建設

常任委員長より報告を求めます。 

   村上 一君。 

７番（村上 一君） 今定例会におきまして、産業建設常任委員会に付託された陳情第

１９号の審査結果についてご報告いたします。 

   産業建設常任委員会は、３月３日、午前１１時５分より、役場中会議室におきまし

て開催し、会議には委員全員と、説明のため佐藤産業振興課長、職務のため松浦議会

事務局長が出席しております。 

   陳情第１９号でありますが、本件は福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める

意見書提出の陳情であります。 

   陳情の趣旨は、平成２８年６月、毎年年率３％程度をめどとして引き上げ、全国加

重平均１,０００円を目指すとの閣議決定をいたしました。最低賃金の引上げは、全

労働者の４割を対象としている非正規労働者の勤労意欲の奮起による生産性向上と、

社会格差是正を目的とした政府の同一労働同一賃金の趣旨に鑑み、最低賃金の大幅な

引上げは必要不可欠であります。 

   現在、新型コロナ感染拡大により、社会経済が混乱し、県民の不安や不満も日増し

に強まる一方で、県民の生命と健康を守り、日常生活を支えるために奮闘する働く者

がいます。社会経済の回復と安定、働く者の努力に報いることが社会の責任であり、

極めて必要な議事であります。一定水準の賃金を確保されることは、県内の労働者の

確保や若年層の労働人口が県外の流出に歯止めをかける上で非常に重要なことから、

賛成すべきという結論となり、全会一致で採択すべきと決しました。 

   よろしくお願いいたします。 

議長（東海林一樹君） これから質疑、討論を省略いたします。 

   これから採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   この陳情は委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、陳情第１９号は委員長報告のとおり採択と決しました。 

◇          ◇          ◇ 
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◇休議の宣告 

議長（東海林一樹君） 議案の追加がありますので、暫時休議いたします。 

（午前１０時０９分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（東海林一樹君） 再開いたします。 

（午前１０時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

◇追加日程の議決 

議長（東海林一樹君） ただいま配付いたしました追加日程表のとおり、３件の追加があ

りますので、これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、この３件は直ちに議題とすることに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇会期の延長 

議長（東海林一樹君） 日程第１３、「会期の延長」の件を議題といたします。 

   おはかりいたします。 

   本定例会の会期は、本日までと議決されていますが、昨日の地震による被災の状況

に鑑み、４月２８日まで４２日間延長したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は４月２８日まで４２日間延長することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇町長提案理由の説明 

議長（東海林一樹君） 書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

議長（東海林一樹君） 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） ただいま追加提案した議案について、ご説明します。 

   同意第１号「国見町石母田財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて」

は、石母田財産区管理委員を新たに選任することから、宍戸孝三さんほか６名を適任

と認め選任したいため、議会の議決を求めるものです。 

   慎重ご審議の上、速やかにご同意くださるようお願いし、提案理由の説明とします。

よろしくお願いいたします。 

◇          ◇          ◇ 

◇同意第１号 国見町石母田財産区管理委員の選任につき同意を求めることに 

       ついて 
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議長（東海林一樹君） 日程第１４、同意第１号「国見町石母田財産区管理委員の選任に

つき同意を求めることについて」の件を議題といたします。 

   書記に議案を朗読させます。朗読。 

（書記 同意第１号を朗読） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから同意第１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案はこれに同意することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、同意第１号は原案に同意することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇発議第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 

議長（東海林一樹君） 日程第１５、発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効

を求める意見書」の件を議題といたします。 

   書記に議案及び意見書を朗読させます。朗読。 

（書記 発議第２号及び意見書を朗読） 

議長（東海林一樹君） 提出者より説明を求めます。 

   ７番村上 一君。 

７番（村上 一君） 発議第２号の提案理由、書記の朗読のとおりであります。速やかな

る審議をよろしくお願いいたします。 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を省略し、発議第２号の採決を行います。この採決は起立によって行

います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、発議第２号は原案のとおり可決いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   これをもって、本日の会議を閉じます。 

   震災対応の中、ご苦労さまでした。 

（午前１０時２１分） 

 



 
 
 

第  ５  日 



 

‐113‐ 

 

令和４年第１回国見町議会定例会議事日程（第５号） 

 

                    令和４年４月６日（水曜日）午前１０時開議 

 

 第 １ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

 第 ２ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 
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 ・出席議員（１２名） 

   １番 蒲 倉   孝 君   ２番 八 巻 喜 治 郎 君   ３番 宍 戸 武 志 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 山 崎 健 吉 君   ６番 小 林 聖 治 君 

   ７番 村 上   一 君   ８番 佐 藤 定 男 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 渡 辺 勝 弘 君  １１番 松 浦 常 雄 君  １２番 浅 野 富 男 君 

  １３番 八 島 博 正 君  １４番 東 海 林 一 樹 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 

企画調整課長 大 勝 宏 二 君 税 務 課 長 佐 藤 光 男 君 

住民防災課長 羽 根 洋 一 君 ほ け ん 課 長 安 藤 充 輝 君 

福 祉 課 長 黒 田 典 子 君 産業振興課長 佐 藤 智 昭 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 実 沢 隆 之 君 建 設 課 長 村 上 幸 平 君 

上下水道課長 宍 戸 浩 寿 君 
会計管理者兼 
会 計 課 長 阿 部 善 徳 君 

教 育 次 長 東海林八重子君 学校教育課長 大 勝 晴 美 君 

幼児教育課長 佐 藤 温 史 君 生涯学習課長 小 野 笑 子 君 

 ・本会議に職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 澁 谷 康 弘 君 書 記 中 條 伸 喜 君 

書 記 榊  英 則 君 書 記 八 島  章 君 

書 記 石 澤  廣 君   
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりでありま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案の上程（承認第２号～第３号） 

議長（東海林一樹君） 書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

◇          ◇          ◇ 

◇町長提案理由の説明 

議長（東海林一樹君） 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） 追加提案した議案説明の前に、３月１６日夜遅くに発生をした福島

県沖地震対応の概要を説明します。 

   この地震で、国見町は震度６強を観測しました。町は直ちに災害対策本部を設置し、

避難所の開設、被害状況の確認を進めるとともに、翌日には罹災、被災証明書発行の

受付を開始しました。 

   避難所には、一時６８人が避難していましたが、被害が大きく自宅へ戻れない避難

者には町営住宅をあっせんした結果、希望者が入居したため、３月２５日正午に閉鎖

しました。 

   罹災、被災証明発行の受付は、福島県の支援を受けながら行い、その数は罹災、被

災合わせて２,０００件を超えています。 

   ３月２１日から４月２日まで、北海道ニセコ町の防災専門官が滞在し、指導、支援

をしています。また、罹災、被災調査は不動産鑑定士協会のほかに、３月２８日から

４月８日までの間は国見町と災害時応援協定を締結しているニセコ町、栃木県茂木町、

岐阜県池田町、そして友好町の岩手県平泉町に、それぞれ２人ずつ、計８人の職員派

遣をお願いし行っています。明日以降は、福島県にも応援職員の派遣をお願いしてい

ます。 

   また、被災家屋の応急処置材のシートと土のう袋が不足したため、前述の４町、福

島県、国土交通省に資材提供をお願いした結果、多数の提供がありました。 

   なお、公共施設を含めた被害状況の概要は、さきに配付した資料のとおりですが、

調査完了後は直ちに復旧手続を進めていくこととします。 

   さらに、被災者の生活再建と被災自治体の財政支援に各段の配慮をお願いするため、

国見町、桑折町、伊達市は連名で福島県へ緊急要望を行うこととしています。 

   それでは、追加提案した議案について説明します。 

   承認第２号と承認第３号の「専決処分の承認を求めることについて」は、３月
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１６日に発生した福島県沖地震の応急復旧に急施を要したため、３月１７日に令和

３年度国見町一般会計補正予算を専決第１号として処分したもの、また家屋などの被

災状況を踏まえ、固定資産税の納期を繰延べすることに急施を要したため、３月

３１日に令和４年度３月の福島県沖地震による固定資産税の納期を変更する条例を専

決第２号として処分したもので、両議案ともに地方自治法の規定に基づき議会の承認

を求めるものです。 

   詳細は事務方が説明しますので、慎重審議の上、速やかに議決くださるようお願い

し、提案理由の説明とします。よろしくお願いします。 

議長（東海林一樹君） 以上で町長提案理由の説明は終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

◇承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

議長（東海林一樹君） 日程第１、承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」

の件を議題といたします。 

   本案件について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 承認第２号、専決処分の承認を求めることについてご説明しま

す。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから承認第２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、承認第２号は原案のとおり承認することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

議長（東海林一樹君） 日程第２、承認第３号「専決処分の承認を求めることについて」

の件を議題といたします。 

   本案件について説明を求めます。税務課長。 

税務課長（佐藤光男君） 承認第３号、専決処分の承認を求めることについてご説明申し

上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   佐藤定男君。 



 

‐117‐ 

 

８番（佐藤定男君） 固定資産税の納期変更という条例改正ですけれども、納期の変更だ

けで、あとはいわゆる地震による不動産の被害状況等による、そういう評価額も変わ

るところはあると思うんですが、その部分のいわゆる納税額の変更というのは、今の

ところはないんですね。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えさせていただきます。 

   やらないというわけではありません。災害救助法とか被災者生活再建支援法の支援

の状況によって、今までですと前例に倣えば半壊以上、全壊の部分について特例条例

をつくってやってきたという経過があります。これについては固定資産の被害状況が

固まった時点ということになりますから、６月議会で特例条例をこの状況に応じて制

定していければいいのかなと考えているところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから承認第３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、承認第３号は原案のとおり承認することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（東海林一樹君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   これをもって本日の会議を閉じます。 

   震災対応中、誠にご苦労さまでございました。 

（午前１０時１２分） 

 



 
 
 

第  ６  日 
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◇開議の宣告 

議長（東海林一樹君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（東海林一樹君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりでありま

す。 

◇          ◇          ◇ 

◇諸般の報告 

議長（東海林一樹君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

   一部事務組合関係について説明を求めます。 

   最初に、伊達地方消防組合議会について、１０番渡辺勝弘君。 

１０番（渡辺勝弘君） 伊達地方消防組合議会の報告について、私から報告させていただ

きます。 

   ３月２８日、小林議員とともに出席いたしました。午前９時より伊達地方消防組合

議会会議室におきまして全員協議会が開かれ、提出議案について審議いたしました。 

   午前１１時より令和４年第１回伊達地方消防組合議会が開かれました。まず、管理

者から提案理由の説明があった後、直ちに議案審査に入りました。提出された案件は

報告１件、議案５件であります。 

   報告第１号、専決処分の報告についてであります。消防自動車事故による損害賠償

の額及び和解についてのことについて専決処分したものです。和解金額は１３万

９０００円となりました。 

   次に、議案第１号は、伊達地方消防組合手数料徴収条例の一部を改正する条例であ

ります。市町村の９割が罹災証明書の交付申請手数料を徴収していない現状を鑑み、

被災者等の負担軽減を図るため、所要の整備を図るものです。 

   続いて、議案第２号は、伊達地方消防組合個人情報保護条例の一部を改正する条例

についてであります。個人情報保護制度が個人保護に関する法律に統合改正が行われ

たことに伴い改正するものであります。 

   次に、議案第３号は、伊達地方消防組合公告式条例の一部を改正する条例について

であります。構成町であります桑折町及び国見町の所在地が変更になっていることか

ら、所要の改正を行うものであります。 

   次に、議案第４号は、令和３年度伊達地方消防組合一般会計補正予算（第２号）に

ついてであります。歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ１２６４万８０００円を

減額し、予算総額１７億４８５４万７０００円にしたいということであります。国・

県からの補助金の確定及び人事院勧告等の制度によるものや事業等の確定による年度

末の整理であります。 

   最後に、議案第５号は、令和４年度伊達地方消防組合一般会計の予算についてであ

ります。予算総額を２０億５２７０万円にしたいということでありました。内容は前
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年比１８.８％、３億２４２０万円の増となり、分担金につきましては、１５億

８３５０万円、前年比１.１％、１７３０万円の増となりました。主な施設整備の事

業となりまして、西分署庁舎改築工事となります。 

   これらの案件は、採決の結果、原案のとおり可決されました。 

   なお、お手許に議案の写しを配付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

   以上で、令和４年第１回伊達地方消防組合議会の報告を終わります。 

議長（東海林一樹君） 次に、伊達地方衛生処理組合議会について、１３番八島博正君。 

１３番（八島博正君） 令和４年第１回伊達地方衛生処理組合議会定例会が令和４年３月

２８日開催されまして、浅野議員とともに出席しましたので私から報告いたします。 

   まず、今定例議会に提案された議案は７件であります。そのうち議案第１号、専決

処分の承認を求めることについては、職員の特別給、期末手当の変更によるもので、

これは年度末に支給するため、会議を開かないで専決処分したものでございます。 

   今回の改正によって期末手当が０.１５か月分引き下げられまして、年間の支給月

数を４.２５か月とするものでございます。これは国見町のほうでも提案されて可決

されております月数と同じでございます。 

   続きまして、議案第２号から議案第７号まで６件の予算案の審議がされました。そ

のうち議案第２号から第４号までは補正予算でございます。３年度の年度末における

補正で、事業確定による補正及び年度末による補正でいずれも減額による補正でござ

います。 

   一般会計は収支ともに６８万７０００円を減額、し尿処理特別会計では８２万

７０００円を減額、ごみ特別会計では１１６７万４０００円をそれぞれ収支とも減額

する補正予算案であり、いずれも原案どおり可決決定されております。 

   続きまして、議案第５号から議案第７号までの３件は、一般会計及び特別会計２件

の予算案でございます。 

   まず、議案第５号の一般会計は収入支出ともに５６７０万円の予算案であり、続き

まして、議案第６号、し尿処理特別会計は収支とも３億３６９０万円の予算案、それ

で、議案第７号、ごみ処理特別会計は収支それぞれ５億６６１０万円の予算案でござ

います。 

   いずれの当初予算一般会計１件、特別会計２件は、それぞれ満場一致で可決決定さ

れております。 

   なお、詳しくはお手許に配付の資料にあるとおりでございますので、資料を参照願

いたいと思います。 

   以上で、私から令和４年第１回伊達地方衛生処理組合議会定例会の報告を終わりま

す。 

議長（東海林一樹君） 次に、公立藤田病院組合議会について、１２番浅野富男君。 

１２番（浅野富男君） 令和４年第１回公立藤田病院組合議会定例会は、令和４年３月

３０日午前１１時より当病院会議室において開催され、東海林議員、松浦議員、村上

議員とともに出席をしております。提出案件は５件であります。 
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   初めに、選挙第１号、副議長の選挙についてでありますが、本件は副議長の辞職に

伴い地方自治法の規定に基づき行うものであります。選挙は議長の指名推選により行

われ、桑折町議会議員選出の斉藤謙議員が選出されております。 

   続いて、議案第１号、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例については、県人事委員会の勧告に基づき通勤手当の限度額の改定と

文言の整理を行うものであります。 

   議案第２号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、非

常勤職員の育児休業や部分休業の取得要件を緩和する等のため所要の改正を行うもの

となっております。 

   議案第３号は、令和３年度公立藤田病院組合病院事業会計補正予算（第２号）であ

ります。 

   これは既定の予算の年度末の整理をするものであり、収益を２億８６４４万

１０００円、事業費用を４４８２万５０００円それぞれ増額補正し、病院事業収益は

６５億６８３３万円に、対する病院事業費用を６４億９９３５万５０００円に改め、

収支差額が収支差引き額を６８９７万５０００円の純利益とするものとなっておりま

す。 

   また、資本的収支も収入と支出をそれぞれ改め、不足する７億５５３７万

２０００円を過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとなっております。 

   続いて、議案第４号は、令和４年度公立藤田病院組合病院事業会計予算です。 

   第２条の業務の予定量は、病床数と年間患者数の実績に新たに赴任する整形外科専

門医と歯科口腔外科の開設に伴う患者増を見込むものとなっております。第４号の主

要な建設改良事業では、高度化する医療への対応や病院機能維持のための医療機器を

整備するものであります。 

   そして、第３条、収益的収支及び支出では、医療費抑制、少子高齢化、働き方改革

など厳しい経営環境に対応しながら、効率的な病院運営を目指しての当初予算とされ

ております。これにより収益的収支はそれぞれ６６億４１７７万９０００円の均衡予

算となっております。 

   第４条の資本的収入及び支出は、収入を４５００万２０００円に、支出を７億

５１３２万３０００円とし、収入額が支出額に対して不足する額、７億６３２万

１０００円は過年度分損益勘定留保資金で補塡することとし、第５条から１０条まで

をそれぞれ定めるものとなっております。 

   以上が提案された議案の概要でありますが、これらは全て原案どおり可決されてお

ります。 

   詳細につきましては、配付の資料をご覧いただきたいと思います。 

議長（東海林一樹君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇町長提出理由の説明 

議長（東海林一樹君） 書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 
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（書記 議案提出書を朗読） 

議長（東海林一樹君） 町長より提出理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） 追加提案した議案説明の前に、さきの議員懇談会で説明した福島県

沖地震のその後の対応状況を説明します。 

   罹災と被災の現地調査は、随時申請分を除き全て完了し、証明書の発行は昨日の発

送分をもって全てとなります。証明書の発行に伴う各種相談会は４月２５日から土曜

日を除き５月２２日まで集中して実施することとしました。また、公共施設の復旧工

事はそれぞれ調査設計を進めています。 

   それでは、追加提案した議案を説明します。 

   議案第３８号「令和４年度一般会計補正予算（第１号）」は、福島県沖地震からの

復旧と被災者の生活となりわいの再建支援、この予算として編成しました。 

   詳細は事務方が説明しますので、慎重審議の上、速やかに議決くださるようお願い

し、提出理由の説明とします。よろしくお願いします。 

議長（東海林一樹君） 以上で、町長提案理由の説明は終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第３８号 令和４年度国見町一般会計補正予算（第１号） 

議長（東海林一樹君） 日程第２、議案第３８号「令和４年度国見町一般会計補正予算

（第１号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第３８号、令和４年度国見町一般会計補正予算（第１号）

についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（東海林一樹君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   佐藤定男君。 

８番（佐藤定男君） 補正予算書１２ページ、土木費の民間住宅対策費で扶助費として

２億１０５０万円が計上されております。この金額に対する根拠とその内容をお聞き

します。 

議長（東海林一樹君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ８番佐藤定男議員の質問にお答えいたします。 

   扶助費の２億１０５０万円の根拠ということでございますが、この扶助費につきま

しては、地震において被害を受けて日常生活に欠くことのできない部分において緊急

的、応急的に行う修理に対して補助するものでございます。 

   この数字の根拠でございますが、半壊以上、１件当たり５９万５０００円を上限と

して１００件、準半壊につきましては１件当たり３０万円を上限としての補助を

４７０件を見込んでございまして、申請率を６０％。 

   また、一部損壊住宅修理支援金につきましては、２０万円以上の修理に対して

１０万円の補助ということで、１００件の申請、１００件分の予算ということで計上

してございまして、申請率を１０％と見込んでいるところでございます。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（東海林一樹君） そのほか質疑ありませんか。 

   八島博正君。 

１３番（八島博正君） １５ページ、その他の公共施設、公用施設災害復旧費でございま

すが、ここに役場庁舎、ビジネス訓練所、道の駅のそれぞれの災害復旧工事の工事請

負費が載っておりますけれども、その内容について被害の状況と工事の内容について

お伺いいたします。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 担当別なので担当ごとでよろしいですかね。担当課がそれぞれ

なので。 

   役場庁舎につきましては、ご承知のとおり、外構の修繕、あとは庁舎内の亀裂、破

損等、この議場もそうなのですけれども、その辺を含めた設備関係とあと内装の修繕

で、昨年の２月の地震で約３３００万円だったのですが、昨年よりちょっと大きいか

なということで３５００万円ほどを見込んだところです。 

   あとは、４目のその他施設災害復旧費ということで、駅前倉庫の外壁等の修繕を

７５０万円ほどみています。 

   あと、２目につきましては産業振興課、３目につきましても産業振興課長から答弁

させていただきます。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えをいたします。 

   まず、くにみ農業ビジネス訓練所の災害復旧工事の中身でございますが、訓練所の

鉄骨ハウスの中にある柱の上部がくの字に曲がってしまったことから、その部分の補

強工事を行うのがくにみ農業ビジネス訓練所の災害復旧工事の内容でございます。 

   次に、道の駅国見あつかしの郷の災害復旧工事につきましては、建物と外構の災害

復旧工事になります。特に大きなものにつきましては、議員の皆様にも見ていただき

ましたが、建物と外構のつながりの部分で沈下が見られたため、建物周りの外構工事、

Ｌ型擁壁の部分も含めて災害復旧工事を行っていきたいと考えてございます。 

   なお、昨年の地震でも被災をしてございますので、今回の災害復旧工事については、

設計業者のほうとも十分協議をしながら補強工事も行い、再度の地震に耐えられるよ

うな災害復旧工事を進めてまいりたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） 八島博正君。 

１３番（八島博正君） 総務課長及び産業振興課長にお尋ねします。 

   去年の地震でも同じような被害が遭ったのですよ。役場庁舎もこの３階、水浸しに

なっております。今回も。今後もこういうこと繰り返すのでしょうか、それとも抜本

的な金かかっても補修して、こういった災害、再度ないような形はできないのでしょ

うか。道の駅も同じだと思います。 

   そういう面で、ちょうど地盤の弱いところに建物建っていますので、地震のたびに
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この被害があるような状況ではちょっと困るなと思うのですけれども、その点につい

てどのようなお考えなのでしょうか、お尋ねいたします。 

議長（東海林一樹君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 役場庁舎再建する際の基本的な考え方としては、地震に強い庁

舎ということで、ご承知のとおり、耐震性能としては十分に取られている庁舎ではあ

ります。ただ、ＳＲＣという構造上、制震構造としている関係で、その軀体に影響す

るものではなくて、その内壁といいますか、そういったものについては多少の被害は

やむを得ないものと考えています。 

   ただ、設備関係につきましては、水道以外の部分でその空調の冷却水であるとか、

雨水管であるとかの部分については、今、施工者である安藤・間とも相談をしながら、

今後そういった被害を少しでも少なくできるような技術的な工法について、現在、検

討を進めていますのでご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（東海林一樹君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） 八島議員のご質問にお答えいたします。 

   道の駅国見あつかしの郷につきましても、昨年の地震と同様の箇所が被災しました

ので、今回、特に外構の部分につきましては、一部地盤改良工事なども行いながら再

度の被災をしないように、設計業者と十分、協議をしながら施工方法の決定について

進めてまいりたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（東海林一樹君） そのほか質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第３８号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（東海林一樹君） 起立全員です。 

   したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇常任委員会の所管事務調査について 

議長（東海林一樹君） 日程第３、「常任委員会の所管事務調査について」の件を議題と

いたします。 

   本定例会までに総務文教、産業建設、広報の各常任委員長より、私宛てに閉会中の

調査について、それぞれ実施したい旨の申出がありました。 

   おはかりいたします。 
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   各常任委員長の申出のとおり、閉会中の調査を実施することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（東海林一樹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、閉会中の調査は実施することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇町長挨拶 

議長（東海林一樹君） 以上で、本定例会に付議された議案の審議は全部終了いたしまし

た。 

   町長より挨拶があります。町長。 

町長（引地 真君） 令和４年第１回国見町議会定例会の閉会にあたり挨拶します。 

   この定例会は、開会中に福島県沖地震が発生し、令和４年度予算については格別の

ご理解により短時間での本会議の開催という状況の中、原案のとおり議決いただいた

ことに感謝します。ありがとうございました。また、会期延長により本日補正予算を

議決いただき、重ねて感謝します。予算が確保できたことで復旧に向けた体制が整い

ました。 

   議員諸氏には、今後も町政進展、町民福祉の向上のための施策にご理解の上、出精

されるよう切望し、閉会の挨拶とします。ありがとうございました。 

◇          ◇          ◇ 

◇閉議及び閉会の宣告 

議長（東海林一樹君） これをもって、本日の会議を閉じます。 

   令和４年第１回国見町議会定例会を閉会いたします。 

   長期間にわたりご苦労さまでした。 

（午前１０時４２分） 
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